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 午前 ９時５９分 開  議 

 

○鳥海隆太議長 皆さん、おはようございます。 

  ただいまの出席議員24名であります。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

  本日の会議は議事日程第４号により進めます。 

 

 

 

日程第１ 一般質問 

 

○鳥海隆太議長 日程第１、一般質問を行います。 

  順次発言を許可いたします。 

  一つ、斜平山を活用した観光について、12番遠

藤正人議員。 

  〔１２番遠藤正人議員登壇〕（拍手） 

○１２番（遠藤正人議員） 皆さん、おはようござ

います。会派櫻田門の遠藤正人です。 

  このたびは、斜平山を活用した観光について幾

つか質問させていただきます。 

  まずは、ことしは暖冬のため桜の開花は早まる

だろうと思いながら、ゴールデンウイークのころ

には上杉神社周辺の松ヶ岬公園の桜は葉桜にな

るだろうと思い、上杉まつり前に桜が散ってしま

うのは少し物悲しいものだなと感じております。 

  その一方、桜の開花のころになりますと、宮城

県や福島県の隣県も含めたエリアでは、特に福島

市内の花見山公園が毎年テレビのニュースなど

で多くの観光客を呼び込んでいると放映がなさ

れます。そこで、少しその花見山公園について調

べてみました。 

  福島市内にある花見山公園については、多くの

皆様が御存じのとおり、福島市内の花卉園芸農家

の私有地であり、戦後その土地を花見山公園と名

づけて、昭和30年代半ばに市民に無料開放したこ

とにより、当時のレジャーブームも後押しして、

また写真家の故秋山庄太郎先生が米沢市内に別

荘を構えながら東京都との間にある花見山公園

を昭和50年ごろからたびたび訪れ、「福島に桃源

郷あり」と形容なされ、展覧会や講演会のたびご

と花見山公園を紹介なされたことが花見山公園

の全国的な知名度向上に寄与したと言われてお

ります。 

  しかしながら、にぎわいに満ちた花見山公園に

も問題が出ました。花見シーズンには数多くの観

光客やカメラマンが集まるため、道路の渋滞や観

光客によるいろいろな環境問題が起こりました。

そのため、平成になってから国の補助事業を活用

した公園周辺の遊歩道整備や公園周辺の環境整

備により公衆トイレなども整備されたようです。 

  そこで、なぜこの話をしたかといいますと、斜

平山周辺には潜在的な観光資源がたくさんあり、

その資源を宝石の原石に例えれば、いかに磨き上

げるかでその宝石の輝きがよくなるか悪くなる

かが決まるということだからです。 

  つまり、斜平山周辺の観光資源を市民目線で改

めて見直し、いかに活用していくかを国、県、市

の行政が今後計画的に市民の皆さんと協働によ

り観光やまちづくり事業として展開すれば、斜平

山周辺は将来的には花見山公園を優に超える観

光地になると考えるからです。 

  少し具体的にその手法を考えますと、例えば桜

前線は通常日本列島を南から北ヘと北上し、福島

県や宮城県の桜が散り始めたころから山形県内

の桜が見ごろになる場合が多くなります。その時

間差を利用し、観光客を誘導する観光を考えれば

よいのではないかと思うのです。 

  斜平山の周辺に位置する市内の南原地区内の関

小学校校庭の桜並木などは、上杉神社周辺の桜の

開花からさらに優に１週間はおくれて開花しま

す。ですから、関小学校閉校を控えた将来を見据

えて、跡地の利用や小野川温泉での入浴や宿泊、

また今や旅行好きの――旅好きのといいますか

――女子からすればパワースポット的な、笹野観

音様や西明寺等のお寺や史跡の活用がうまくで

きるよう、スマホの活用で観光事業計画ができま
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すと将来的には斜平山周辺は花見山公園を超え

る観光地になると考えるわけです。今や無料の高

速道路も開通したわけですし、隣県から観光客の

呼び込みができる環境は整ったわけであります

から、そこで斜平山を活用した観光を市当局はど

のようにお考えかお尋ねいたします。 

  また現在は、斜平山の周辺には小野川温泉や南

原そば、冬の雪菜や支倉常長誕生之地歴史資料館

や西向沼や林道立石線などもありますし、今や史

跡めぐり、御朱印、パワースポット目当ての女子

や遊歩道散策の女性客が多い昨今です。ですから、

公衆トイレは欠かせない環境インフラでありま

す。そこで、斜平山周辺の公衆トイレの現状はど

うかお尋ねいたします。 

  また、笹野山にありますテレビ塔周辺も市内を

展望できる観光資源の一つと考えます。斜平山の

峯渡りや笹野観音様からテレビ塔まで上った場

合のことを考えますと、テレビ塔周辺への公衆ト

イレの新設が必要と思いますので、当局のお考え

をお聞かせください。 

  以上、壇上からの質問です。 

○鳥海隆太議長 菅野産業部長。 

  〔菅野紀生産業部長登壇〕 

○菅野紀生産業部長 私からは、斜平山を活用した

観光についてお答えいたします。 

  斜平山は、米沢市街地の西方に位置し、御成山、

羽山、愛宕山などの山々の総称で、市街地近郊に

もかかわらず約500種類の植物が自生するなど、

豊かな生態系を誇り、市民の里山として親しまれ

ており、夏には市民登山の愛宕民衆登山、寒さ厳

しい冬期にはカンカン渡りといったように、さま

ざまな行事が開催されております。また、斜平山

は、やまがた百名山にも選定されており、身近で

気軽に散策やトレッキングが楽しめる山として

知られ、県の事業として整備されました東北自然

歩道の新・奥の細道などさまざまなトレッキング

コースを楽しむことができ、本市における重要な

観光資源であると考えております。 

  このやまがた百名山は、山に親しむ機会を得て

山の恩恵に感謝する日として、国民の祝日として

「山の日」が平成28年に制定されたことを契機に、

地域の宝である山に光を当て、山の魅力を認識し、

愛着を高め、その魅力を発信し、山岳観光の振興

につなげることを目的として、県民や市町村等か

ら広く募集し選定されたもので、本市としまして

も多くの方々に斜平山の魅力を伝えていきたい

と考えております。 

  議員から例として桜を活用した観光の御提案が

ありましたが、本市でも多くの方が楽しめ、憩う

ことのできる桜の名所づくりを目的に、ようざん

桜の杜協議会を昨年立ち上げ、愛宕地区の皆様方

を初め市内外の方々のお力をおかりしながら桜

の植樹等の事業に取り組んでいるところでござ

います。 

  今後も斜平山や桜等を活用し、市民や団体及び

各地区等で取り組んでいるさまざまな活動と温

泉、食、歴史、史跡等を組み合わせることで、魅

力ある観光旅行商品等が造成できないか検討し

てまいりたいと考えております。 

  次に、（１）斜平山周辺の公衆トイレの現状に

ついてですが、本市で管理している公衆トイレは、

都市整備課が48カ所、環境生活課が８カ所、観光

課が７カ所、農林課が２カ所、スポーツ課、財政

課が各１カ所の計67カ所あり、市内全域に点在し

ております。このうち斜平山周辺に設置されてい

る公衆トイレとしては、愛宕神社の東側、旧愛宕

小跡地のほか、御成山公園内、大森山森林公園内、

市民の森西向沼駐車場、笹野民芸品館向かいの駐

車場に設置されているところです。 

  また、平成29年度からは、愛宕の火祭り及び市

民登山が開催される前後の限定的な期間であり

ますが、愛宕神社付近の登山道沿いに仮設トイレ

を設置し、多くの方々が安心して登山やトレッキ

ングを楽しんでいただけるよう努めております。

今年度につきましては、6月14日から10月31日ま

での140日間設置したところです。 



-151- 

  次に、（２）テレビ塔周辺への公衆トイレの新

設についてですが、議員お述べのように、トイレ

は観光地には必要な施設と認識しております。よ

り多くの方々に斜平山周辺で気軽にトレッキン

グなどを楽しんでいただくためには、テレビ塔周

辺など山頂エリアへのトイレの設置は望ましい

ことと思いますが、この周辺には上下水道のイン

フラが整備されていないことから、一般的な公衆

トイレの新設は建設費や維持管理等の課題もあ

り、難しいものと考えております。また、限られ

た財源の中で計画的に環境施設の整備を図って

いくためには、必要性や効果なども考慮しながら

優先的に整備していくものを判断しなければな

らないと考えており、今後斜平山にかかわる関係

団体の皆様の声などもお聞きしながら調査研究

をしてまいりたいと考えております。 

  私からは以上です。 

○鳥海隆太議長 遠藤正人議員。 

○１２番（遠藤正人議員） 御答弁ありがとうござ

いました。 

  まず、斜平山一帯のトレッキングゾーンといい

ますか、これに関係したことにといいますか、ト

イレも含めてですけれども、御質問します。 

  平成24年の３月議会におきまして、請願書が出

ております。それにつきまして調査したところ、

毎年その請願について市当局では報告書を出し

ているわけです。最近のやつだと平成24年２月17

日付で、その請願についてどういうことをしてい

るかということで、具体的なところの話が進んで

いないというか、そういう状況の報告で、今後期

待したほうがいいのかなということだったんで

すけれども、失礼しました、その平成24年ですね、

24年度。その後は、25、26、27、28、29年度、な

んなかったもんですから、ちょっと議会の議事録

というか、調べさせていただいたところ、平成29

年の３月議会で地元の齋藤千惠子議員が同じよ

うなトイレのことを質問しているわけですよ。そ

こでちょっとお尋ねします。 

  議会と当局、両輪でまちづくりをする中で、こ

の請願の取り扱い、そういうのが出ているわけで

すけれども、市当局ではどのようにお考えなのか

教えてください。 

○鳥海隆太議長 菅野産業部長。 

○菅野紀生産業部長 請願につきましては、市民、

団体の皆様方の思いということで議会に提出さ

れるもので、それが採択された場合につきまして

は、できる限り尊重してまいりたいと考えており

ます。 

○鳥海隆太議長 遠藤正人議員。 

○１２番（遠藤正人議員） その間、８年前からず

っと経過を見ますと、先ほど部長答弁もありまし

たが、整備にそれなりのお金がかかるわけです。

その間、図書館の建設やらで財政的には厳しい赤

字と。市長が交代して、中川現市長がそれをプラ

スに盛って、これからだということです。 

  私そんなに不安視していないのは、昨年の11月

１日号の市の広報に市長がコラムでお書きにな

っているんですね。宇宙の桜といいますか、山梨

県の北杜市に行かれて、それで旧愛宕小学校跡地

にその桜の苗木を植えたと。これは直接的ではな

いけれども、斜平山周辺の開発に私はやりますよ

という決意表明を去年の11月１日号の広報のコ

ラムにお書きになったと思うんですけれども、こ

れは私が思うということですけれども、これは市

長からもそういう決意だということをちょっと

一言いただければありがたいんですが、いかがで

しょうか。 

○鳥海隆太議長 中川市長。 

○中川 勝市長 決意というよりも、やはり斜平山

周辺、斜平山は南から北へ、地域で言うと南原、

愛宕、西部、そして三沢にまたがっている山並み

だと私は理解しております。そういった中で、い

ろいろと御例示ありましたように、支倉常長のそ

ういう取り組みもされているし、市民の森もあり

ます。そして、ようざん桜の杜を整備させていた

だいた。今度は北のほうといいますか、西のほう
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に行きますと大森山森林公園もあったり、その先

には御成山公園があるわけであります。そして陰

に行くと今度は伊達時代の居城跡とかくるわ跡

が今いろいろ見つかっているという状況でもあ

って、小野川スキー場もあるわけであります。 

  そうしてみますと、こういったものをどのよう

に今後、今議員おっしゃるような、観光の目的も

含めてどのように整備していくかというのは、時

間がかかるかもしれませんけれども、今は点・

点・点だけでありますけれども、いろいろ健康長

寿、クアオルト構想も含めていろいろと、今後い

ろいろな地域の皆様方と一体となってどのよう

に整備していくかということが重要かなと思っ

ております。桜の杜については愛宕地区の皆様に

大変お世話になって整備したということで、今後

もそういったことで取り組んでまいりたいと、こ

のように考えております。 

○鳥海隆太議長 遠藤正人議員。 

○１２番（遠藤正人議員） 大変丁寧な御回答あり

がとうございます。私も、ともに議会の一員とし

まして、やはりまちづくりに邁進しなければいけ

ないという思いになりました。 

  昨年の11月号の市長のコラムには、ようざん桜

の杜に植樹をしましたと、10月19日土曜日ですが

ということで載っていますので、多くの市民の方

がこのコラムをお読みになって、米沢市のまちづ

くりに熱意を燃やしていらっしゃるということ

を、ちょうど選挙前でしたからごらんになったん

じゃないかと私は想像します。 

  そこで、じゃ斜平山ってどれくらい有名なのか

なと。全国、北海道から九州、沖縄の中でどれく

らい有名なのかなと思って、知人に電話して聞こ

うかと思ったんですけれども、多分知らないとい

う話になるといけませんので、じゃ物の本でどう

いうものに出ているかなということでちょっと

調べました。ただ、本というのは、私、自宅にあ

る本なもんですから、本当にあれなんですけれど

も、たまたま、歴史の好きな方だったら特に御存

じの司馬遼太郎先生の街道、羽州街道、これは「街

道をゆく」の10巻なんですけれども、そこに、ち

ょうど羽州街道で小野川温泉に初日お泊まりに

なったときに、米沢の盆地から小野川に行く途中

のところで、１行だけ読ませてもらうと、山は３

つの峰をなして、北から、振り仮名で「はねやま」

となっていますけれども、羽山、愛宕山、笹野山

という、上杉鷹山の鷹山という公は云々というこ

とがありまして、要は地元の漢学者の方と一献交

わしたと、大変いいところだと、そういうことが

ありまして、この本が出たのは1983年、昭和58年、

ちょうど市長が市議会議員に初当選された年の

１月に出た本なんです。たまたまけさ、ちょっと

引っ張り出して見たんですけれども。 

  それくらいのところであって、じゃ観光って何

なのかなと考えますと、最近、コロナウイルスで

インバウンドが引いたとか云々とありますけれ

ども、やはり近いところもあるし、遠くのほうも

あるんだけれども、全て観光の中で、最近歴史の

好きな女性、先ほども壇上で申し上げましたけれ

ども、パワースポット回り、あとは刀の好きな女

性、御朱印、そういった方々、アプリを見て来る

方が多いわけですよね。そういったところも観光

の中に取り入れていただきたいということで、そ

こで、ちょっとお尋ねしたいんですけれども、今

の斜平山周辺で活用する宝物、たくさんあると思

いますけれども、御担当部長さん、３つ挙げてく

ださいと言ったら例えば何挙げられますか、思い

つくことでいいです、ちょっと失礼な質問かもし

れませんけれども。 

○鳥海隆太議長 菅野産業部長。 

○菅野紀生産業部長 斜平山周辺といいますか、斜

平山自体が私はすごい魅力のあるものだと、米沢

の原風景の一つだと捉えております。また逆に、

斜平山から眺める市街地の様子、これも大きな魅

力だと思っております。今ちょっと思いつくのは

この２つでした。申しわけございません。 

○鳥海隆太議長 遠藤正人議員。 
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○１２番（遠藤正人議員） さすがですね。 

  けさの地元新聞にありまして、山形県庁のホー

ムページからとったんですけれども、「やまがた

景観物語おすすめビューポイント」の追加選定の

お知らせ、2020年２月14日金曜日、山形県では

云々ということで、そこの№58に国指定の下小松

古墳群から見る米沢盆地の眺め（川西町大字下小

松地内）とあるわけです。そうしますと、私そこ

の下小松古墳群ってどういうのやと調べてみた

ところ、標高230メートルから280メートルほどの

ところです。その川西町の北西部の丘陵、あの辺

だなと私わかりましたけれども。だったら米沢の

斜平山の羽山神社や御成山の神社から眺めたビ

ュースポットあるいはテレビ塔から見たビュー

スポットなんか十分それになるんじゃないかと。 

  最近といいますか、けさですけれども、ちょっ

と早起きしまして、関小学校に行ってきました。

近い将来ここも閉校になるんだなと、ちょっと寂

しい思いをしながら。そうしたところ、船坂山と

いいますか、支倉展望台、これは市の助成金をい

ただいて整備した展望台があります。実はそこの

ところは、ちょうど現在の県道、白布街道、県道

のトンネルのすぐ脇で、車で行けば車からおりて

歩いて２分ぐらいの展望のところなんです。私も

早朝、眺めを見ましたけれども、いや本当に、ぐ

っと気持ちが洗われるような、いいところであり

まして、ここをもうちょっと整備できないかと。 

  そこで、私、部長に質問したというのはどうい

うことかというと、斜平山の周辺の宝物は何かと

いうことで、先ほど司馬遼太郎先生の羽州街道を

言いましたけれども、ちょうどそこは会津米沢街

道が重複するところなんです。旧船坂峠のところ

は会津街道なんです。この間、通告の後だったも

んですから、御担当の土木のほうに行って、じゃ

そこの道路は今何になっているか、すなわち元県

道でしたから、市に移管なったのかなと思ったら

それはなってなくて、現在は山形県の行政財産と

なっているということで、そういったものは県に

お願いすれば米沢市に移管はそんなに難しくな

いわけです。そうすると、現在既に一部できてい

るそういったところ、展望台、遊歩道などをバー

ジョンアップすればいいんじゃないかと思うん

ですけれども、そういったところもぜひ御検討い

ただきたいと思います。 

  さらにもう一つは、壇上からは市民の方々と市

民の目線でいろいろまちづくりを考えていただ

きたいと言わせていただきましたが、地元の方々

が、各種団体の方が熱心に考えていらっしゃって、

しかも斜平山を囲む地域は、エリアというのは、

西部地区、山上地区、南原、関、そして三沢地区、

ずっと数地区にまたがるわけです。そういった連

携をとった中での御検討をいただけないものか。 

  きょう、けさの話なんですけれども、関小学校

に行ってきました。あそこはちょうどグラウンド

の端っこに桜があって、これは上杉神社の桜が散

ってからもまだここでは花見ができるなと思い

ながら、そうしたところ、学校の北側斜面がスキ

ー場といいますか、そこはちょうど植わってない

ところがありまして、これはどこの財産か確認し

なきゃいけないと思ったんですけれども、仮に例

えば関小学校が移管になって、スキー場を授業だ

けにしか使ってなかった斜面なんかを花見山公

園ではないけれども何か植樹するとか展望台に

するとか、何かそういう知恵が出せないものか、

なんて私みたいのは考えるわけです。 

  けさの地元新聞では「米沢市の特命課」なんて

いうことを、いわばまちづくりは、外から来られ

た方、よそから、よそ者、若い方、私はどっちに

も該当しませんから３番目の者かもしれません

けれども、それはどういうことかというと、視点

の違うところからどう見るか、一方向じゃないと。 

  あともう一つは、現場に行ってそれを見られて

いるかどうかなんです。失礼ですけれども、担当

部長、そういった斜平山周辺のカンカン渡り、峯

渡りといいますか、御回答ありましたけれども、

最近なさっていますか、お尋ねいたします。 



-154- 

○鳥海隆太議長 菅野産業部長。 

○菅野紀生産業部長 里山愛好会が実施するカンカ

ン渡り、私は参加したことがございませんので、

そういった意味ではございませんが、個人的には

やはり雪があれば当然体験しているものでござ

います。 

○鳥海隆太議長 遠藤正人議員。 

○１２番（遠藤正人議員） 斜平山の一部、ちょう

ど笹野山のテレビ塔から南に向けまして西向沼

まで遊歩道があるようなんですけれども、そこが

民地のせいもあるんでしょうけれども、地元の方

のボランティアでできたというお話をお聞きし

たんです。そういった情報は、当局は御存じでし

ょうか。 

○鳥海隆太議長 菅野産業部長。 

○菅野紀生産業部長 山自体に私有地が入り組んで

おりまして、なかなか市だけでは整備できないと

いうことで、民間、市民の方たちの御協力をいた

だいているということは伺っております。 

○鳥海隆太議長 遠藤正人議員。 

○１２番（遠藤正人議員） 壇上からも話しました

が、参考にさせていただいた花見山公園は全くの

私有地なんです。そこでぐっと伸びてこうなった

と。昭和50年代に、米沢にゆかりのある芸術家と

いいますか、写真家の方の応援もあったんでしょ

うけれども、時間をかけて、やはりそういった手

法をとれば斜平山も少し時間がたてばいいもの

が、ただそこで、もう一回繰り返しになりますけ

れども、女性とか女子がそういったスポットで来

られる場所に衛生的な手洗いやトイレがなかっ

たら、これちょっとね、残念だと思うんですけれ

ども、確かに費用はかかります。例えば富士山の

トイレとか、私も調べたりしまして、結構かかる

なと思いましたけれども、そういったところ何か

ならないものでしょうかね、もう一度、担当部長、

御回答いただけませんか。 

○鳥海隆太議長 菅野産業部長。 

○菅野紀生産業部長 我々も、先ほど壇上から御答

弁申し上げましたように、観光地にきれいなトイ

レはあったほうが望ましいと思っております。 

  ただ、限られた財源の中で取り組む中では、や

はり必要性や効果など十分に検討して設置を考

えなければならないと考えておりますので、御理

解いただきたいと思います。 

○鳥海隆太議長 遠藤正人議員。 

○１２番（遠藤正人議員） 繰り返しになりますが、

議会と当局が両輪でまちづくりを力強く推進し

なければいけません。ですから、請願の取り扱い、

これについては特に当局も気合いを入れて対応

していただきたいということと、あと昨年の12月

議会では健康長寿日本一の条例が出ましたので、

市民の皆さんの健康増進のためにも、やはり気軽

に遊歩道的なトレッキングができる、市民に親し

まれる斜平山の活用と、そういったことも今後の

市の重要な政策の中の柱の一つに入れていただ

きたいということを要望しまして、終わりにした

いと思います。ありがとうございました。 

○鳥海隆太議長 以上で12番遠藤正人議員の一般質

問を終了し、暫時休憩いたします。 

 

午前１０時２９分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

午前１０時３１分 開  議 

 

○鳥海隆太議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に進みます。 

  一つ、英語教育について、11番関谷幸子議員。 

  〔１１番関谷幸子議員登壇〕（拍手） 

○１１番（関谷幸子議員） おはようございます。 

  櫻田門の関谷幸子です。よろしくお願いいたし

ます。 

  今、新型コロナウイルスで世界中が大変な状況

になっております。リーマンショックぐらいの経

済の落ち込みと聞いております。不安や危機感は
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皆さんと一緒でとても感じておりますが、私は温

泉に入り、笑顔でおいしいものを食べて免疫力を

高め、元気に過ごすしかないと思っております。 

  令和２年２月６日に中学生議会が開かれました。

米沢市の問題点をきちんと把握した質問、発表の

仕方、態度、すばらしいものでした。大河原教育

長が「心を洗われました」とおっしゃっていまし

たが、私も同じ思いでした。 

  そこで、学校教育について御質問いたします。 

  2020年、英語教育が変わります。小学校の３年

生から英語教育が始まり、中学生は英検準２級を

目指す教育がなされる方針と聞きます。 

  そこで、米沢市独自の英語教育の取り組みはあ

るのでしょうか。 

  また、グローバルな社会なのでメリットのほう

が多いと私も思いますが、デメリットがあるとし

たらそれを克服する施策はあるのでしょうか、お

尋ねいたします。 

  次に、学力向上についてお尋ねいたします。 

  令和２年度市政運営方針の中で３の（２）郷土

をつくる人材が育つ教育と文化のまちづくりで、

小学校で新年度から全面実施される新学習指導

要領に基づき、主体的、協働的な課題解決に探究

型学習を推進するとあります。 

  そこで、塾もない秋田県の東成瀬村が学力日本

一です。しかし、私はこのごろ何か米沢市のまち

を歩くと学習塾がふえているような気がいたし

ますが、授業だけではついていけないのでしょう

か。そこを御質問いたします。 

  壇上からの質問といたします。よろしくお願い

いたします。 

○鳥海隆太議長 大河原教育長。 

  〔大河原真樹教育長登壇〕 

○大河原真樹教育長 私からは、米沢市の小学校に

おける外国語教育への取り組みについてお答え

いたします。 

  今回の学習指導要領では、小学校３年生から外

国語活動を導入し、聞くこと、話すことを中心と

した活動を通じて外国語になれ親しみ、外国語学

習への動機づけを高めた上で、５年生から発達の

段階に応じて段階的に文字を読むこと、書くこと

を加えて、総合的、系統的に扱う教科学習を行い、

特にやりとりを重視して学んだ英語を活用して

積極的にコミュニケーションできる力の育成を

目指しております。 

  米沢市でもこのような学習指導要領の趣旨に沿

い、外国語教育を進めております。 

  具体的な取り組みの１つ目といたしましては、

人的な支援がございます。英語専科教員２名、日

本人外国語講師４名を学校規模に合わせ全小学

校に年間を通して定期的に配置しております。授

業づくりに助言したり一緒に授業を行ったりし

て、やりとりを重視した授業の質の向上につなが

っております。 

  ２つ目は、研修や専門組織における研究推進と

研究成果の共有です。国や県の研修や研究会への

参加を積極的に呼びかけ、参加者数は大きく増加

しております。また、専門組織として、昨年度か

ら米沢市教育研究所内に市内小中学校の外国語

教育に精通している教職員10名をメンバーとし

た英語教育研究員会が設置され、外国語教育に特

化して研究を進めております。 

  今年度につきましては、研究員全員で検討し作

成した指導案をもとに、研究員みずからが小学校

で授業を公開いたしました。全小中学校から教職

員が参観し、授業を受けての研究会を行いました。

このように、研修や研究成果の還元が図られてき

ています。 

  次に、小学校３年生から始める英語教育のメリ

ットとデメリットについてお答えいたします。 

  児童の立場での大きなメリットにつきましては、

３年生という早い段階から系統的にやりとりを

重視して学ぶことで、英語を使って意思の疎通が

できる楽しさを実感できるようになり、将来的に

いわゆる使える英語の習得につながっていくこ

とです。 
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  一方、現在のところ考えられるデメリットにつ

きましては、児童の立場ではなく、学校の立場で

申し上げれば、指導力のさらなる向上が挙げられ

ます。小学校の教員の多くは英語免許を持たない

ため、指導に対する不安が強くあります。そこで、

先ほど述べたとおり、英語専科教員や日本人外国

語講師を配置し、授業づくりに助言をしたり、一

緒に授業を行ったり、授業の質の向上を目指して

きたところです。 

  今後も引き続き学校や教職員を支える取り組み

を推進し、外国語を学ぶことを通して、日本の文

化、伝統、情緒、道徳のよさを再認識し、日本人

であることに高い誇りを持ち続けていけるよう

に、外国語教育の質を高めてまいりたいと考えて

おります。 

  ２つ目の塾に関しての質問でございますけれど

も、通告にはございませんでしたので、ここでお

答えさせていただければ、学校教育の中で十分な

授業を行っていると認識をしております。学力向

上の違いが塾にあるかどうか検証しておりませ

んけれども、学校教育の中で授業が充実していれ

ば学力は向上していくと考えておるところでご

ざいます。 

  私からは以上でございます。 

○鳥海隆太議長 関谷幸子議員。 

○１１番（関谷幸子議員） 御丁寧な答弁ありがと

うございました。 

  一つデメリットのほうで、デメリットというか、

ハンデというか、地域の格差ということが英語教

育の中にもありまして、やはり都会ですと授業の

ほかに地域で外国人と接して英語を話す機会が

多いのかと思いますが、なかなかこの地域ではそ

ういった学校以外に英語を使うということが少

ないと思うんですよね。それがちょっとデメリッ

トというよりはハンデかなと思うんですが、その

点についてはどうお考えでしょうか、お願いいた

します。 

○鳥海隆太議長 今崎教育指導部長。 

○今崎浩規教育指導部長 今ほどの御質問ですけれ

ども、確かに本市においては都会などから比べれ

ば外国人とかかわるという機会はさほど多くな

いのかなというところは感じるところでござい

ます。 

  しかしながら、小学校の外国語あるいは外国語

活動の授業におきましても、先ほど教育長から答

弁させていただいたように、日本人であって英語

が堪能な方も講師に入っておりますけれども、ネ

ーティブスピーカーとして外国の方の授業への

参加といいますか、授業に派遣をしてということ

もあわせてやっておりまして、そういった機会が

少ないであろうというところをそのような形で

少しでも補えればということでやっておるとこ

ろでございます。 

○鳥海隆太議長 関谷幸子議員。 

○１１番（関谷幸子議員） ありがとうございます。

じゃそのように我々も協力していきたいと思っ

ております。 

  あとまた一つ懸念なんですけれども、小学校の

先生といいますのは授業を全般に見ていまして、

英語が専門という方がいらっしゃらない、いらっ

しゃらないというか、そういうシステムになって

いないと思うんですが、そうすると先生にかかる

負担というか、時間的なものもありますし、スト

レスもかかると思うんですが、そういった点での

御配慮というのは、先生方についての御配慮とい

うのは何かあるんでしょうか。 

○鳥海隆太議長 今崎教育指導部長。 

○今崎浩規教育指導部長 議員お述べのように、現

在教員をしている者については外国語教育とい

うものを小学校で扱っていない段階で資格を取

っておりますので、得意な者もおれば余り得意で

ないという者もおるのは事実でございます。 

  小学校においては、例えば授業交換をして、得

意な先生がほかのクラスの授業も、外国語の授業

も見るという形での授業交換もございますし、先

ほど日本人の外国語堪能な方が入っているとい
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うことについては、日本人であれば、講師の方と

やりとりといいますか、授業前のやりとりがスム

ーズにできると。どうしても外国人の講師の方で

すとなかなか日本語が通じなかったり細かいと

ころが通じなかったりということがありまして、

打ち合わせがスムーズに進まないことがあるわ

けですけれども、日本人の講師を入れることによ

ってそういった打ち合わせ等もスムーズにして

授業に入れるように、そういう形での対応をして

いるところでございます。 

○鳥海隆太議長 関谷幸子議員。 

○１１番（関谷幸子議員） 先日も問題になってお

りました、先生のいじめですよね。子供たちのい

じめは前から問題視されていましたけれども、先

日も何か判決が出まして、２名の方は懲戒免職と

いう形で出ていますけれども、そういった負担が

大きくなるとやはり先生に対するストレスとか、

ただでさえ忙しいというところにいろいろな要

素が重なって、そういう何というか、負の部分と

いうのが今後起きるということは、縦の連携、横

の連携は十分になっているんでしょうか、その点、

大変危惧しますけれども。 

○鳥海隆太議長 今崎教育指導部長。 

○今崎浩規教育指導部長 議員お述べの心配という

ことはありがたく感じているところでございま

す。 

  先ほど答弁させていただきましたように、今考

え得る対応策といいますか、支援については行っ

ているところでございますし、本市において教職

員の中でニュースになるような、そういうことは

あり得ないと考えているところでございます。管

理職を初め教職員一丸となって、子供たちの健や

かな成長に向けて一致団結して取り組んでいる

ものと考えているところでございます。 

○鳥海隆太議長 関谷幸子議員。 

○１１番（関谷幸子議員） そのようにお願いした

いと思います。今の御答弁を聞いて安心いたしま

した。 

  次に、学力向上についてですが、今、人生100

年時代、Society5.0の到来を見据えてＩＣＴ教育

が積極的に推進されると思うんです。その中で、

先日、代表質問の方もおっしゃっていましたＧＩ

ＧＡスクールとかもこれから取り入れられるん

だろうと思いますけれども、私は、壇上で述べた

ように秋田県の東成瀬村は学習時間も少なく、睡

眠時間も十分にとって全国学力１位というのが

本来の姿じゃないかなと思うんですよね。その秋

田県では「早寝・早起き・朝ごはん」、これが合

い言葉というか、そうなっているようですが、そ

の点については米沢市ではどう思っております

か。 

○鳥海隆太議長 今崎教育指導部長。 

○今崎浩規教育指導部長 望ましい生活習慣あるい

は規則正しい生活リズムということについては、

学力面と非常に密接な関係があると思っている

ところであります。例えば全国学力・学習状況調

査などの結果からも、関連しているというところ

については明らかになっているところでござい

ます。 

  学校生活において、まず子供たちにはその大切

さ、生活リズムをきちんとするということの大切

さについては随時指導しております。また、やは

り家庭での生活がそこの部分の基本になると思

いますので、家庭との連携が大事であろうと思っ

ております。 

  本市においては、望ましい家庭での生活習慣あ

るいは学習習慣の手引という形で「米沢っ子学び

の手引」というものを作成しておりまして、全児

童生徒の保護者に春に配布しているところでご

ざいます。継続的に取り組んでいるところでござ

います。 

  さらに、このたびはこの手引の内容を新しい学

習指導要領あるいは今の社会状況に合わせた形

でのリニューアルといいますか、改訂した形でま

た家庭と連携を図っていきたいなということで

今作成しているところでございます。 
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○鳥海隆太議長 関谷幸子議員。 

○１１番（関谷幸子議員） 今おっしゃられたよう

に、家庭内の問題もございますので、一概に学校

側からということも難しいかとは思うんですけ

れども、やはり基本生活習慣といいますか、これ

からいろいろなものが入ってくると思いますが、

教育の中で、本当に今、内閣府でもＩＣＴ教育と

いうものをすごく押し出してというか、推進して

進めていこうとしている中で、やはり私は、よく

寝て、よく食べて、集中力を高めてするのが特に

小学校、中学校あたりでは大事なことなんじゃな

いかなと考えるわけですよね。 

  そのために、先ほど教育長もおっしゃったよう

に、学校の授業で十分なんだと、塾はそんなに重

視してないというか、しっかりした指導をやって

いるから学校教育で本当に十分なんだというお

言葉を聞いて少し安心したところではあります

が、やはり基本というか、生活習慣というか、そ

ういうことをもっと、指導していただいて、早く

寝て、よく食べるということが大事なんじゃない

かなと考えるんですが、その辺はもうちょっと具

体的に策があれば教えていただきたいと思いま

す。 

○鳥海隆太議長 今崎教育指導部長。 

○今崎浩規教育指導部長 生活リズムにつきまして

は、先ほど全国学力・学習状況調査のお話もさせ

ていただきましたけれども、例えば本市の状況で

お伝えしますと、「朝食をとっていますか」とい

う質問がありますけれども、「毎日決まった時間

に寝ていますか」あるいは「起きていますか」と

いう項目がございます。いずれにしましても、小

学校、中学校どちらもですけれども、全国の平均

よりは上回っている、つまり平均的には全国の小

中学生よりも本市の小中学生のほうが生活リズ

ムとしては整っているという結果は出ているも

のでございます。ですけれども、そこに安心する

ことなく、さらなる生活リズムの確立ということ

は必要であろうと思います。 

  その対策としましては、各学校におきましては

生活リズムアンケートなどということで、子供た

ちにある一定の期間をとりまして、「きのうは何

時に寝ましたか」「きょうの朝ごはん食べました

か」とか「お通じはありましたか」とか「テレビ

の時間は何時間でしたか」なんていうことでの生

活のリズムを自分として見直すような、そんな機

会とするアンケートの調査もし、それを集計して

それぞれの学校で特徴的なところなどを見つけ、

課題があればそこにまた取り組むという対応な

どもしているところでございます。 

○鳥海隆太議長 関谷幸子議員。 

○１１番（関谷幸子議員） ありがとうございます。 

  教育長は常に「がってしない子ども」を育てた

いんだとおっしゃっていますけれども、そこに関

しては何か独自に教育の中でおっしゃられてい

るようなことはあるんでしょうか。 

○鳥海隆太議長 大河原教育長。 

○大河原真樹教育長 「がってしない」というのは

「へこたれない」ということでありますけれども、

自分の心の弱さに負けない、他人の気持ちを大切

にする、他人を大切にできる、優しくできるとい

うのは、やはりへこたれない強さだと思うんです。

それを「どんな子どもを育てたいか」といえば「が

ってしない」ということで表現をさせていただい

ております。 

  この「がってしない」ということにつきまして

は、ＰＴＡの連合会、実は今年度、来賓が入れま

せんけれども、卒業式の式辞などにも入れさせて

いただいて、子供たちにメッセージとして伝えて

いきたいと思っているところでございます。 

○鳥海隆太議長 関谷幸子議員。 

○１１番（関谷幸子議員） 私もそういう教育長の

教育方針には大賛成で、本当に頑張っていただき

たいなと思っております。 

  二、三日前の新聞に、塩井小学校の校長による

検定といいますか、何かそういうのが載っていま

して、校長先生が130人ぐらいの塩井小学校の生
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徒を対象に検定試験をするんだそうです。それが

すごくどきどきもしますし、わくわくもします。

ただ、勉強したいなという意欲が感じられるとい

うような記事が載っていたので、各学校で各自努

力してこういうこともやっているんだなと感心

いたしました。それが全部の小学校に適用すると

いうことはないとは思いますけれども、やはり地

域でいろいろ大きい学校、小さい学校ありますか

ら、そこでの差が出ると思います。 

  私も、うちの地域は少ない人数の小学校ですの

で、校長先生に朝御飯とかそういうのはどうなん

でしょうかとお聞きしました。そうしたら、まず

100％というか、ほとんどの子が朝御飯は食べて

くるという話を伺いましたので、ちょっと一安心

しているところなんですけれども、やはり共稼ぎ

とかシングルマザーとかも多いので、なかなか厳

しい家庭環境の人もいらっしゃるとは思います

が、バナナ１本でも牛乳１口でもいいから口に含

むというのがやはり大事なことだと思いますの

で、くれぐれもよろしくお願いしたいと思います。 

  それから、先ほどの英語教育なんですが、英語

教育について政府のほうでアンケート調査しま

したら、保護者の方のアンケート調査で15％の人

は、賛成じゃないというんじゃないけれども不安

があると。その不安は何かというと、自分たちが

習ってきた英語はほとんどコミュニケーション

で使えないのが心配だというのが、やはり15％ぐ

らいの父兄の方が思っていらっしゃるんです。先

ほどの御答弁の中で「使える英語を目指してい

る」と。そこは私も本当に重要なことかなと。 

  これから観光の面でも、今こういう新型ウイル

スが蔓延していますけれども、これからインバウ

ンドと観光のほうにも、いろいろな方がおいでに

なるときは、やはりしゃべれる英語というか、そ

ういうのが本当に必要なんだなと思いますので、

使える英語、年齢が早ければ早いほど英語教育と

いうのは覚えやすいなと思いますけれども、ここ

も重点的に考えて教育していただいて、なじむと

いいますか、すぐ出てくるというようなことが大

事かなと思いますので、そのコミュニケーション

についての教育は、今後、より深くお考えのこと

はありますか。 

○鳥海隆太議長 大河原教育長。 

○大河原真樹教育長 今おっしゃられたように、私

も長く英語教育を受けて、なかなか話せないわけ

ですけれども。 

  自由にコミュニケーションがとれるようになる、

そうすると問われるのは、日本人としての文化、

伝統を相手から問われたときにそれをすかさず

答えることができる力だと思うんです。英語を使

うというのは、自国の文化、伝統を英語で伝える

ことができる、それができなければ、使える英語

とは言わないのでないか。例えば「なせばなる」

を子供たちが英語で言えるようになる、あと「お

かし」と「あわれ」を英語で相手に説明ができる、

そのレベルまで自国の文化を知って自分の質を

高めないと外国語教育の質は高まっていかない

し、会話の質も高まらない。そういう子供たちを

育てていくことが、世界に通じる子供たち、そし

て英語教育なのではないかと思っています。 

○鳥海隆太議長 関谷幸子議員。 

○１１番（関谷幸子議員） 今の教育長の御意見、

本当にありがたく、真摯に受けとめたいと思って

おります。 

  外国人だとか、ちょっと違うなと思う人となか

なか話せないというのは、そういうのになれない

とか、積極的になれないというのが非常にあるか

と思いますので、今後そうでなく自然にお話しで

きるというか、コミュニケーションできるように、

これからも、一緒に我々市民も頑張りますので、

学校教育のほうでも御指導のほどよろしくお願

いいたします。 

  これで私の質問を終わらせていただきます。あ

りがとうございました。 

○鳥海隆太議長 以上で11番関谷幸子議員の一般質

問を終了し、暫時休憩いたします。 
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午前１０時５８分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

午前１１時０９分 開  議 

 

○鳥海隆太議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  一つ、東北中央自動車道（米沢八幡原インター

チェンジ－福島大笹生インターチェンジ間）の追

加インターチェンジの整備について、14番工藤正

雄議員。 

  〔１４番工藤正雄議員登壇〕（拍手） 

○１４番（工藤正雄議員） 皆さん、こんにちは。

一新会の工藤正雄です。早速質問にかかります。 

  東北中央自動車道の米沢八幡原インターチェン

ジと福島大笹生インターチェンジ間に追加イン

ターチェンジの整備をできないかについてお聞

きします。 

  東北中央自動車道の米沢北インターチェンジか

ら福島大笹生インターチェンジの区間は、国土交

通省等が直轄高速方式として整備し、無料で通行

できます。この区間のインターチェンジは米沢八

幡原と米沢中央の２カ所で、米沢八幡原インター

チェンジ近くにある米沢八幡原中核工業団地内

の工場は、高速道路の利用により以前と比べ生

産・物流面で効率がよくなったと思います。もう

１カ所の米沢中央インターチェンジに隣接して

いる道の駅米沢は、高速道路の開通以来、多くの

市民や来訪者でにぎわっています。 

  平成29年11月４日の東北中央自動車道の開通を

機会に、本市懸案の企業誘致等や本市を訪れる観

光客数の増加となり、産業面、観光面が改善し、

経済効果によい影響が出ていると思います。これ

は、地方発展の要因にインフラ整備の必要性を実

証しているものと言えます。 

  本市には、都市計画道路の万世橋成島線、石垣

町塩井線等、未整備の重要なインフラ整備事業が

まだまだありますが、今回の私の質問は、新たな

インターチェンジの整備により地域の活性化と

発展につながると思って取り上げました。 

  東北中央自動車道と並行している国道13号に接

続する板谷地区には、製造加工工場、最終処分場

や経済産業省の近代化産業遺産に認定された奥

羽本線の大沢駅・峠駅・板谷駅スイッチバック遺

構があります。また、東吾妻山温泉郷として五色

温泉、滑川温泉、姥湯温泉が板谷地区に点在して

おります。ほかにも現在峠駅方向に向かう道路沿

いに農場として開拓しているところもあり、本市

の畜産振興にも将来性が持てます。この板谷地区

が接続する国道13号から東北中央自動車道に乗

りおりできるインターチェンジができれば、さら

なる地域の活性化と発展が望めるのではないで

しょうか。 

  東北中央自動車道に追加インターチェンジが整

備可能なところとして、山形・福島県境にある延

長約９キロメートルの栗子トンネルの両側に、刈

安チェーン着脱場と大滝チェーン着脱場があり

ます。自家用車で独自に計測したのですが、国道

13号の板谷地区道路分岐点までは、刈安チェーン

着脱場から距離で８キロメートル、時間で８分、

大滝チェーン着脱場から距離で6.3キロメートル、

時間で６分の地点にあります。板谷地区は山形県

側ですが、２カ所のところからの計測結果では刈

安チェーン着脱場より福島県側の大滝チェーン

着脱場からの距離が近いとわかりました。 

  国道13号の自家用車による計測の時間帯は平日

の午後で、車の通行はほとんどない状態でした。

この交通量の少なくなった分が無料の高速道路

利用に移ったせいと感じました。今まで国道13号

を使って豊かな自然や温泉を求めて来られた観

光客数が高速道路開通の影響によりどのように

推移しているか正確にはわかりませんが、日帰り

の入浴客が減ったとも聞いております。 

  東北中央自動車道の恩恵があるように、先ほど

から申し上げているとおり、東北中央自動車道に
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追加インターチェンジを整備し、産業面、観光面

に将来性のある板谷地区との接続を図る方策の

構築に取り組んではどうかと思いますが、当局の

お考えをお聞きします。 

  以上で壇上からの質問を終えます。 

○鳥海隆太議長 杉浦建設部長。 

  〔杉浦隆治建設部長登壇〕 

○杉浦隆治建設部長 私から、東北中央自動車道米

沢八幡原インターチェンジから福島大笹生イン

ターチェンジ間の追加インターチェンジの整備

についてお答えいたします。 

  平成29年11月４日に開通しました東北中央自動

車道の米沢八幡原インターチェンジから大笹生

インターチェンジ間への追加インターチェンジ

の設置に関しましては、議員がただいまお話しさ

れました内容と同様の要望書を平成30年７月に、

五色、滑川、姥湯温泉の方々から市宛てにいただ

いております。その御要望趣旨や議員お述べのと

おり、板谷地区から東北中央自動車道へのアクセ

スを考えますと、当該区間に新たなインターチェ

ンジがあれば利便性は向上するものと感じてい

るところであります。 

  しかしながら、以前、開通前に、万世地区で設

立していた東北中央自動車道建設促進万世地区

協議会からも類似する御要望をいただいた経緯

がありますが、その当時、国からは「東北中央自

動車道米沢八幡原インターチェンジから福島大

笹生インターチェンジ間への新たなインターチ

ェンジを整備するには、高速自動車国道法の連結

許可が必要になることに伴って、その事業効果や

費用対効果、さらには地元自治体の費用負担など

大きな課題が生じる可能性があることを考慮す

ると当該地へのインターチェンジ整備は現実的

ではない」との回答をいただいた経緯があります。 

  そのような経緯を踏まえますと、制度上は可能

としても、追加インターチェンジの整備に関しま

しては現実的には厳しいのではないかと考える

ところであります。 

  このようなことからも、板谷地域へのアクセス

路となる国道13号については、並行して直轄管理

の高速道路があるとしても、今後とも安全安心な

道路交通が確保されるように、国に対してしっか

り管理していただくようお願いしてまいります。 

  私からは以上です。 

○鳥海隆太議長 工藤正雄議員。 

○１４番（工藤正雄議員） 部長の答弁、大変あり

がとうございます。 

  そういう建設関係の答弁と、あと産業面で板谷

地区の発展、地区の活性化ということでもかかわ

りを述べましたが、その面では、産業部長、どの

ように板谷地区を考えておりますか。 

○鳥海隆太議長 菅野産業部長。 

○菅野紀生産業部長 産業面での板谷地区というこ

とでの御質問でございます。 

  産業面では、地域資源を活用しての製品づくり

や開発に取り組んでいる事業者もいらっしゃる

ので、今後も事業展開に期待したいと思っており

ますし、特に観光面の将来性につきましては、東

吾妻山エリアに点在する温泉はそれぞれ秘湯、秘

境の一軒宿として人気が高いことから、個性的な

温泉として他との差別化を図ることも可能であ

るということで、将来性は期待できるものと考え

ております。 

○鳥海隆太議長 工藤正雄議員。 

○１４番（工藤正雄議員） 将来的にも期待できる

というところで、現に３つの温泉があると、あと

製造・加工工場もあるということ、さまざまな業

種の産業・観光面に貢献されているところがある

わけでございます。 

  そういう中で、またそれ以上に板谷地区は特徴

のあるところというふうな、国道13号から一本道

というか、一本道で入っていって、その中にさま

ざまな工業、産業、観光面が点在するというとこ

ろであります。そこと接続なっている、国道13号

と接続なっている、あとほかには大沢からも入れ

る道はありますが、ほとんど国道13号からの出入
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りになっているというふうな、すごく特徴のある

珍しい地域だと思います。入っていけばさまざま

な業種の産業があるというところで、また観光面

でも３つの温泉地があるということで、そこに行

政側の担当として、今以上に発展するような、西

吾妻の天元台、白布という感じでも今回いろいろ

支援、補助するわけですが、そのような感じで、

板谷地区の温泉地、３つの温泉を支援できるよう

な、何も補助的なことだけでなく、知識支援とい

うか、そして支援することによって今以上にさら

なる発展、それに伴って地域の活性化ができると

いうことも考えられると思いますが、その辺どう

でしょうか。 

○鳥海隆太議長 菅野産業部長。 

○菅野紀生産業部長 観光面ということでの御質問

で、やはりそれぞれの魅力がございます。先ほど

も申し上げましたけれども、個性的な魅力が非常

に高いということで、そういったものをしっかり

温泉旅館にも情報発信していただきまして、我々

も関係機関と連携を図ってその温泉の魅力等の

情報の発信、ＰＲに努めていきたいと考えており

ます。 

○鳥海隆太議長 工藤正雄議員。 

○１４番（工藤正雄議員） やはり地元のかかわり

ある人たちが一番力を入れるべきことだと思い

ますが、行政側からのいろいろな支援ということ

も必要だと思いますので、その辺よろしくお願い

したいなと思います。 

  あと壇上での建設部長の答弁でありますが、現

状としては難しい問題、厳しいということでもあ

りますが、ただいま産業部長がおっしゃったとお

り、発展性のある、将来性のある板谷地区である

と、ソフト面でも整備なればまだまだ発展するの

ではないかなと思います。その辺、難しい問題の

ハード面のインターチェンジ整備ということで

はありますが、板谷地区の発展のためにやはりハ

ード面でも、今すぐどうのこうのではなく、イン

ターチェンジ整備が可能になるような構築をこ

れから立ち上げていってはどうかなということ

ですが、その辺はどうでしょうか。 

○鳥海隆太議長 杉浦建設部長。 

○杉浦隆治建設部長 ただいま壇上で申し上げまし

たとおり、道路構造上でも接続道路の関係が構造

に合っていないとかさまざまな課題があるとこ

ろです。 

  一方で、議員仰せのとおり、そして産業部長が

話したとおり、地区にはいろいろな資源があって、

またこれからも地域発展のためにいろいろ我々

も考えていかなければならないことも勘案する

必要があるかと思います。そういったことも踏ま

えながら、十分現状を勘案しながらその辺をまだ

まだ研究する必要があるなと思っているところ

であります。 

○鳥海隆太議長 工藤正雄議員。 

○１４番（工藤正雄議員） 東北中央自動車道開通

以前に、山村議員が高速道路と国道13号の接続と

いうことで、刈安付近が一番高速道路と国道13号

が接近しているところで、その辺から乗りおりで

きるようにできないかということを当時の建設

部長に一般質問されております。 

  そのときの答弁ですが、接続する道路、高速道

路と国道13号を接続する道路はできるが、それは

維持管理用道路としての道路であって、そして構

造基準が高速道路の基準でないということで、一

般車両の通行はできないという御回答でありま

した。 

  現在、回答してから２年たっているわけですが、

以前の答弁内容と現在は同じようなことでしょ

うか、どうなんでしょうか、その辺。 

○鳥海隆太議長 杉浦建設部長。 

○杉浦隆治建設部長 当時の御質問に回答させてい

ただいたとおり、やはりチェーン着脱場から国道

13号までの接続道路、連結道路でありますけれど

も、維持管理用の道路であって、お話があったと

おり構造基準に合っていないというところで、自

由通行させるにはその辺の構造的な問題解決と
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かそういった課題があるところでございます。 

○鳥海隆太議長 工藤正雄議員。 

○１４番（工藤正雄議員） 開通前の設計どおりに

進まれて開通したということですので、そこにチ

ェーン着脱場、大滝チェーン着脱場が板谷地区と

しては近いわけですが、そのところをインターチ

ェンジに整備していくようにするほかないのか

なと思います。 

  国道13号の栗子トンネル、またその前にもあり

ました栗子隧道、山越えしてくるには大変で、歴

史のある道だと思っております。そして、東北中

央自動車道ができたということで、都市部と山形

県・米沢をつなぐ道路が、国道13号と高速道路の

２路線できたわけであります。無料の高速道路、

あと一般の国道ということで、一方で何かトラブ

って道路が封鎖なり全面通行どめとなったとき

に、ぜひともどちらか平常通行できる道路に乗り

かえて走行できるようなことにすべきだなと私

は思っております。あと栗子の山越え、あのとこ

ろは、非常に降雪期には雪が厳しい状態で、通行

どめなどもあります。そういう道路が少しでも利

便性よくなればいいなと思っております。 

  何度も同じようなことを聞くわけですが、これ

は難しいという判断でありますが、とにかくいろ

いろなことも考えて、あとあそこの山越えすると

きの道路というのは、平たんな道路、高速道路、

栗子からおりてきて、そして米沢北インターチェ

ンジから山形のほうに向かう高速道路、そこと並

行して国道13号が走っているわけですが、その平

たんなところの道路環境と山越えするときの道

路環境というのは全然別だと思います。今までも

そういう厳しい環境での栗子トンネルというこ

とがあったので、ぜひとも、ほかとは条件が違う、

さまざま基準もあるようですが、そこは本当に特

別なんだという感じで、万が一、道路がトラブっ

たときに片方に乗り移って走行できるような道

路にしていくべきだなと思いますが、どうですか、

再度また質問ですけれども。 

○鳥海隆太議長 杉浦建設部長。 

○杉浦隆治建設部長 やはり高速自動車国道法で、

高速道路と一般道路を接続するには連結許可と

いう手続が必要になります。 

  そういったところで、その効果とかその辺を十

分検証しながら、あるいは物理的な道路構造の基

準とかその辺さまざまな課題がありますので、そ

ういったところを十分議論しながら、道路管理を

国や県とも相談しながらいろいろ研究する必要

があると思っております。 

○鳥海隆太議長 工藤正雄議員。 

○１４番（工藤正雄議員） 最後になりますが、か

なり厳しい問題がある、厳しい状況、環境を克服

して、少しでも本市発展のために、そして地域が

活性化するようにやっていただきたいなと思っ

ております。 

  そして、地域からも要望書が出ているというこ

とでありますが、市長に要望書が出ているという

ことで、また本市側の米沢八幡原中核工業団地も

ほとんどが埋め尽くされて、それで高速道路、栗

子トンネルを使う需要というのは大変多くなっ

てくると思います。そういう面で物流道路として

も確実な道路として確保していかなければなら

ないのではないかなと思っております。そうすれ

ば、福島から無料で安定的に山形を目指して入っ

てこれる、山形からも中央を目指して安定的に出

ていくことができるという大きな可能性があり

ますので、その辺あたりも考慮していただきなが

らこれからの構築を考えるべきでないかなと思

います。 

  最後になります。市長の考えをお聞きしたいと

思います。よろしくお願いします。 

○鳥海隆太議長 中川市長。 

○中川 勝市長 この御質問の件については、建設

部長が答えたとおりであります。私もこの要望書

をいただいて、山形河川国道事務所と打ち合わせ

をしました。その結果は今建設部長が申し上げた

とおりで、構造上、あの地形から言うと非常に難
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しいという判断でありました。 

  そして、大滝エリアのこともお話ありました。

大滝地区は福島市であります。そうしますと、あ

そこの道路を管理しているのは福島河川国道事

務所になります。そちらとは管轄違い、エリア違

いでありますから話はしておりませんけれども、

ただ議員お述べのとおり、今後板谷地区にある温

泉地、この振興というものについてはこれからし

っかりと取り組んでいかなければならない問題

が多々ありますので、それはやっていきます。 

  また、壇上からお話ありましたように、畜産も

今後どのように進んでいくかということもあり

ます。ただ、私はこの畜産問題で地域の皆さんと

お話を大分重ねてまいりました。その中で、地域

の人たちは、高齢社会が進んでいく中でやはりど

ちらかというと静かな生活を送りたいという声

も圧倒的に多い地区の皆様方の声でありますの

で、地区の皆様のそういった声も大切にしながら、

板谷地区全体の課題として捉えていかなければ

ならないのかなと思っております。 

○鳥海隆太議長 以上で14番工藤正雄議員の一般質

問を終了し、暫時休憩いたします。 

 

午前１１時３８分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

午前１１時３９分 開  議 

 

○鳥海隆太議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に進みます。 

  一つ、暖冬が本市経済に与える影響と対策につ

いて外１点、23番木村芳浩議員。 

  〔２３番木村芳浩議員登壇〕（拍手） 

○２３番（木村芳浩議員） 皆さん、おはようござ

います。明誠会の木村芳浩でございます。 

  私からは２点の項目について御質問をさせてい

ただきます。１つ目は、暖冬が本市経済に与える

影響と対策について、２つ目は女性が活躍できる

企業誘致についてであります。 

  昨日より弥生３月を迎えました。新たな年度を

迎える中、今、世界で猛威を振るっている新型コ

ロナウイルス、国内においてもその脅威はとどま

ることなく、先週まで唯一東北・四国地方だけ感

染者が出ておりませんでしたが、お隣の宮城県、

そして新潟県で感染者が発生しました。我々の身

近なところにも猛威が迫ってきている中、ことし

は雪の降らない記録的な暖冬を迎えております。 

  雪が少なく、過ごしやすい反面、雪がもたらす

経済効果は本市にとっても大きな財産でありま

す。特に除雪・排雪作業、雪おろしなど、雪国の

建設業にとっては産業の柱であり、スキー場や温

泉、飲食店もその恩恵を受けております。そうし

た中で、雪が降らないために、本市における経

済・産業分野に大きな影響が出てまいりました。 

  暖冬のメリット・デメリットを考えてみると、

暖冬は外出しやすく、暖房費がかからないのが最

大のメリットであり、冬野菜の生育が早まるため

市場価格が下落し、家庭では安く購入ができる。

一方デメリットでは、農家の立場に立ってみれば、

白菜や大根などの供給過剰により利益が上がら

ず、場合によっては廃棄処分になることもありま

す。 

  雪国では冬期に降った雪が春を迎えると栄養豊

富な雪解け水となり、田畑を潤してくれます。し

かし、暖冬により雪が少ないと水不足に陥り、夏

季、秋季の収穫にまで影響が出てしまうおそれも

考えられます。また、雪不足でウインタースポー

ツができず、競技大会が中止になったりしており、

現にことしの市民総体スキー競技が中止になり、

小中学校のスキー授業もほとんどの学校で授業

が中止になりました。スキー場では収入がなく、

そこで働く人たちの生活にまで影響が出てきて

おります。また、スキー場までの足となっている

バス会社もそうであります。 

  暖冬とコロナウイルス、本市にとってはダブル
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の災害であり、経済、流通に大きなダメージを与

えております。 

  本日から全国の小・中・高校が春休みまで休校

となりました。大学では卒業式の中止、謝恩会の

中止、さまざまな分野で影響が出てきております。 

  本市として、このたびの暖冬が及ぼす本市経済

への影響をどのように捉えているのか、今後の対

策や対応方があればお伺いいたします。 

  次に、女性が活躍できる企業誘致についてお伺

いいたします。 

  第二次安倍内閣は、地方衰退の現状を重く捉え、

地方振興を重要課題として、地方創生の実行のた

めに、まち・ひと・しごと創生法を制定し、地方

振興の政策を進めてまいりました。この制度の狙

いは地方創生であって地方再生ではないという

ことであります。したがって地方創生とは、落ち

込んだ地方を生き返らせることではなく、新しい

まちをつくるということであります。これは容易

なことではありません。 

  市長も米沢創生を旗印に昨年末の選挙戦を戦わ

れ、地方創生を深く認識されていると思います。

市庁舎の建てかえに着手し、市立病院と三友堂病

院との医療連携は、厚労省はもとより、全国が注

目する事業であります。 

  そうした中で、安倍内閣が掲げる地方創生、輝

く女性の時代という地方活性化をうたった政策

が女性活躍推進法として進められております。男

女雇用機会均等法が施行されて30年、女性が活躍

する上での職場環境や支援体制、賃金格差など、

十分に整っているとは言いがたい状況が続いて

おります。 

  本市においても、高校卒業後、地元に残る女性

は２割程度で、８割近い女性が進学などで米沢を

離れております。大学や専門学校を卒業しても、

米沢で働きたい、働いてみたいと思える企業があ

りません。 

  前岩手県知事の増田氏が、日本創成会議におい

て2040年問題の中で「1,800ある全国の市町村か

ら半分の市町村において生産年齢人口に値する

女性がいなくなる」と提言し、話題となりました。 

  人口減少や少子化を食いとめる方策として、女

性の活躍する舞台は地方において早急につくり

上げなくてはならない課題であり、活躍できる企

業をふやし、米沢から離れた出身者や、山大、米

短、栄養大学の卒業生が米沢での就職がかなう環

境を整備することも喫緊の課題であると思うの

であります。女性がふえることにより出会いの場

がふえ、結婚や出産といった、少子化、人口減少

に歯どめをかけ、新しいまちづくりに大きな力が

加わっていくことが期待されると思います。 

  今、数多くの企業が本市へ来ていただいており

ますが、これからの企業誘致の進め方に、女性が

活躍できる企業誘致を進めていく必要性がある

と考えますが、本市の考えと今後の取り組みにつ

いて御所見をお伺いいたします。 

  最後に、この３月で御勇退される杉浦部長を初

めとする職員の皆様には、これまで市勢発展のた

めに長きにわたり御尽力いただきましたことに

敬意と感謝を申し上げ、今後ともお力添えと御協

力を賜りますようお願いを申し上げ、壇上からの

質問といたします。 

○鳥海隆太議長 杉浦建設部長。 

  〔杉浦隆治建設部長登壇〕 

○杉浦隆治建設部長 私からは、１の暖冬が本市経

済に与える影響と対策についてのうち、まず建設

業界の影響と対策に関しましてお答えいたしま

す。 

  今冬の降雪状況は、シーズン当初から少雪傾向

で、２月に入っても例年より気温の高い日が続き、

累積降雪量も２月末現在で141センチメートルと

気象庁平年値の629センチメートルを大きく下回

って平年比22％の降雪量となっており、記録的な

暖冬少雪の年となっております。 

  このような状況から、ただいま議員がお話しさ

れましたとおり、除雪や雪おろし業務などに携わ

る建設業界の方々にとって例年の仕事量に満た
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ない状態が続き、経営にも大きな影響が出ている

ものと推察されるところであります。 

  市の道路除雪業務におきましても、今冬の早朝

除雪作業も市街地で２回程度と極端に少なく、幅

出しや排雪作業もない不稼働が続く状況となっ

ており、２月末までの除雪委託料の総額は約

5,300万円程度と見込んでおり、その額は直近３

カ年平均額である約７億7,000万円の6.8％程度

にとどまっているところであります。 

  そのようなことからも、受託業者においては毎

月の除雪作業で得られる委託料の収入も激減し

ているため、降雪量にかかわらず発生する固定的

経費である除雪車両のリース料やメンテナンス

といった維持管理費、オペレーターの人件費等の

資金確保の面で大変厳しい状況が出てきている

という声をお聞きしているところであります。 

  このような状態を鑑み、暖冬で除雪の出動回数

が少ない場合に発生する補償料をこれまでは委

託期間の完了する３月末で精算して５月中旬に

各委託業者へ支払っていましたが、資金繰りに困

窮する業者が見込まれることから、今年度初めて

発生し得る補償料の一部を前倒しして、委託業者

37社のうち前倒しの希望があった35社に対しま

して２月21日に約8,900万円の支払いを行ったと

ころであります。 

  また、工事面では、発注時期の平準化を目的と

して例年３月下旬に契約を行っているゼロ市債

の工事を早期に発注するほか、毎年融雪後を見計

らって発注している路面補修業務を早期に発注

して１月下旬に契約を行い、現在、市街地を４ブ

ロックに分けて補修作業を実施しているところ

です。 

  加えまして、今後は、少雪の影響で舗装路面の

損傷が例年より早く出ていることを勘案し、新年

度早々に発注を計画していた郊外地での路面補

修業務（パッチング）や市街地で舗装損傷が著し

い路線を選定して舗装修繕業務（オーバーレイ）

を除雪対策事業費の残予算で発注する準備を進

めているところです。 

  また、市営住宅では、外壁修繕等の小規模修繕

工事を少額ではありますが数工区に分け、前倒し

して発注する段取りも進めているところであり

ます。 

  そのほか緊急的措置として、補償料の一部前倒

しの２回目も行って、精算前にさらに一部でも３

月中に支払いすることができないかを現在検討

しているところであります。 

  私からは以上です。 

○鳥海隆太議長 菅野産業部長。 

  〔菅野紀生産業部長登壇〕 

○菅野紀生産業部長 私からは、１番の暖冬が本市

経済に与える影響と対策についての産業面につ

いて並びに２番の女性が活躍できる企業誘致に

ついてお答えいたします。 

  初めに、暖冬が本市経済に与える影響と対策に

ついてのうち商工業に関する影響につきまして

は、市内中小企業に対して行っております企業訪

問の際に聞き取り調査を行っているところでご

ざいます。その調査した内容によりますと、除排

雪・交通関連の業績不振、燃料・エネルギー関連

の消費落ち込み、冬物衣料・暖房器具等の売れ行

き不振、冬季食材関連の売り上げ減少等の影響が

出ており、業種によっては大変厳しい状況にある

と感じております。あわせて、各金融機関や商工

団体等への聞き取り調査も行ったところ、運転資

金の貸し付けに関する相談や融資の申請が数件

あり、実質的な影響は今月以降徐々に出てくると

の話が出されております。 

  市としましては、引き続き暖冬少雪の影響を受

けている業種、中小企業等に関する情報収集に努

めてまいりたいと考えております。 

  続いて、観光面に関する影響についてお答えい

たします。 

  ２月８日と９日に開催しました第43回上杉雪灯

篭まつりにおいては、少雪等の影響も大きく、入

り込みは前年を大幅に下回る結果となりました。
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小野川温泉では、恒例のかまくらがつくれず中止

となったことから、立ち寄りで来られるフリーの

方がいないため、週末のにぎわいが少ないという

ことで、雪灯篭まつり期間中では、暖冬による規

模縮小ということもあり、例年の５割から７割程

度の入り込みと伺っております。白布温泉も小野

川温泉同様であり、祭り期間中では例年の７割程

度の入り込みと伺っております。 

  また、スキー場関係では、天元台高原スキー場

は昨年12月６日から営業が可能となりましたが、

小野川温泉スキー場は営業日数がゼロ日で今シ

ーズンの営業は２月20日で終了となりました。米

沢スキー場は、今シーズンの営業は20日間にも満

たず、かつ全面フルに営業できた日は一日もなく、

２月22日には営業終了のお知らせがなされたと

ころです。 

  このことから、米沢スキー場ペンション村にお

いても、稼ぎどきの年末年始やその後の宿泊等に

直接影響が出ており、冬期間の売り上げが例年の

およそ１割から２割程度と、こちらも大変厳しい

状況と伺っております。 

  この状況を受け、市では宿泊事業者に緊急アン

ケートを行っており、３月９日までの回答を受け、

今後の施策等を検討してまいりたいと考えてお

ります。 

  続いて、農業に関する影響についてお答えいた

します。 

  ことしの冬は山間部への降雪量も少ないことか

ら、稲作における春作業以降の用水不足が懸念さ

れます。米沢平野土地改良区に確認しましたとこ

ろ、水窪ダムの貯水率は２月17日現在で約70％、

平年比190％となっておりますけれども、５月の

代かき作業前までは満水となる見通しですので、

春作業には支障は出ないものと思われます。しか

しながら、その後の融雪によるダムヘの流入量は

少ないと予想されますので、梅雨期に通常の降雨

がないとその後は用水不足となることが懸念さ

れます。綱木川ダムについても、現在満水状態と

なっており、今後の降雨量を注視しながら、春作

業に必要な農業用水は確保できる予定とのこと

でありました。 

  ダムの受益地以外のため池や沢水を水源として

いる地域については、今後状況の確認や情報の収

集に努めていきたいと考えております。 

  用水不足への対策としましては、用排水路の補

修や水田内のあぜぬり、あぜシートの設置等によ

り漏水防止に努め、地域全体でいつも以上に効率

的な用水管理をしていただくことが必要となり

ますので、置賜総合支庁農業技術普及課とも連携

し、用水の確保と効率的な利用について適切な指

導に努めたいと考えております。 

  そのほか、果樹や野菜でも影響が出ております。

リンゴやサクランボの果樹では暖冬により樹木

の休眠期間が十分に確保できないとその後の生

育にばらつきが出る可能性があることや、サクラ

ンボでは品種によっては例年より１カ月程度生

育が進んでいるものもあり、今後も気温の上昇に

より生育が進むと低温や霜による凍霜害が多く

発生することが懸念されます。 

  また、本市の伝統野菜である雪菜については、

積雪のない状態が続いたことから、例年２月中旬

まで出荷されておりますが、ことしは１月末で終

了した生産者がほとんどとのことで、全体として

２割程度出荷量が減少しております。 

  同様に、寒中野菜についても傷みやすくなり、

寒中キャベツは一、二割程度出荷できないものや

小玉での出荷となるものがありました。寒中ネギ

についても品質の低下が見られました。 

  続きまして、女性が活躍できる企業誘致につい

てお答えいたします。 

  今日の人口減少による生産年齢人口の減少や首

都圏への人口流出等により、地域産業を支える人

材の確保が難しい状況にあり、労働力の確保が喫

緊の課題であると認識しております。 

  本市においても、社会構造の変化に対応し、さ

らなる経済発展を遂げるためには、議員がお述べ
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のように、女性が活躍できる社会の構築も重要な

取り組みの一つであると考えており、国が掲げる

「一億総活躍社会の実現」に向けて、女性も輝き、

働き続けられる企業の誘致や女性が活躍できる

職場環境づくりに向けて取り組んでまいります。 

  私からは以上です。 

○鳥海隆太議長 木村芳浩議員。 

○２３番（木村芳浩議員） まずは御答弁ありがと

うございました。 

  やはりこの暖冬、そしてコロナウイルスの影響、

本当に本市にとっては大きな財産が失われてい

く、これから、ことしの冬の雪灯篭まつりもそう

でしたけれども、観光客がかなり減少していく、

そういう危機に立っておるわけです。 

  今お話がありましたように、暖冬によって本当

に米沢市の経済、あらゆる分野で冷え込んでいま

す。特に今お話があったように、スキー場関係者

も早目にスキー場を閉鎖して、働いていただいて

いる方には違ったところでの雇用をすぐ勧めて

いただいたり、あるいは本当に飲食店なんかひど

いですよ。本当にひどいです。こうした部分でこ

れから、今お話あったように経営が本当に大変だ

ということで、山形県におきましては昨年来から

報道ありました百貨店の解雇の問題があってさ

まざまなところで融資の制度をとっていますが、

本市として、これから企業経営、団体経営、そう

した方に本市としてのそうした財政支援などが

あるのかどうか、その辺をまずお知らせください。 

○鳥海隆太議長 菅野産業部長。 

○菅野紀生産業部長 先ほど答弁しましたように、

暖冬少雪の影響によって、業種によっては大変厳

しい経営状況下にあることから、中小企業の経営

安定を図るために、県で実施している融資制度の

追加支援ということで、融資制度を利用する方を

対象に利子補給により支援ができないか現在検

討しているところでございます。 

○鳥海隆太議長 木村芳浩議員。 

○２３番（木村芳浩議員） ぜひ検討の中身も早急

に決めていただきたいなと思います。 

  それから、観光対策についてお聞きいたします

が、これだけアジア圏内から、特に中国を含める

エリアから山形県は台湾も含めて観光事業を進

めておりますけれども、産業部として今年の春の

インバウンド、外国人の対応、対策、旅行者、ど

のように捉えていらっしゃいますか。 

○鳥海隆太議長 菅野産業部長。 

○菅野紀生産業部長 山形県のインバウンド事業の

主なものとしましては、台湾のチャーター便の活

用ということでございますけれども、この４月、

５月は中止となりました。そういった意味合いも

ありまして、中華圏からのお客様はなかなか少な

いのかなと。また、コロナウイルス感染症の関係

で欧米系も、要するにインバウンド関係は少し厳

しい状況にあるかなと考えております。 

○鳥海隆太議長 木村芳浩議員。 

○２３番（木村芳浩議員） そうしたことで、冒頭

申し上げたように、上杉まつりをこれから控える

わけですが、この観光客の入り込みに対してこれ

からどのような対策をとっていかれるのかお聞

かせください。 

○鳥海隆太議長 菅野産業部長。 

○菅野紀生産業部長 現時点では当然実施する方向

で考えておりますので、少しでも魅力を高める工

夫をしなければならないと考えておりまして、こ

としは例えば花の慶次30周年という記念の年で

ありますので、それに関連したイベントを展開し

てまいりたいと考えておりますし、それに合わせ

てしっかりと情報発信してまいりたいと考えて

おります。 

○鳥海隆太議長 木村芳浩議員。 

○２３番（木村芳浩議員） ぜひ前向きに進めてい

ただいて、土曜日ですか、緊急に安倍首相が2,700

億円の緊急措置を予備費で、全国で対応を進めて

いくということもありましたので、こうした国の

対応におくれることなく、ぜひ進めていただきた

いなと思います。 



-169- 

  それから、小中学校の現場についても関連して

お聞きしたいと思います。 

  ２月の頭まで本当に今お話があったように雪が

降らなくて、各小中学校の毎年のスキー授業も中

止になりました。結果的に今こういう状況ですか

ら、いたし方ないなと。特に卒業を迎える生徒さ

ん方の思い出づくりというところでは非常に残

念な、かわいそうな思いをさせてしまっているな

と思っております。 

  ここで、実は教育現場でも考えていただきたい

のが、大体約３割弱の子供たちが毎年スキーをレ

ンタルしているんです。スキーのレンタル料を払

っても、スキー授業がない、家族とスキー場に行

く機会もない。その支出が非常に大きく、今後ど

うなるんだということで関係者からお話をいた

だいているんですが、逆にレンタルをしている企

業のほうでもこれが返還になったりそうしたと

ころで、まず経済がどちらに対しても悪いように

動いてしまっている。そうしたところで、これは

シーズン前に申し込みをしておりますので、そう

したレンタルを希望している生徒さんとレンタ

ル会社とのどういうお約束みたいなことを決め

ておられるのか、もしあれば教えていただければ

と思います。 

○鳥海隆太議長 今崎教育指導部長。 

○今崎浩規教育指導部長 レンタルにつきましては

大きく２つと捉えております。１つは、余り御家

庭でも行く機会がなくて、スキー授業のみ年に何

回かという児童生徒についてはその日のみレン

タルをするということがあります。あとは、御家

庭でも行くことがあって数回使うという子供に

ついてはシーズンとしてレンタルするというこ

とになっているようでございます。 

  いずれにいたしましても、今現在ちょっと業者

とその辺のところの情報交換はしておりません

ので、今後こういったことなども見据えながら、

どういうことをやっていけるかということなど

については研究していく必要があるかなと思い

ます。 

○鳥海隆太議長 木村芳浩議員。 

○２３番（木村芳浩議員） ぜひ、これは本当にこ

としなんかはイレギュラーだと思うんですよ。そ

うしたイレギュラーが起きると新たな問題も発

生してしまう、その辺も含めて今後の一つの課題

としてお話を進めていただきたい。 

  あともう一つは、きょうから小中、高校全部、

全国どこも休みです。給食費というのはどういう

対応になりますか。 

○鳥海隆太議長 今崎教育指導部長。 

○今崎浩規教育指導部長 このたびの臨時休業につ

きましては、急な対応ではありましたけれども、

給食については全てきょうからストップという

ことになっております。それに伴って搬入業者な

どについてはストップがかかっておりますので、

そういったところでの影響は出ているものと思

います。そちらについては国の動き等も今後ある

と思いますので、そういったところを見ていく必

要があるのかなと思います。 

  当然ながら、子供たちの給食費、いただいてい

る給食費については、提供していないものですか

ら、返金という対応になることになります。 

○鳥海隆太議長 木村芳浩議員。 

○２３番（木村芳浩議員） ぜひ進めていただけれ

ばと思います。 

  それでは次に、農業対策についてお聞きいたし

ます。 

  暖冬によりまして、本来であれば降雪によって

秋口に死んでしまう虫も、暖か過ぎて、卵が死ぬ

ものが死ななかったりして、数年前にはやりまし

た例えばマイマイガの再来というか、そういう虫

の対策についてどのように危機感を持っていら

っしゃるか教えてください。 

○鳥海隆太議長 菅野産業部長。 

○菅野紀生産業部長 越冬する害虫の死亡率が下が

ることで病虫害の発生が多くなることが予想さ

れております。そういった中で、県からの技術情
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報を確認しながら指導の徹底に努めてまいりた

いと考えております。 

○鳥海隆太議長 木村芳浩議員。 

○２３番（木村芳浩議員） ぜひこれは虫対策もそ

うですし、これから春、中国大陸から来る黄砂と

いうことも暖冬によって水不足の土壌にさらな

る影響が出ることが懸念されておりますので、ぜ

ひその辺も農業対策としてしっかりと本市とし

て取り組んでいただきたいと思います。 

  次に、２つ目の女性が活躍できる企業誘致とい

うことで、先ほど壇上からも申し上げたとおり、

なかなか地方において、地方出身者、米沢で生ま

れ育った女性の方々が米沢に戻ってなかなか働

く場所がない。そんな中で、国では４年前から女

性の活躍推進ということで、各市町村においてそ

うした取り組みを進めるようにということで、本

市におきましても男女共同参画の計画の中にも

そうした女性が活躍できる場所づくりというこ

とで取り組んでこられましたが、現在の取り組み

状況というか、その辺の経過を教えてください。 

○鳥海隆太議長 我妻地域振興主幹。 

○我妻重義地域振興主幹 男女共同参画ということ

で、総合政策課で取りまとめて行っておりますが、

今議員お述べのとおり、女性活躍推進法に基づく

推進計画につきましては、本市の第２次男女共同

参画基本計画の中に盛り込ませていただいてお

りまして、それに基づいて各課でいろいろ事業を

推進している状況ですが、なかなか、民間の特に

企業の女性登用につきましては啓発活動が今メ

ーンになっておりまして、当然県もやっておりま

すし、市の商工課、あと商工会議所を通じて今は

啓発活動に力を入れているような状況になって

おります。 

○鳥海隆太議長 木村芳浩議員。 

○２３番（木村芳浩議員） 先ほどの日本創成会議

の増田さんの言葉をかりると、本当に地方から生

産年齢の社会で活躍できる女性が減っていくと

いう問題があります。 

  今本当に、米沢は、多くの企業に進出をしてい

ただいておりますけれども、特に今後の企業誘致

に関しては、女性が活躍できる企業というか、そ

ういったところもぜひ絞り込んで政策を進めて

いただきたいと思うのですが、時間も時間でござ

いますので、最後に市長にお聞きいたしますが、

これから10年20年の中で本当に人口減少・少子化

に歯どめをかけるために、女性が活躍できる、そ

うした企業あるいは企業の環境をしっかりと整

えていくという中で、本市が目指す、市長が考え

る女性の活躍社会について最後に一言いただき

たいと思います。よろしくお願いします。 

○鳥海隆太議長 中川市長。 

○中川 勝市長 今、議員お述べのとおり、女性が

活躍できる社会づくりというものは本当に重要

になってくると思います。 

  そういった中で、企業誘致のお話もございまし

た。おかげさまでオフィス・アルカディアに誘致

した企業、食品関係のあれがあるので、これは全

く女性主体の企業となっております。おかげさま

で、製造関係、営業のほうも順調で、また多くの

女性社員を募集しているという状況もございま

して、今お話ありますように、どちらかというと

八幡原は男子系の企業が多いということもあり

ますので、今後オフィスにまだ残っているところ

につきましては、できるだけそういった女性の皆

さんが活躍されるような企業誘致ということも

心がけていきたいなと思っております。 

○鳥海隆太議長 以上で23番木村芳浩議員の一般質

問を終了し、暫時休憩いたします。 

 

午後 ０時０９分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

午後 １時０９分 開  議 

 

○鳥海隆太議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 



-171- 

  次に進みます。 

  一つ、市民から愛され必要とされる屋内遊戯施

設とするには、19番古山悠生議員。 

  〔１９番古山悠生議員登壇〕（拍手） 

○１９番（古山悠生議員） 明誠会の古山です。 

  私からは、新屋内遊戯施設整備事業についてお

伺いしたいと思います。 

  先ごろ議会に示されました米沢市まちづくり総

合計画第３期実施計画に、いよいよ市民待望とも

言うべき屋内遊戯施設整備事業について掲載さ

れました。令和２年度より本格的に始動するわけ

ですが、私も２人の子を持つ親として大変うれし

く思い、楽しみでもあります。 

  今シーズンは歴史的な少雪となりましたが、米

沢は雪国であり、また夏になれば盆地特有の炎天

下のもと、外で遊ばせるわけにもいかず、子供の

遊び場に頭を悩ませる親御さんも多いはずです。

かくいう私も、雨や雪の日、また真夏には子供が

一日中家で過ごし、テレビやユーチューブを見て

ばかりで、子供の発育に影響を与えるのではない

かと心配している親の一人です。また、これが我

が家の一番の懸案事項であり、私が子供を見てい

た日は、妻からの容赦ない尋問と叱責を受け、反

問権を行使することもできず、ただただ陳謝する

こともたびたびです。そういった意味でもまさに

待望の施設と言えます。 

  しかし一方で、新庁舎の建てかえ事業が進み、

また市立病院の建設事業を控える中、本市の財政

的な負担は大丈夫なのかという不安を感じざる

を得ません。 

  また、昨年10月には、乳幼児を対象とした施設

ではありますが、すこやかセンター内にもくいく

ひろばが整備され、近隣自治体を見渡せば、隣の

高畠町には中学校の旧校舎を再利用したもっく

るが昨年オープンし、車を走らせれば１時間以内

に上山市や山形市、そして福島市にも同様の施設

があり、利用することができます。休みの日とも

なれば一定数の市民が子供の遊び場を求めて市

外へと流出していることも承知しています。 

  新屋内遊戯施設の整備にはこういった市民の流

出に歯どめをかけ、また他の自治体からの交流人

口を生み出す効果を期待しながらも、市の財政に

余裕があるとは言えない中、施設を整備するので

あるならば、ただ単に子供の遊び場としてではな

く、お母さんやお父さんが安心して子育てについ

て相談することができ、同世代が気軽に集える、

まさに子育ての中核的拠点にならなければなら

ないと考えます。また、それこそがまさに市民に

望まれ、必要とされる屋内遊戯施設ではないでし

ょうか。 

  これから予算規模や整備場所等々は示されるも

のだと思いますが、今回お伺いしたいのは、まず

はこの屋内遊戯施設整備に至った、本市の子供の

遊び場についての現状認識についてお伺いいた

します。 

  また、昨年オープンしたもくいくひろばは幼少

期から木のぬくもりや香りに触れ合うというコ

ンセプトのもと整備されたと認識していますが、

現在構想している新屋内遊戯施設のコンセプト

は何か、さらにはその施設が果たす機能や役割は

どのようなものであると考えていらっしゃるの

かお伺いいたします。 

  続いての質問に入らせていただきます。 

  子供たちは遊びの中で社会性を学び、コミュニ

ケーション能力を育んでいます。また、遊びを通

して運動能力や感性、創造性、そしてチャレンジ

精神など、将来においてみずから物事を切り開く

能力を身につけていくものだと思いますが、ゲー

ムやインターネットなど電子メディアの発達は

子供たちの遊びを能動的なものから受動的なも

のへと変革させてまいりました。 

  私が子供のころにも家庭用ゲーム機はありまし

たが、今ほど依存度も高くなく、外や家の中でさ

まざまな工夫をしながら遊んでいました。しかし、

現代社会では、６歳の私の娘はスマートフォンを

使いこなし、ゲームやユーチューブに興じていま
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す。 

  この時代の流れは著しいインドア化を招き、人

とコミュニケーション能力を築く機会や、五感を

使い感受性を育む機会を減らしつつあります。そ

の一方で、保育園や公園などに行けば、子供らし

く伸び伸びと遊び、そこにあるもので工夫して遊

び、知らない子ともコミュニケーションをとりな

がら遊ぶ姿も見受けられます。子供には本来そう

いった能力が備わっていながら、日ごろから与え

られた環境下で受動的に遊ぶことになれてしま

うと、自分たちで遊びを発明する、仲間と工夫し

てもっとおもしろくする、未知なることに挑戦す

るなど、子供たちが成長する機会を失うことにつ

ながりかねません。 

  今度の新屋内遊戯施設には子供が主体性を持っ

て伸び伸び遊べる環境になることを期待します

が、それに伴い、事故などにより、けがをするリ

スクが発生します。当然、施設には高い安全性が

求められ、子供が予測することができない危険は

徹底的に取り除く必要がありますが、子供自身が

失敗したらけがをする、あるいはけがをさせてし

まうという自覚と責任を持つことで、子供が伸び

伸びと遊ぶことができる環境ができ上がります。

責任をとるのが施設管理者や大人だけになると

どうしても禁止事項が多くなり、子供の自由な発

想を妨げてしまい、主体的な活動を抑制しかねま

せん。 

  同じ県内の東根市の屋内遊戯施設「タントクル

センター」では、大人が見ているとひやりとする

ような場面がありますが、スタッフが注意するこ

とは余りありません。また、時には中学生くらい

の男の子が１人でゲームをしていることもあり

ます。 

  遊び場とは、特に目的がなくても来やすい場所

であることが重要であり、そこにいる大人には見

守り、遊びを導くことが求められます。幾つかの

遊戯施設には、プレイリーダーと呼ばれる、安全

に配慮しながら子供たちが生き生きと遊ぶこと

を補助し、そのための環境をつくる専門のスタッ

フが配置されています。 

  そこでお伺いいたします。こういったプレイリ

ーダーのような専門的なスタッフを新屋内遊戯

施設に配置することや、子供から大人までが交流

する機会をふやすためにも、市民ボランティアや

学生に積極的に運営にかかわっていただくこと

を期待しますが、本市の見解をお伺いいたします。 

  以上で壇上からの質問を終わります。 

○鳥海隆太議長 小関健康福祉部長。 

  〔小関 浩健康福祉部長登壇〕 

○小関 浩健康福祉部長 私からは、初めに屋内遊

戯施設における子供の遊び場の必要性について、

現状での認識についてお答えいたします。 

  屋内遊戯施設の整備については、子育て世代の

方々に限らず、市内の幅広い世代の方々からも多

くの御要望をいただいております。 

  令和元年６月に実施しました子育てに関するア

ンケート調査において子育て環境や支援に関し

ての意見をお伺いしたところ、屋内の遊び場につ

いて、就学前児童、小学生のいる世帯ともに最上

位に位置しており、関心が高い状況となっており

ます。 

  また、平成30年12月に実施しました米沢市地域

福祉計画策定のためのアンケート調査や令和元

年８月から９月に実施しました米沢市まちづく

り総合計画基本計画の改訂に向けたアンケート

調査におきましても、屋内遊戯施設の整備に対す

る要望や、子供が遊べる施設の少なさが本市の暮

らしにくさの理由の一つになっているとの御意

見をいただいたところです。 

  屋内遊戯施設は、本市において子育て支援とい

う視点だけでなく、安心して暮らせる地域づくり、

暮らしやすいまちづくりには欠かせない施設で

あることを改めて認識したところであります。 

  第２期米沢市子ども・子育て支援事業計画の策

定時には、屋内遊戯施設の整備について、子ど

も・子育て会議の委員の方からもなるべく早い時
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期に整備されるようにとの意見が出されたとこ

ろであります。施設整備を進める上では、関係課

で十分な協議、調整を行いながら市民の強い要望

に応えられるよう事業に着手してまいりたいと

考えております。 

  次に、屋内遊戯施設を構想する上でのコンセプ

ト、機能についてお答えいたします。 

  屋内遊戯施設については、子供が伸び伸びと遊

ぶことができる場となることを第一に考え、米沢

市健康長寿日本一推進プランに沿った形でのコ

ンセプトの整理を行っていきたいと考えており

ます。 

  また、昨年の10月、すこやかセンターにオープ

ンしたもくいくひろばについては、乳幼児期から

木に触れ、木に親しみ、木の香り、木のぬくもり

を感じながら遊ぶことができるようにと考えて

施設の整備を行ってまいりました。 

  現在進めようとしている屋内遊戯施設は、３歳

以上の幼児から小学生までを対象年齢と考えて

いることから、木を一つの共通項として、もくい

くひろばからの連続性を視野に検討を進めてま

いりたいと考えております。 

  今後、具体的なコンセプト等の策定に当たって

は、子育て世代の方々からの御意見も反映してま

いりたいと考えております。 

  他市町の屋内遊戯施設には、子育て支援拠点と

して一時預かりや子育て支援センターなどの子

育て支援事業機能を附帯しているところが多く

ございます。 

  本市においても、子育て世代の方からの意見を

頂戴し検討したいと考えておりますが、現在本市

では既に多くの子育て支援事業を認可保育所に

併設しまして実施しているところでございます。

認可保育所に併設されていることで利便性が図

られている状況でもございますので、現在の運営

状況を勘案しながら検討してまいりたいと考え

ております。 

  次に、スタッフの配置など運営についてどのよ

うに考えるかということにお答えいたします。 

  屋内遊戯施設の運営に関しましては、他市町の

施設においては遊び方を支援する職員が配置さ

れているところもありますが、本市においては基

本的には保護者を含めた引率者の責任において

御利用いただきたいと考えてございます。 

  現在、もくいくひろばを利用されている方々に

簡単なアンケート調査を実施しております。その

中で、もくいくひろばのみならず、施設運営に関

しまして屋内遊戯施設にも参考となる御意見が

ある場合にはぜひ参考とさせていただきたいと

考えております。 

  このように、具体的な運営に関しましては今後

検討し進めていくといった状況にございますが、

本日お聞きした議員からの御提案も参考に、より

市民の皆様から必要とされ愛される施設となる

ように努めてまいりたいと考えております。 

  私からは以上です。 

○鳥海隆太議長 古山悠生議員。 

○１９番（古山悠生議員） 御答弁ありがとうござ

いました。 

  新屋内遊戯施設の話に入る前に、関連してです

けれども、昨年10月にオープンしましたすこやか

センター内のもくいくひろばについてお聞きし

たいと思います。 

  オープンしてから４カ月たったわけですけれど

も、この間の利用者数の推移や状況をお伺いした

いと思います。 

○鳥海隆太議長 小関健康福祉部長。 

○小関 浩健康福祉部長 もくいくひろばにつきま

しては、原則、未就学のお子様とその保護者の

方々を対象として御利用いただいております。 

  昨年10月11日にオープン以来、令和２年２月16

日現在での利用者数については合計で１万3,200

人になっております。１日の平均利用としまして

は、10月が199人、11月が109人、12月が70人、１

月が96人となってございます。 

○鳥海隆太議長 古山悠生議員。 
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○１９番（古山悠生議員） オープンから４カ月余

りで利用者が１万人を超えたということで、やは

り市民のニーズの高さをうかがい知ることがで

きると思います。 

  事前に利用者数の数字をいただいていたんです

けれども、それを見ると、当然と言えば当然です

けれども、少しずつ月ごとに利用者数が減少傾向

にありますので、今後サービスやイベントなど、

また来たいと思わせる工夫や入りやすい雰囲気

をつくることが必要なのかなと思っております。 

  ちなみになんですけれども、このもくいくひろ

ばとすこやかセンターの施設管理者は同じだと

思いますけれども、整備した段階で他者を導入す

るといったお考えはあったのでしょうか。 

○鳥海隆太議長 小関健康福祉部長。 

○小関 浩健康福祉部長 現在、運営につきまして

は議員おっしゃるようなことになっております

けれども、場所の選定というか、これから事業を

どこでやっていくかということも含めて検討の

段階でございますので、そちらについては後ほど

ということになるかと思います。（「すこやかセ

ンターともくいく」の声あり） 

○鳥海隆太議長 小関健康福祉部長。 

○小関 浩健康福祉部長 申しわけございません。 

  現在の中では指定管理者に委託という形にして

いるわけなんですけれども、そのような形で進め

ていくことを考えてございます。 

○鳥海隆太議長 古山悠生議員。 

○１９番（古山悠生議員） 私の質問がちょっと足

りなかったのかと思いますけれども。 

  そのすこやかセンターの件に関してですけれど

も、同一施設内ですし、規模も291平方メートル

と小規模であることを考えればそれは当然の判

断であったかなと思うんですけれども、これはあ

くまでもすこやかセンター内の一設備としての

位置づけなんだと思います。 

  ただ、市民の中には、その施設を屋内遊戯施設

として期待されている方ももちろんいらっしゃ

いますので、私も子供を連れていくんですけれど

も、その際の対応が、スタッフさんの対応が少し

かたいイメージを受けるときもあったり、またあ

そこの休業日が、第二日曜日が休館日になってい

ますので、そういった意味では屋内遊戯施設とし

て考えると少し物足りないという印象を受ける

ときもあります。その一方で、市民ボランティア

などによる絵本の読み聞かせや、保健師、管理栄

養士によります相談日の設置などさまざまな工

夫をされていると思います。 

  このもくいくひろばの整備事業、今まで簡単な

アンケート等々あったと思いますけれども、そう

いった市民の反応を含めて現時点でどのように

評価されているかお伺いしたいと思います。 

○鳥海隆太議長 小関健康福祉部長。 

○小関 浩健康福祉部長 多くの方々に御利用いた

だいているということで、設置というか、もくい

くひろばという形で整備できて本当によかった

なと考えておりますし、さらに先ほど言っていた

だきましたように、子育て支援の一環として保育

士、それから栄養士が中に入って、その広場にお

いて相談に気軽に応じるといった環境にもござ

いますので、そういったところについても市民の

皆様には御利用いただいて満足していただけて

いるのかなと感じているところであります。 

○鳥海隆太議長 古山悠生議員。 

○１９番（古山悠生議員） 大切なのは、何が言い

たいかというと、今回もくいくひろばの整備事業

で得られた経験や知識といったものを次の新屋

内遊戯施設整備事業にどう生かしていくかとい

うことが重要だと思います。これを踏まえて、新

屋内遊戯施設について質問したいと思います。 

  先ほど一度聞いたような形になってしまいまし

たけれども、再度確認ですけれども、次の新屋内

遊戯施設は、同じく民間業者による指定管理者制

度をお考えでしょうか。 

○鳥海隆太議長 小関健康福祉部長。 

○小関 浩健康福祉部長 先ほど、すいません、先
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走ってそんなふうな返事をしてしまいました。 

  場所については、現在まだ課題を整理している

といった中でそういった作業を進めているとこ

ろでありますので、どこに決まって、どこを整備

していくかということになった場合に、きちんと

運営のほうもその業者のほうもその中で考えて

まいりたいと考えてございます。 

○鳥海隆太議長 古山悠生議員。 

○１９番（古山悠生議員） これからさまざま検討

していくということだと思うんですけれども、も

し仮に指定管理者制度を導入される場合、今の米

沢市内の公共施設のほとんどが市内の企業が管

理者となっている場合が多いかと思います。 

  例えば、同じ県内の上山市の屋内遊戯施設「め

んごりあ」は、健康やレクリエーション関連の施

設を運営する全国規模の企業が運営していまし

て、清潔さや安全安心に気を配り、多様なイベン

トをすることで、例えば母親向けのレッスン、そ

ういったものを充実させることで何度も足を運

びたくなる施設を目指しているそうです。その効

果もあってか、2018年５月のオープンから11カ月

で10万人の来館者数を超えたそうです。 

  もちろん地域振興や管理のしやすさを考えれば、

市内の事業者の利点もあるかと思いますが、「餅

は餅屋」といいますか、やはり来場者を楽しませ

るノウハウを持っていますので、市民サービスの

向上、そしてこれは市内の事業者の企業力を向上

することにもつながるかと思いますので、ぜひ地

域要件などを設けず、市内や県内に限らず全国的

に広く募集していただきたいと思いますけれど

も、どのようにお考えでしょうか。 

○鳥海隆太議長 小関健康福祉部長。 

○小関 浩健康福祉部長 やはり子供さんを持った

親御さんも含めて、どういったものがこの先の米

沢市の遊戯施設の中で必要なのかということは

さまざまあろうかと思います。今申し上げました

けれども、御意見をさまざま伺う中でそういった

ことも含めて幅広く、どういったものを望んでい

らっしゃるかということは聞き取りを続けてま

いりたいと思っております。 

○鳥海隆太議長 古山悠生議員。 

○１９番（古山悠生議員） ぜひ検討していただき

たいと思います。 

  少し繰り返しのようになってしまうんですけれ

ども、子供が主体的に遊ぶためにも、サービスを

提供する側と享受する側に分けない、隔たりをつ

くらないということが大切なんだと思います、市

民との関係性を築いていく上で。そのために、整

備や運営をしていく上で、子育てしている家庭の

ニーズや意見を的確に把握して計画に反映させ

ることが何より大事だと思います。先ほど何度も

部長からそういった答弁をいただいていますけ

れども、具体的にどういう方法で進めていくか、

考えがありましたらお伺いしたいと思います。 

○鳥海隆太議長 小関健康福祉部長。 

○小関 浩健康福祉部長 繰り返しになろうかと思

いますけれども、やはり運営形態も含めてさまざ

まな、こういったものであったらいいなという御

意見はあろうかと思います。できるだけ広い範囲

というか、広い中で、できれば深くそういったも

のをお伺いしながらニーズをきちんとつかんで、

それに沿ったようなものを進めていきたいと考

えております。 

○鳥海隆太議長 古山悠生議員。 

○１９番（古山悠生議員） 例えばアンケートを実

施したりパブリックコメントを実施したりとい

うことでよろしいでしょうか。 

○鳥海隆太議長 小関健康福祉部長。 

○小関 浩健康福祉部長 アンケートについては、

先ほど申し上げたような形でいただいている部

分もありますし、今後ももくいくひろばで同様な

聞き取りなんかも続けていきたいと思っており

ますので、そういったものでしていきたいと。た

だ、パブリックコメントまでは現段階では考えて

いないところであります。 

○鳥海隆太議長 古山悠生議員。 
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○１９番（古山悠生議員） これから検討していく

中で、私はちょうど子供を育てる世代ですので、

同じような同年代のお父さん、お母さんから「屋

内遊戯施設、早く欲しいな」と、そういった声も

お聞きしますし、「もっと子育て支援に力を入れ

てほしい」というようなお話をお聞きすることが

あります。そういった声をよく聞くんですけれど

も、決して本市の子育て支援策が、完璧だとは言

わないものの、それでもほかの自治体と比べても

決して見劣りするものではないと思っています。

私自身はそういうふうに感じていて、聞かれれば

そういうふうにお答えするところもあるんです

けれども、ただやはりそういった声が出てくると

いうことは、市民が求めているニーズ、細かいニ

ーズ、そういったものを的確に捉えていなかった

り、行政が思っているサービスというものと市民

との思いにギャップが生じている部分が多少あ

るのかなと思っています。 

  もちろん市民全ての意見を聞いて計画に反映し

ていくということは不可能だと思いますけれど

も、この際ですから、例えば検討段階で、先ほど

パブリックコメントは考えていないと言ってい

ましたけれども、例えばワークショップをしてみ

たり、今若い親御さんが多いですので、インター

ネットでアンケートを実施したりしながら、とに

かく広く徹底的に市民の声を聞いて、思いを共有

して、ともに計画をつくり上げていく姿勢が、市

民に愛され必要とされる施設になるために必要

なんだと思います。このことを強く申し上げたい

と思っております。 

  その上で、さらにお聞きしたいのは、先ほど壇

上でも申し上げましたが、屋内遊戯施設には新た

な交流人口を生む可能性があると期待します。先

ほど例に挙げました上山市のめんごりあの利用

者の６割が市外の利用者だそうです。この交流人

口の拡大という観点ではどのようにお考えでし

ょうか。 

○鳥海隆太議長 小関健康福祉部長。 

○小関 浩健康福祉部長 多くの方々が来て御利用

いただけるというのは大変望ましいことだと思

っております。 

  それと同時に、当初からの目的というか、天候

ですか、そういった条件の中で、地元の人たちが

自由に遊べる場所、伸び伸びと遊べる場所という

ことが第一義にあろうかとも考えてございます。

できるだけさまざまな御意見をいただきながら、

地元の方には特に満足していただきたいと考え

ているところであります。 

○鳥海隆太議長 古山悠生議員。 

○１９番（古山悠生議員） 今、部長がおっしゃら

れたとおり、地域との交流、非常に大事だと思い

ます。 

  その上で、ちょっと語弊があるかもしれません

けれども、屋内遊戯施設というのは公共施設とし

ては決して効率のいいものではないと思います。

というのも、平日は例えば保育園であったり学童

だったりして、平日の利用者というのはそれほど

期待できないような状況で、自治体としては、で

きれば欲しいけれどもなかなか実現に踏み切れ

ないというのが本音だと思いますし、ここまで時

間がかかったのもそういったところがあるのか

と思います。 

  そう考えると、この屋内遊戯施設というのはた

だ単に米沢市だけの施設ではなくて、置賜全体、

置賜定住自立圏構想の中でも担う役割というの

が大きくなってくると思うんですけれども、その

点について本市はどのような認識をお持ちでし

ょうか。 

○鳥海隆太議長 小関健康福祉部長。 

○小関 浩健康福祉部長 もちろん広域的なことを

考えて御利用いただけるのが望ましいというこ

とは十分理解しているつもりであります。市外の

方にももちろん御利用いただきたいし、さっき申

し上げたのは、本当にとにかく市民の方々がなか

なか厳しい天候条件の中でそこを何回も何回も

使っていただけるような、そういう施設をまずは
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考えていくべきなんじゃないかなというのが今

現在あるところであります。 

○鳥海隆太議長 古山悠生議員。 

○１９番（古山悠生議員） せっかく整備するんで

すから、屋内遊戯施設は米沢、高畠にあるから大

丈夫なんだと言われるような施設をぜひ目指し

てほしいと思っています。 

  これは私からの提案なんですけれども、先ほど

の答弁の中で、もくいくひろばが木のぬくもりや

香りと触れ合う、それの延長線というか、そうい

ったつながりを考えたコンセプトを考えている

というような答弁あったかと思いますけれども、

そういった木の香りを大切にしたような施設と

いうのは、日本中で聞いたこともありますし、実

際あるかと思います。 

  その中で、例えば米沢に山大工学部があります

ので、そこで研究されている有機エレクトロニク

スと木材を融合させたような施設とかというよ

うなものも考えられるかと思います。そういった

施設になれば新たな交流人口を拡大することに

つながりますし、また幼少期にそういった最新技

術に触れることで子供が科学に興味を持つ、そう

いった可能性も生むかと思いますけれども、そう

いった施設やスペースにしていくという検討は

していただけないものでしょうか。 

○鳥海隆太議長 小関健康福祉部長。 

○小関 浩健康福祉部長 御意見をいただいて、初

めてそういう考え方もあろうかと思ったところ

であります。あらゆるものを排除するんじゃなく

て、もちろんそういったアイデアをいただくもの

でそれが実現できるものかどうかも含めて考え

ていかなければならないと思っています。 

○鳥海隆太議長 古山悠生議員。 

○１９番（古山悠生議員） 少し話が飛躍し過ぎた

かもしれませんけれども、何が言いたいかという

と、子供が伸び伸びと遊ぶことができて、お父さ

んやお母さんが気軽に相談できる場所であって、

地域と交流できる場所ということはもちろん大

切だと考えますけれども、これからの公共施設と

いうものはただ単に機能だけを果たせばいいも

のではないのだと思います。より高い付加価値や

市民価値を市民に提供できることがこれからの

公共施設に必要になってくるんじゃないかと考

えるわけですけれども、そのためにも子育て支援

という枠だけにとらわれず、庁内の部署にこだわ

らない横断的な連携が重要で、また場合によって

は民間や教育機関の力をかりる必要があるかも

しれません。とにかく幅広い視野を持って、さま

ざまな可能性を排除することなく、この計画につ

いて広く議論していただきたいと思いますが、少

し繰り返しになる部分もあるかもしれませんけ

れども、最後にこの点についてお聞きしたいと思

います。 

○鳥海隆太議長 小関健康福祉部長。 

○小関 浩健康福祉部長 おっしゃられるように、

そういった必要性があろうかと考えてございま

すので、十分に関係課含めて庁内、庁外とも意見

をお伺いしながら進めてまいりたいと考えてご

ざいます。 

○鳥海隆太議長 以上で19番古山悠生議員の一般質

問を終了し、暫時休憩いたします。 

 

午後 １時３９分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

午後 １時４０分 開  議 

 

○鳥海隆太議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に進みます。 

  一つ、昨今の国内外の経済状況から考える本市

の財政見通しは外１点、22番島貫宏幸議員。 

  〔２２番島貫宏幸議員登壇〕（拍手） 

○２２番（島貫宏幸議員） 明誠会の島貫宏幸です。 

  午前中から明誠会が３人続いておりますけれど

も、その３人目となりました。ふだん定例会中、
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３月というのは代表質問があるので、予算の総括

質疑も兼ねているということから、３月定例会に

おいての一般質問は今まで控えてきたわけでご

ざいますけれども、昨今のコロナウイルス、それ

に伴う経済の状況が刻々と変化しております。ま

た、御当地のことでありますけれども、広幡小学

校の天井のコンクリートが剝落したということ

で、その点についてきょうは質問させていただき

たいと思います。 

  2019年、昨年の12月31日付で世界保健機関（Ｗ

ＨＯ）に最初に報告された新型のコロナウイルス

は、中国の武漢市から中国初め今や全世界に飛び

火し、先々月の１月31日、ＷＨＯの緊急委員会で

「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態」の

宣言がなされ、２月11日、ＷＨＯは今回のコロナ

ウイルスによる疾患の公式名称をCOVID-19と命

名しました。 

  報道されているとおり、日本国内ではイベント

の自粛や出勤の自粛など行動規制による混乱が

続いており、本市では現時点で感染者が確認され

ていないところではありますが、きょうから政府

の要請を受けて、公立小中学校について、感染拡

大防止の観点から、春休みに入るまでの臨時休業

の対応がなされました。卒業式シーズンも重なる

時期での急な要請で、教育委員会並びに教育現場

や保護者の皆さんにはいまだに混乱されている

ものと思います。国や県の動向に注視し、関連の

諸課題を含め、市民の皆様の御理解と御協力を得

ながら全市を挙げて十分な対応がなされること

を切望いたします。 

  今回の質問は２項目について質問いたします。 

  １つ目は、昨今の国内外の経済状況から考える

本市の財政見通しについてお尋ねいたします。 

  内閣府が先月の２月17日に発表した昨年10月か

ら12月期の国内総生産四半期ＧＤＰの速報値が

物価の変動を除いた実質で1.6％減、年換算で

6.3％減と、５四半期ぶりにマイナスとなりまし

た。内訳を見てみると、民間消費が11.0％減、民

間住宅が10.4％の減、民間企業投資が14.1％減、

公的需要1.7％の増、輸出0.4％の減、輸入10.1％

の減と、民間部門はほぼマイナスの状況です。こ

こから読み取れるのは、ＧＤＰの約６割を支える

内需、つまり実体経済が下振れしたことを意味し

ます。 

  1994年、平成６年以降の各四半期ＧＤＰ前期比

の年率換算を公表されているデータを調べたと

ころ、ワースト５がありましたので御紹介させて

いただきます。2009年１月から３月期の17.7％減

を筆頭に、2008年10月から12月期の9.4％減、こ

の２つはリーマンショックによる影響とされて

います。2014年４月から６月期7.4％の減、これ

は消費税が５％から８％に引き上げられた直後

の影響とされています。そして今回の6.3％減、

５番目に悪かったのが2011年１月から３月期の

5.5％減で、これは皆さんも御承知のとおり東日

本大震災直後の数値でありました。 

  ちなみに、1997年、平成９年に消費税が３％か

ら５％に引き上げられたときの政府の消費税収

は3.2兆円の増収となりましたが、それが国民の

消費支出を削減させ、翌1998年、平成10年の名目

ＧＤＰは、今回のマイナス6.3％ほどではありま

せんでしたが、マイナス２％で10兆円も減少しま

した。そのため、この年と翌年の1999年、平成11

年の所得税と法人税を合わせて約６兆5,000億円

の減収となり、結果的に増税効果を打ち消してし

まったのであります。 

  さまざまな分析があると思いますが、昨年10月

から始まった幼児教育・保育無償化やキャッシ

ュレスポイント還元、軽減税率の創設等で家計負

担の軽減や景気の腰折れを防ぐ対策がとられて

きましたが、今回のマイナス要因は、２年前の

2018年３月ごろから始まった米中貿易摩擦の影

響で予想以上に国内経済にも影響が蓄積し、景気

の先行き不透明感がある中での消費や投資が減

少傾向にあって消費増税が行われたことが要因

の一つと言えるのではないでしょうか。 
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  さて、近年、国民の貧困化が指摘されておりま

すが、ＯＥＣＤ加盟34カ国の中で相対的貧困率が

29位と下位に位置しております。非正規雇用は90

年代に２割程度だったのがここ数年は４割近く

と倍増しました。国税庁の資料によりますと、年

収200万円以下のワーキングプアは、1996年には

約800万人でありましたが、その後急上昇し、リ

ーマンショックによる影響で1,100万人台となっ

た以降、一旦は減少したにもかかわらず、2013年

ごろから再び1,100万人台を超えました。現在も

高どまりしています。 

  また、この４月からは中小企業でも働き方改革

の一環で残業規制が始まりますが、大和総研の試

算によりますと残業代は国全体で年間約８兆

5,000億円も減るという試算がされております。

これは年間で日本人が受け取る給与総額の３％

に匹敵する規模であり、家計に相当なダメージが

あるとされています。 

  新型コロナウイルスの感染拡大の終息が見えな

い中、結果論ではありますが、消費増税は最悪の

タイミングとなってしまいました。そこでお尋ね

いたします。 

  冒頭でるる説明をさせていただきましたが、新

年度以降の本市の財政運営において、変化に対応

できるのか、また本市の財政見通しについてその

お考えをお伺いいたします。 

  新年度から始まる米沢市まちづくり総合計画第

３期実施計画が議会にも示されましたが、市庁舎

や市立病院、（仮称）南西中学校などの大型公共

施設の建てかえによる今後の財政負担を考慮し

た上で、仮に本市の税収見込みが下方修正となっ

た場合、諸計画に与える影響などをどのように考

えているのか、また見直しはあるのかについて、

あわせてお伺いをいたします。 

  次に、大項目２つ目の広幡小学校におけるコン

クリートの剝離落下の今後の対応とその進捗状

況についてお尋ねをいたします。 

  ２月７日の総務文教常任委員会協議会において

初めて議会に報告されて以降、議会への説明や保

護者並びに地域への説明会を重ね、今日に至って

おります。同時進行での一般質問となっておりま

すので単刀直入にお聞きしますが、今後の対応と

その進捗状況について、改めてお伺いいたします。 

  また、先ほど来、御指摘させていただきました

が、厳しい本市の財政見通しの折、対応策に係る

財源の考え方と財源の確保についてどのように

検討が進められているのかをお伺いし、壇上から

の質問とさせていただきます。 

○鳥海隆太議長 後藤総務部長。 

  〔後藤利明総務部長登壇〕 

○後藤利明総務部長 私からは、１、昨今の国内外

の経済状況から考える本市の財政見通しは、そし

て仮に本市の市税収入見込みが下方修正となっ

た場合、諸計画の見直しはあるかについてお答え

いたします。 

  先日公表しました今後10年間の財政見通しでは、

市庁舎や市立病院の建てかえ、統合中学校の整備

などの大規模事業の実施に伴い、令和元年度以降、

令和７年度まで７年連続で実質単年度収支のマ

イナスが続きますが、この財源不足については、

これまで計画的に積み立ててきた基金の取り崩

しにより対応が可能であり、財源を調整するため

の基金残高は各年度20億円以上を維持できると

見込んでおります。このことから現時点では当面

の財政運営に支障はないものと考えております。 

  次に、税収見込みが下方修正となった場合の対

応でありますが、基本的には税収減の一定部分は

普通交付税が増額されることとなります。その上

で、財源不足が小幅なものであれば、この基金か

らの取り崩しによって対応できる余力があると

考えております。 

  しかし、リーマンショックのような景気後退に

より税収が大幅に落ち込むようなことがあれば

財源不足が大きくなることも想定され、その場合

は実施計画などに掲載された事業について優先

順位を検討し、実施の先送りなどの対応が必要に
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なることもあると思っております。 

  なお、先ほど申し上げた10年間の財政見通しに

ついては、平成29年度から公表しておりますが、

直近の決算状況や税収などの動向を踏まえて毎

年度見直しを行い、その時点での財政の健全性を

検証しております。 

  今後とも経済状況や国の動向などを的確に把握

して見直しを行い、状況に応じた適切な対応を行

っていきたいと考えております。 

  私からは以上です。 

○鳥海隆太議長 大河原教育長。 

  〔大河原真樹教育長登壇〕 

○大河原真樹教育長 私からは、広幡小学校におけ

るコンクリート片の剝離落下への今後の対応に

ついてお答えいたします。 

  このたびの広幡小学校におけるコンクリート片

の剝離落下に対しまして、教育委員会では最悪の

場合を想定した児童の安全の確保が最優先であ

ると判断し、今年度末までの緊急措置として、当

該事象が発生している普通教室では授業を行わ

ず、広幡小学校の別棟の特別教室と学校に隣接し

ている広幡コミュニティセンターの集会室を代

替教室として授業を行っているところでありま

す。しかしながら、現在の緊急避難措置による教

育環境は十分な教育環境とは言えないことから、

児童が落ちついて授業を受けることができる環

境を早急に構築する必要があるものと考えてお

ります。 

  また、校舎の改修方法等を検討するためには追

加調査を行う必要があることから、早急にこの調

査に取りかかりたいと考えておりますが、この調

査では、問題のある校舎全体の床などのコンクリ

ートの劣化状態等を調査するために天井や床材

を撤去する必要があり、校舎に立ち入ることがで

きなくなるほか、児童の安全を確保する必要があ

ると考えております。このため、４月以降、調査

が終了するまでの間は、興譲小学校の空き教室を

活用して授業を行うこととしたところでありま

す。 

  なお、調査の結果、改修方法等が決まり、実際

に工事を行う際には、引き続き興譲小学校で授業

を行う予定でおります。 

  こうしたことから、先週末には保護者及び地域

の各団体等の代表の皆様に対してこのたびの対

応についての説明会を開催しており、御理解をい

ただいたところでありますが、地域の皆様に対し

ましてもコミュニティセンターの広報紙等を活

用し丁寧な説明を行い、御理解をいただくよう対

応してまいります。 

  次に、学校行事等につきましては、これから学

校が中心となってそれぞれの行事の実施方法を

検討していくこととなりますが、体育館やグラウ

ンドは使用できますので、地域と関連のある行事

等につきましてはできる限り現在の広幡小学校

の施設を利用しながら実施できるよう検討して

まいりたいと考えております。 

  また、公開研究発表会につきましては、多くの

先生方に広幡小学校の児童の頑張っている姿を

直接見て知っていただくためにも、興譲小学校で

実施する方向で調整しております。 

  次に、改修工事に係る予算の確保につきまして

は、さきに御説明したとおり、まずは改修工事等

の判断をするための詳細な調査を行い、この調査

の結果で改修工事の手法等を検討することとし

ておりますので、概算事業費につきましてもこの

調査結果を受けて示されることとなります。この

ため、現時点では事業費の積算ができない状況で

ありますので、予算につきましても未定でありま

す。今後、工事等の手法の方向性が見えた段階で

具体の検討を行うこととしておりますので、御理

解をいただきたいと思います。 

  私からは以上です。 

○鳥海隆太議長 島貫宏幸議員。 

○２２番（島貫宏幸議員） 御答弁ありがとうござ

いました。 

  先ごろ、令和２年度の経済見通し及び国の予算
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の資料、議会にお示しいただいた資料の中で２ペ

ージ目であります。「「経済再生なくして財政健

全化なし」の基本方針のもと、デフレ脱却、経済

再生と財政健全化に一体的に取り組み」とありま

した。 

  私は考えているところがありまして、デフレ状

況の中では本来であれば財政出動が健全化に効

果があると思っています。増税が必要なときとい

うのは、本来、景気が過熱したりインフレがどん

どん進んでいた、それを抑制するために用いる手

法だと理解をしているんですけれども、今回まだ

デフレから抜け切っていない、経済がまだ腰折れ

か弱まっている状況の中での消費増税というの

は逆効果だったんじゃないかなと今でも残念に

思います。先ほど示された数字にも如実にその下

落ぶりが出ていて、ワースト５、先ほど壇上で紹

介させていただきましたけれども、そうした数字

が実は残っているということで、今後の財政は大

丈夫なのかなと今回は思ったわけであります。 

  一部の与党議員、国会議員の中にもこうしたこ

とを危惧して勉強会に参加されて、同様の議論を

されている一部の議員がいらっしゃるというこ

ともありますので、今回３回の増税があってその

たびに税収が落ち込んで、景気が落ちているとい

うことを経験していることを考えれば、これから

当面、コロナウイルスのこともあって当然地域の

経済も冷え込むことが予想されますので、市税収

入等いろいろと問題があるのかなと実は思って

いるところであります。 

  国の当初予算の中では消費税21兆円が計上され

ていたようでした。これを人口割にすると、びっ

くりしたんですけれども、15万7,000円ほどなん

です、人口割にすると。４人家族だと単純計算で

60万円、これは個人差があるので、その家計家計

でさまざまあるので、これは平らにならした場合

の数字なんですけれども、そのぐらい自分の可処

分所得の中から納めているということが言える

かと思います。 

  そんな中で、本市のこれからまさに令和２年度

の予算特別委員会が開催されて予算審議が始ま

るところでありますけれども、市税収入というの

は昨年の実績をもとに計上、当然されているわけ

なんですけれども、ことしのこうした状況、いつ

まで続くか見えない状況の中で、恐らく市税収入

その他にも影響が出てくるのかなと思っている

ところであります。そうした場合の厳しい財政の

中で、安全で安心できる施策を展開して行ってい

くためには、将来の予測や当面力を尽くすべき、

注ぐべきものをしっかりと洗い出して、これまで

以上に国の予算をフル活用していく必要がある

んじゃないかなと思っております。 

  先ほど総務部長からも答弁がありましたけれど

も、そうした場合は普通交付税で少し上乗せがあ

るんだよと、あとは基金を取り崩して何とかこの

７年間やっていくんだというお話がありました

けれども、国の予算を特にフル活用していく、そ

うした考え方について、どのように取り組み、そ

して課題をどのように捉え、その方向性をいろい

ろと御検討いただいていると思うんですけれど

も、その点についてお伺いしたいと思います。 

○鳥海隆太議長 後藤総務部長。 

○後藤利明総務部長 財源の確保でありますが、特

に国の補助ですとか、元利償還金の一部が地方交

付税で措置されるような有利な地方債の活用な

どについて、これまでも庁内でさまざま十分に議

論してきた経過がございます。 

  課題としましては、全国的に要望が多い事業に

ついてはなかなか採択が難しいことですとか、特

に補正予算関係で申請期間が短くてなかなか手

を挙げられないというようなことが多々ありま

すので、今後につきましてはこれらの課題に対し

て必要なものは国にさらに要望しながら、さらに

は幅広い情報収集を日ごろからとりながら対応

するようにしまして、早い段階からの事業化に向

けて取り組むようにしっかり対応していきたい

と考えております。 
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○鳥海隆太議長 島貫宏幸議員。 

○２２番（島貫宏幸議員） 先ほど補正については

特に時間が短くて申請するのにもちょっと大変

だという話がありました。私も補正の案内を見た

ときに、余りにも締め切りの期間が短くて、何じ

ゃこりゃと思ったことがあるんですけれども。 

  私が聞いた話ですけれども、鶴岡市あたりは、

例えばですけれども、東京に出向かれて人事交流

をなさっている、そうした予算の傾向をいち早く

キャッチして地元に情報を落としているという

話も聞いたことがありました。そうしたことを考

えると人事交流もこれからはありだなと思うん

ですけれども、その点についてはいかがですか。 

○鳥海隆太議長 後藤総務部長。 

○後藤利明総務部長 情報のスピードにつきまして

は、どの程度有利性があるかは定かでありません

けれども、本市でも、現在相互の人事交流はして

いませんが、経産省に職員を派遣しておりますの

で、今後行政上の課題解決とか重要施策の推進で

すとか考慮しまして、今後とも人事交流について

もさまざまな施策実現のための一つの方法と思

っておりますので、今後検討していきたいと考え

ております。 

○鳥海隆太議長 島貫宏幸議員。 

○２２番（島貫宏幸議員） 本当に、市当局、特に

財政のほうでは本当にこれからどうなるんだろ

うということ、市民の皆さんもそうだと思うんで

すけれども、景気がどこまで落ち込むのかちょっ

と見えない。次の四半期の発表が大体５月ぐらい

と言われているんですけれども、ここは政府によ

る思い切った財政出動をお願いしたいなと思っ

ているところであります。 

  手元に財務省の外国格付け会社宛意見書要旨と

いう文書があります。この中に「日米などの先進

国の自国通貨建て国債のデフォルトは考えられ

ない」と。デフォルトとは、債務不履行、破綻で

すよね。デフォルトとはいかなる事態を想定して

いるのかということです。マクロ的に見れば日本

は世界最大の貯蓄超過国である。その結果、国債

はほとんど国内で極めて低金利で安定的に消化

されている。日本は世界最大の経常黒字国、債権

国であり、外貨準備も世界最高と言っているんで

すね。これでいくと国債の発行残高がいろいろ問

題視されているんですけれども、ここがこういう

解釈であるということであれば、ぜひ疲弊した地

方都市に本当に国による手厚い支援をいただけ

るようにしていただきたいなと思うことを述べ

させていただいて、次に移りたいと思います。 

  先ほど教育長からの御答弁ありがとうございま

した。 

  この間、教室を移動するときも、教育委員会、

そして先生方のお手伝いをいただいて、たしか11

日だったと思うんですけれども、本当に１日で終

わらせていただいて、２月12日から約半月間、授

業をさせていただいたこと、本当に感謝したいと

思います。 

  私も、２月28日、先ほど教育長から答弁もあり

ましたけれども、地域の説明会に参加させていた

だきました。まずいじめ大丈夫なのかと、あとは

学校の管理はどうなるんだとかさまざま意見が

出たわけですけれども、先ほど学校施設、体育施

設、体育館ですよね、そうした施設について、実

は当日、報告会が終わった後に地域の皆さんから

本当に体育館借りられんなべなという心配の声

が寄せられました。その点についてはどのように

今後進んでいくんでしょうか。詰め切れていない

部分もあると思うんですけれども、現時点でお答

えできること、お聞きしたいと思います。 

○鳥海隆太議長 渡部教育管理部長。 

○渡部洋己教育管理部長 体育館につきましては、

社会開放ということで、地域の皆様方にさまざま

御利用いただいております。 

  学校を移動するに当たってさまざまな物品を教

室から出さなければならないということで、一部、

体育館に仮置きということも検討しております。

そういった意味で若干制限が出てくる可能性も
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ありますが、基本的にそのまま社会開放について

は御利用いただきたいと思っております。 

  ただ、その鍵の受け渡しであったり申し込み方

法について、今現在、学校と検討しておりますの

で、決まりましたら地域に御説明をさせていただ

きたいと思います。 

○鳥海隆太議長 島貫宏幸議員。 

○２２番（島貫宏幸議員） 今後のスケジュールで

すけれども、検査をして、それで修繕が可能な場

合、幾らかかるか、これから数字が出てくるとい

うことでありました。 

  出席された、この前の地域の方のお話、質問で

いくと、万が一、修繕ができないような事態にな

ればどうするんだという話も実は出ておりまし

て、これは痛いなと、どう答えていいか、私が逆

の立場だったらどうやって答えようと思ったぐ

らいだったんですけれども、その点についてはい

かがですか。 

○鳥海隆太議長 渡部教育管理部長。 

○渡部洋己教育管理部長 やはりコンクリートの劣

化状況だったりというところを詳細に調査をし

てみないと最終的な工事の手法については定ま

らないというところでしたので、その調査の結果

を待ちたいと思っております。 

  現時点では、まずは調査をして改修をしていく

という方向で今検討しているということで御理

解いただければと思います。 

○鳥海隆太議長 島貫宏幸議員。 

○２２番（島貫宏幸議員） 何とか、もうすぐ100

周年を迎える学校でございますので、ここは中川

市長にも踏ん張っていただいて、ぜひ学校が続け

られるようにしていただきたいなと思います。 

  それで、今回エアコンの工事で偶然に見つかっ

たわけでありますけれども、今後、校舎並びに公

共施設の今まで点検してないようなところも点

検していく必要があると思うんですけれども、特

に学校施設について、そうした点検、これからの

見直しはあるかどうかお伺いしたいと思います。 

○鳥海隆太議長 渡部教育管理部長。 

○渡部洋己教育管理部長 学校施設につきましては、

その施設の安全を確保するためにさまざま点検

をしておりますが、今回のような事態がありまし

たので、またその点検方法についても再検討して、

安全性をより確保できるようにしてまいりたい

と考えております。 

○鳥海隆太議長 島貫宏幸議員。 

○２２番（島貫宏幸議員） ぜひ、本当に命にかか

わるといいますか、そういうことにつながりかね

ませんので、そうした点検は、大変だとは思うん

ですけれども、定期的にやるのか、もう少し間を

縮めてやるのか、いろいろ検討がなされると思う

んですけれども、ぜひその点はしっかりと今後も

検討していっていただいて、実施をしていただき

たいということを申し上げて、終わります。 

○鳥海隆太議長 以上で22番島貫宏幸議員の一般質

問を終了し、暫時休憩いたします。 

 

午後 ２時１０分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

午後 ２時１９分 開  議 

 

○鳥海隆太議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に進みます。 

  一つ、スクールロイヤーの導入について外１点、

10番堤郁雄議員。 

  〔１０番堤 郁雄議員登壇〕（拍手） 

○１０番（堤 郁雄議員） 櫻田門の堤郁雄です。 

  新型コロナウイルスの蔓延でさまざまな行事が

中止あるいは規模縮小とされています。プロ野球

のオープン戦や大相撲なども無観客試合で開催

するということになったそうです。本市でも130

周年記念の「のど自慢」が残念ながら中止となっ

ております。 

  昨日は公立高校の卒業式がありました。私の子
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供も無事卒業できましたが、保護者の参加ができ

ないということで、残念ながら見に行くことがで

きませんでした。今ウイルスの蔓延を防ぐために

こういう措置をしなければならないということ

は十分理解しておるところではございますけれ

ども、国からの急な要請ということで、教育委員

会や学校現場では問い合わせが多数来ていたり

対応に苦慮されたことと存じます。 

  御苦労をお察しいたしますけれども、今回の私

の質問はまず教育委員会にスクールロイヤーに

ついてお聞きします。 

  スクールロイヤーとは、以前、神木隆之介さん

が主演したテレビのドラマがありました。ごらん

になった方はおわかりだと思いますが、学校の法

的問題を解決する弁護士のことです。 

  近年、いじめ問題がクローズアップされていま

すけれども、全国では54万件もの認知件数になっ

ているとのことです。生徒児童の間だけではなく、

教員間や保護者との間でもさまざまなトラブル

があり、話し合いだけではなかなか解決できなく

なっているようです。 

  それらの問題の調査や指導に法律家の支援が必

要になっていると言えます。また、予防的な教育

や指導の重要性について助言したり、福祉や心理、

危機管理等にも支援が可能だと考えられます。ふ

だん先生方は生徒の学習指導で大変忙しいと思

いますけれども、弁護士が判例などを用いて、人

権について、またいじめの法律上の取り扱いにつ

いてなど、生徒への説明資料をつくったり教材を

開発するなど、先生の負担軽減にも寄与すること

ができます。 

  昨年、萩生田文部科学大臣がスクールロイヤー

を全国に配置する方針を示しましたが、山形県に

も配置されるかと思いますが、本市には配置され

る予定があるのでしょうか、お伺いいたします。 

  次に、昨年はたくさんの台風や豪雨で全国的に

大きな被害が起こりました。特に台風19号では東

北地方にも甚大な被害を及ぼしました。本市にお

いても避難勧告がなされ、避難所で不安な一夜を

過ごされた方が多数いらしたとのことでしたが、

幸い本市においては大きな被害は免れました。し

かし、近隣の地域では床下・床上浸水したところ

もあり、復興のために苦労されたのではないかと

思います。 

  台風19号を受けての対応については、この後、

小久保議員が質問されますので、そちらにお任せ

をいたします。 

  私からは、浸水被害が出ますと、水が引いた後

で家財道具などの被害を受けて使えなくなった

ごみが大量に発生します。それらの災害廃棄物を

処分しないと復興が進みません。しかし、大量に

出たごみは一遍に処理することができないため、

どこかに一時保管する必要があります。 

  そこでお聞きしますが、本市の災害廃棄物の一

時保管所はどこにありますか。あるいは、どこに

するか決めていますか。決まっていればお答えく

ださい。 

  壇上からの質問は以上です。 

○鳥海隆太議長 大河原教育長。 

  〔大河原真樹教育長登壇〕 

○大河原真樹教育長 私からは、スクールロイヤー

についてお答えいたします。 

  まず、スクールロイヤー導入の現状についてで

ありますが、国はスクールロイヤー300名分の地

方財政措置を行いましたが、山形県に来年度の配

置はありません。 

  本市としましては、来年度からのスクールロイ

ヤー導入はできませんでしたが、これまで同様、

教育現場で起きた問題について法的な判断や意

見が必要となった場合には、市の顧問弁護士に相

談するなど、解決につなげてまいりたいと思いま

す。 

  次に、本市としての今後の導入についてであり

ますが、これまで学校だけで対応することが難し

い諸問題につきましては、解決に結びつくように

教育委員会と学校とで連携しながら対応してき
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ております。しかしながら、保護者と学校との話

し合いがうまくいかず、法的な問題として解決し

なければならないケースが年々ふえています。こ

のことからもスクールロイヤー導入については

検討する必要があると考えております。導入する

に当たっては予算や雇用形態についての検討も

必要になります。今後とも国や県の動向も踏まえ

ながら、導入に向けて検討してまいります。 

  私からは以上です。 

○鳥海隆太議長 堤市民環境部長。 

  〔堤 啓一市民環境部長登壇〕 

○堤 啓一市民環境部長 私からは、災害廃棄物の

一時保管場所についての御質問にお答えいたし

ます。 

  災害廃棄物を一時的に集積し、分別、保管する

仮置き場については、現時点においては本市で指

定している場所はございません。しかし、あらか

じめ検討を行っておくことは、災害廃棄物を迅速

に処理し、被災者の衛生環境や安全を確保する上

で非常に重要であると考えております。 

  仮置き場を設置する際には、災害の種類や規模、

市内各地域における被災状況及び災害廃棄物の

発生量見込みなどをもとに、事前にリストアップ

した候補地の中から設置場所を決定することと

なりますが、候補地の選定に当たっては、使用可

能な面積や搬出入に適した立地、搬出入ルートに

おける道路幅員、避難所等、ほかの土地利用の有

無、消火用水源の有無など、被災時を想定したさ

まざまな諸条件について考慮することが必要と

なります。 

  本市は、令和２年度内に米沢市災害廃棄物処理

計画を策定する予定をしており、仮置き場の候補

地の選定等について調査検討を進めているとこ

ろです。 

  今後は、先進自治体等における事例を参考にし

ながら地域防災計画など関連計画との整合を図

りつつ、早急に候補地の選定を進めてまいりたい

と考えております。 

  私からは以上です。 

○鳥海隆太議長 堤郁雄議員。 

○１０番（堤 郁雄議員） 御答弁ありがとうござ

います。 

  まず、スクールロイヤーについてですけれども、

国では300人の予算をとって全国に配置するとい

う予定にはしているけれども、山形県には１人も

配置されないということなんでしょうか。 

○鳥海隆太議長 今崎教育指導部長。 

○今崎浩規教育指導部長 このたびの国から300人

ということにつきましては、300人分の地方交付

税措置を都道府県と政令指定都市に行うという

ことでありまして、人として配置をするとかそれ

に特化した予算としてつけるという形になって

おらなかったものですから、山形県としては来年

度はその配置をしないということでございます。 

○鳥海隆太議長 堤郁雄議員。 

○１０番（堤 郁雄議員） 国の予算措置がそうい

うことになっているので、山形県には今回は来な

いということですよね。国の政策として全国にと

いうんであれば、当然山形県にも最低１人とか配

置してもらいたいと私は思っているんですが、こ

れは予算措置だからということで、まずあれなん

ですが。 

  ただ、国の予算措置は別にして、ほかの自治体

で既に導入している自治体もあるわけですよね。

そういうところは大都市といいますか、大きなと

ころが多いわけですけれども、それなりに必要性

も当然あってということでの導入だと思います。 

  山形県内でも、例えばいじめ問題、いじめ以外

の問題についてもゼロではないわけですよね。米

沢市においても当然あるわけですし、それは教育

委員会でも毎年調査をして認知している件数が

あるというのは存じていますので、その中で法的

な専門家に相談したほうがいいなというような

案件も何件かはありますかね。今まではなかった

かもしれないですけれども、あるいは米沢市の顧

問弁護士といいますか、契約している弁護士さん
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に相談するとかそういったようなことはありま

したか。 

○鳥海隆太議長 今崎教育指導部長。 

○今崎浩規教育指導部長 今お尋ねの件につきまし

ては、ここ近年につきましては、裁判のようなそ

んな大きなところになるということについては

ないと捉えております。ただ、過去、数年さかの

ぼってみますと、そういったことでの裁判という

形になりそうだ、あるいはなるということの案件

がありまして、市の顧問弁護士等に相談したとい

うことはあったと認識しております。 

○鳥海隆太議長 堤郁雄議員。 

○１０番（堤 郁雄議員） 弁護士さんにスクール

ロイヤーになっていただくわけですから、何らか

の紛争になりそうなことは当然相談するという

ふうになるわけですけれども、大事なことはやは

り予防措置といいますか、本当に裁判所に行くよ

うな案件になる以前に解決できるというのがベ

ストな方法かなと私は思います。 

  国で想定している中でも、実際に裁判でどうこ

うするというよりは、そこに行く前の予防措置が

すごく大事だということで、普通の弁護士はそれ

ほど学校のことに詳しいとは必ずしも限らない

わけですけれども、スクールロイヤーの弁護士は

学校の問題にも精通していただいて、詳しくなっ

ていただく。 

  特にいじめ問題なんかの場合だと人権の問題で

あるとかそういったものについての生徒に対す

る教育とか、そういうものというのは非常に大事

だと思うんですね。そういったものの教材づくり

とかそういったものに先生方に対してすごく役

立つんじゃないかなと思うんですよね。やはり専

門知識を持った人がいるというのは非常に心強

いことですし、先生方も忙しくしていらっしゃる

ところでそういったものをまた別に専門的知識

のない中でつくっていくというのは大変苦労が

ふえてしまうんではないかなと思うんですよね。

そういった意味でも、やはり近年のいじめ等の問

題の増加に対応するためにも早期に導入したほ

うがいいのではないかなと思うんですけれども、

いかがでしょうか。 

○鳥海隆太議長 大河原教育長。 

○大河原真樹教育長 おっしゃられるとおりであり

まして、特に有効な事例として、いじめは犯罪で

あるということで、弁護士、スクールロイヤーが

いらしてくださって、模擬裁判をしてくださる、

子供たちの前で模擬裁判をしてくださるという

ことで、それが子供にとっては非常にいじめ予防

ということで効果があるということもございま

した。初期段階とか予防、そこでぜひ導入したい

と思っているところでございます。 

○鳥海隆太議長 堤郁雄議員。 

○１０番（堤 郁雄議員） いじめの対応というこ

とが、きょうはそういう話になってしまいますけ

れども、例えばいじめ防止対策推進法というのが

あるわけですけれども、ここの第22条には、学校

は、「専門的な知識を有する者」等によっていじ

め防止対策の組織を置くものとすると、第23条に、

学校はいじめの再発を防止するため、「専門的な

知識を有する者の協力を得つつ」対応することを

定めると。この専門的な知識を有する者というの

がスクールロイヤーというものを想定されてい

るわけですけれども、専門的な知識を有している。 

  裁判になるかならないかは別にして、それ以前

のところで、法的にこういうことをやっちゃいけ

ないんだよとか、こういうことをやったらこうな

るんだよというようなことを、今、模擬裁判のよ

うなお話も教育長から話していただきましたけ

れども、具体的にそういうものが専門の人から出

されると生徒たちもふだんの先生からお説教の

ように言われることとまた違った捉え方をする

と思うんですね。そういった専門の人がいて実際

に学校に行くことが大事だと私は思うんですけ

れども、一番は予算ですかね。米沢市が独自でも

し導入したいとなったときのネックになるのは

やはり一番は予算ですか。 
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○鳥海隆太議長 今崎教育指導部長。 

○今崎浩規教育指導部長 予算的な部分もございま

すし、雇用の形態やら、他自治体の様子を見ます

と学校からメールで相談の依頼をしているとい

うこともあるようですし、あるいは弁護士のとこ

ろに行って、学校が出向いて相談する、あるいは

来ていただいて相談、そういう実際に相談などを

するにしてもさまざまな形態もあるようです。予

算という部分も確かにありますけれども、どのよ

うな雇用形態や運用をしていくかというところ

について、より使いやすいといいますか、有効な

形になるような検討がまず第一と考えていると

ころでございます。 

○鳥海隆太議長 堤郁雄議員。 

○１０番（堤 郁雄議員） そうですね。先進的に

導入されている自治体は、常勤で務めていらっし

ゃる方もいらっしゃいますけれども、そのときそ

のときでお願いしている、そういった形態もある

ようですし、そこはその自治体自治体で予算的な

ものもあるでしょうし、人的資源の問題もあると

思いますし、例えば全部の学校に１人ずつ配置す

るなんて言っても、米沢市においてそれだけの弁

護士がいらっしゃるのかという問題もあるわけ

ですからそれは現実的ではないにしても、例えば

１人２人とか相談できる、教育問題に明るい、勉

強してそれに対応していただくような、そういう

形態があれば学校現場にとっても先生方にとっ

てもすごくありがたいのではないかなと私も思

います。 

  ここで今、予算どうなんだという話をしても、

来年度の予算にも上がっていませんし、今のとこ

ろ無理だというお答えしかないんだと思います

けれども、来年度は無理にしても、将来のことを

見据えて予算措置あるいは調査費用なども考慮

していただければありがたいのではないかなと、

そこは要望ということにしたいと思います。 

  続きまして、災害廃棄物のほうなんですが、本

市では指定している場所はないというお答えだ

ったと思いますけれども、災害廃棄物の処理の仕

方については今検討中だということでよろしい

でしょうか。 

○鳥海隆太議長 堤市民環境部長。 

○堤 啓一市民環境部長 災害廃棄物の処理計画を

今年度と来年度で策定する予定で進めておりま

す。今お話しした仮置き場についても、新年度検

討してまいりたいと思っております。 

○鳥海隆太議長 堤郁雄議員。 

○１０番（堤 郁雄議員） 災害の規模にもよると

いうお話だったと思うんですけれども、どのぐら

いの面積を確保するかとか、どのぐらいの数を確

保するかとか、そのあたりのことも災害廃棄物処

理計画の中で出てくるんですか、そこまではっき

りと出てくるんでしょうか。 

○鳥海隆太議長 堤市民環境部長。 

○堤 啓一市民環境部長 どこまで細かく決められ

るかというところはあるんですが、ある程度災害

の種類とか規模によりまして、廃棄物の処理量と

いいますか、発生量をその状況に合わせてある程

度推計を行いまして、それに基づいて予定してい

る仮置き場の中から必要なところを開設すると

いうようなことになるかと考えております。 

○鳥海隆太議長 堤郁雄議員。 

○１０番（堤 郁雄議員） 今検討中ということだ

と思うんですが、今年度中ぐらいにハザードマッ

プができて配布される予定ですよね。私も見せて

いただいたことがあるんですけれども、色分けと

いうか、浸水の少ないところ、50センチまで、あ

と50センチから１メートルまでとか、種類という

か、その地域地域で色分けが違うと思うんですけ

れども、あの色分けというのは、お聞きした範囲

ですけれども、河川の中の支障木等が、水があふ

れたときに橋とかにぶつかってとまって、それに

よって増水するようなことは想定してないんで

すよというようなお話をお聞きしたような気が

するんですけれども、いかがでしょうか。 

○鳥海隆太議長 堤市民環境部長。 
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○堤 啓一市民環境部長 想定区域につきましては

県のほうで調査して公表されているわけですけ

れども、具体的にどの場所がそういう支障木が例

えば橋脚にひっかかってとか、想定区域を設定す

るに当たってのそういった詳細な情報について

は特にこちらでは聞いておりませんので、その辺

までは、一つ一つ区域を導き出すために使ってい

るかどうかわからない状況です。 

○鳥海隆太議長 堤郁雄議員。 

○１０番（堤 郁雄議員） 今のマップを見ますと、

浸水しないところは何もない空白のところにな

っていると思うんですけれども、そういった支障

木等があると想定よりも水かさがふえる可能性

があるわけですよね、地域によっては。災害の起

こったところによってはということになります

けれども、そうすると例えば床下ぐらいの浸水の

想定地域も床上になってしまうという可能性も

あるわけですよね。そうすると、今想定している

廃棄物の処理計画の想定を上回る量の廃棄物が

発生する可能性があるんじゃないかと思うんで

すけれども、その辺いかがでしょうか。 

○鳥海隆太議長 堤市民環境部長。 

○堤 啓一市民環境部長 まず支障木の考え方です

けれども、支障木があってその範囲とかあるいは

浸水深が深くなるとかということよりも、まず支

障木はできるだけ早く取り除かなくてはならな

いという方向で考えるべきだと考えます。それで、

もちろんそういう事態が起きれば浸水深も想定

よりふえるという場合もあるかとは思いますが、

そこを事前に予定して廃棄物の量を変えるとい

うのはなかなか難しいかなと考えております。 

○鳥海隆太議長 堤郁雄議員。 

○１０番（堤 郁雄議員） なかなか、想定はあく

までも想定ですので、どのぐらいを想定するかに

よって出てくる廃棄物の量もまた変わってくる

んだと思うんですけれども。 

  ただ、去年の災害があった後、ごみの仮置き場

へ運んでいる、軽トラックとかにいっぱい積んで

移動している人たちがいっぱいいるわけですよ

ね。そこが１カ所しかないということはないと思

うんですけれども、そこまでがすごく遠くて、移

動にすごい時間がかかって、数珠つなぎになって

長蛇の列と、ごみ処分しに行くだけでも何時間も

かかるんだなんていうのをテレビで見たような

気がするんですけれども。そうなると復興にも時

間かかるということがありますので、ある程度の

場所、複数の場所を見ていただきたいと思うんで

すけれども、当然複数の箇所は想定して計画して

いただけると思うんですが、いかがでしょうか。 

○鳥海隆太議長 堤市民環境部長。 

○堤 啓一市民環境部長 複数になるかどうかは、

先ほどから申し上げていますとおり、廃棄物の発

生見込みと、その見込みを出すに当たってはやは

り災害の規模等によるかと思います。当然災害の

規模が大きくなるにつれて必要な場所数も多く

なると考えておりますので、その状況に合わせて

設置することになると考えております。 

○鳥海隆太議長 堤郁雄議員。 

○１０番（堤 郁雄議員） それと、その場所が多

分想定されるとすれば、市の保有している、今使

っていない遊休地がまず第一に選定される場所

になるのではないかと思いますけれども、その場

所がちょっと遠過ぎるとそこに運ぶための時間

とかがすごくかかってしまうので、できれば災害

のあった場所に近いところだと一番ありがたい

わけですよね。ただ、必ずしもそこに市の保有地

があるとは限らないわけですよね。そうなった場

合に、私有地、個人の持ち物の土地をお借りして

ということも出てくると思うんですけれども、そ

の辺についてはいかがでしょうか。 

○鳥海隆太議長 堤市民環境部長。 

○堤 啓一市民環境部長 そういった仮置き場の候

補地を決める際には、先ほど申し上げたとおり、

いろいろさまざまな条件を考慮しながら選定す

ることになるかと思いますけれども、まずは公有

地の選定を優先し、それで十分でない場合はもち
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ろん民有地の指定も検討していく必要があると

考えております。 

○鳥海隆太議長 堤郁雄議員。 

○１０番（堤 郁雄議員） 災害はいつ起こるかわ

からないわけですので、そういった公有地だけで

はなくて、あるいは私有地も必要になるという場

合には、前もって計画の中で選定をしておいて、

内々でもいざというときには使わせていただき

たいというようなことをお願いしておくのがい

いのかなと私は思うんです。というのは、その持

ち主がまた災害に遭ってしまってなかなか連絡

がとれないとかということも考えられるわけで

すよね。ですので、ぜひ計画のときにはそこまで

細かい配慮をしていただきたいと思います。 

  私からは以上です。 

○鳥海隆太議長 以上で10番堤郁雄議員の一般質問

を終了し、暫時休憩いたします。 

 

午後 ２時５０分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

午後 ２時５０分 開  議 

 

○鳥海隆太議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に進みます。 

  一つ、令和元年台風第19号の教訓は何か、１番

小久保広信議員。 

  〔１番小久保広信議員登壇〕（拍手） 

○１番（小久保広信議員） 時間もありませんので、

早速質問に入らせていただきたいと思います。 

  台風19号の教訓についてお尋ねいたします。 

  災害の少ない本市でございますけれども、昨年

10月12日の台風19号は、多大な被害と避難所を開

設する事態になりました。この災害から５カ月が

過ぎようとしています。この災害で明らかになっ

た課題や教訓が取りまとめられ、その対応が、対

策ができ上がったのではないのかと思います。今

回の災害は、まさに綱渡りの状況で乗り切ったと

いうことではなかったでしょうか。今回の課題や

教訓をしっかりと今後の災害対策に生かしてい

かなければなりません。 

  ここで、台風19号について改めて振り返ります

と、米沢の観測所で累加雨量208ミリ、21時から

22時と22時から23時に１時間に25ミリの雨量を

観測しています。板谷沢観測所では累加雨量319

ミリ、21時から22時の１時間に37ミリの雨が降り

ました。そのために、農地や農道、林道などで大

きな被害が出ました。 

  避難勧告などの状況は、18時に大字板谷に避難

勧告が発令されたのを初め19時50分に田沢地区、

三沢地区の土砂災害警戒区域に避難勧告が発令、

21時10分、山上地区に避難準備・高齢者等避難開

始情報が発令され、22時半には山上地区に避難勧

告が発令されました。さらに、22時55分に万世地

区、広幡地区、愛宕地区、南原地区の土砂災害警

戒区域に避難勧告が発令され、23時25分には市内

全域に避難準備・高齢者等避難開始情報が発令さ

れる事態になりました。 

  そのため、各地区コミニュティセンターを初め

小学校や置賜総合文化センターなど21カ所の避

難所が開設されました。幸いにも人的被害は出ま

せんでしたが、避難所に最大で372人の方が避難

をいたしました。本市でこのように大規模に多数

の避難所を開設した災害は初めてであり、さまざ

まな問題や課題が出たと聞いております。 

  ことしの夏も暑く、台風も多いと言われており

ます。ことしもまた豪雨災害が起きる可能性があ

ります。しっかりとした対策が必要です。 

  そこで、まず初めに、初めての多数の避難所開

設でのさまざまな問題点は何だったのでしょう

か。代表質問でもありましたが、改めてお伺いい

たします。 

  避難所への情報の伝達はうまく機能したのでし

ょうか。避難所へ災害対策本部からの情報がなく、

テレビやラジオの情報に頼っていたという報告
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もあります。避難所設置のお願いなどを含めてさ

まざまな情報の伝達はどうだったのでしょうか。

うまくいったのでしょうか。改善点は何であった

のでしょうか、あわせてお伺いいたします。 

  また、来年度の市政運営方針に「昨年の台風19

号接近時における各コミュニティセンターなど

での避難所開設の検証を踏まえ、新年度からコミ

ュニティセンターなどで避難所開設等を担当す

る市職員を配置することについて、早急に対応し

ていきます」と記載がありますが、この担当職員

の配備は今回うまくいったのでしょうか。 

  私は、2017年の９月議会で避難所への職員配置

と避難所の運営訓練の実施を訴えてきました。職

員への連絡に当たった係長クラスの職員が、部下

職員の連絡を依頼された後の指示がなく、ずっと

家で待機をしていたという話もあります。職員へ

の情報はきちんと伝達されていたのでしょうか、

お伺いいたします。さらに、現行の避難所開設マ

ニュアルは機能したのでしょうか。不備だった点

は何なのでしょうか、お伺いいたします。 

  次に、対策本部での情報の収集や伝達、各所と

の情報の共有はできたのかお伺いします。 

  対策本部としての情報収集能力はどうであった

のでしょうか。市民への情報提供や避難の周知は

どうだったのでしょうか。防災無線や広報車の声

は雨音でよく聞き取れなかった、聞こえなかった

という話があります。そのような中でエリアメー

ルや防災ラジオが機能したと思います。実際はど

うであったのかお伺いをいたします。メールの使

えない高齢者のみの世帯への対応はどうだった

のでしょうか。今後の市民への情報伝達をどのよ

うに取り組んでいかれるのでしょうか、お伺いい

たします。また、自主防災会、消防団など関係機

関との情報の共有はできたのでしょうか、この点

についてもお伺いいたします。 

  最後に、自主防災会の組織体制は機能したので

しょうか。また、現行のマニュアルのままでよい

のでしょうか。自主防災会の組織はこの災害で機

能したか、その検証はどうであったのか、お伺い

いたします。 

  市政運営方針で「自主防災組織率の向上を図る

とともにその活動を支援し、防災・危機管理体制

の確立を図ることに加え、本市消防力強化に向け

て、消防団組織の見直しや、団員が活動しやすい

環境づくりに取り組みます」としていますが、自

主防災会の組織は現在の組織形態のままでよい

のでしょうか。マニュアルの見直しが必要だと思

いますが、当局のお考えをお伺いし、壇上からの

質問といたします。 

○鳥海隆太議長 堤市民環境部長。 

  〔堤 啓一市民環境部長登壇〕 

○堤 啓一市民環境部長 まず、（１）初めての大

規模な避難所開設でのさまざまな問題点につい

てお答えいたします。 

  御質問のとおり、昨年10月に本市に接近した令

和元年台風第19号におきましては、21カ所もの避

難所を開設し、初めて避難勧告や避難準備・高齢

者等避難開始といった避難に関する情報を最終

的に市内全域に発令しました。 

  本市全域ということもあり、避難所開設に関す

る問題点や改善策に関する聞き取り調査を行っ

ております。問題点としては大きく３つに分けら

れ、避難所開設・運営に関するもの、情報伝達に

関するもの、避難所の人員体制に関するものなど

の課題が挙げられております。 

  主なものとしましては、コミュニティセンター

からは避難所開設・運営マニュアルがあっても、

施設側職員、派遣された市職員とも避難所開設運

営方法が十分理解されていない、避難所への情報

伝達、提供が行き届いていない、派遣された職員

からは災害対策本部からの情報伝達がない、避難

所開設する職員をあらかじめ確保しておく必要

性があるのではないかなど多くの問題点や改善

点の指摘をいただいております。 

  その結果を踏まえると、避難所を開設するに当

たってそれぞれの役割や具体的にどのように行
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動すべきかよくわからないという意見が多数を

占めておりますので、開設の可否判断、開設の際

の施設管理者への伝達方法、開設時の施設管理者

側の役割、運営のために派遣する市職員の役割な

どを定めた避難所開設・運営マニュアルを早期に

修正するよう作業を進めてまいります。 

  また、災害対策本部等から各避難所へ情報提供

を行う場合においても、適時、迅速、正確に伝達

できるよう、その手段、内容などについてもあわ

せてマニュアルに示してまいります。 

  避難所を開設する職員の配置につきましては、

事前に誰が避難所へ向かうのか決めていなかっ

たことから、各課の連絡網や対策本部から所属長

に連絡するなどして避難所へ向かう職員を選定

しましたが、土曜日という週休日であったことか

ら連絡がとりづらいことなどがあったようです。 

  そのような反省を受けて、現在、誰がどの避難

所を担当するのか選定作業中でありますが、選定

後は配置する市職員の研修会を実施し、また市職

員、各避難所の施設管理者、必要に応じて地域の

方々による避難所開設に係る打ち合わせを行い、

各避難所や各地域の実情に合わせた対応を検討

していきたいと考えております。 

  次に、対策本部での情報の収集や伝達、各所と

の情報の共有についてですが、情報の収集につき

ましては、気象庁が随時発表する情報、山形県土

砂災害警戒システム、山形県河川・砂防システム、

山形県防災情報管理システムを活用し、必要な情

報は収集できたと考えておりますので、今後も引

き続きこれらのシステムを活用してまいります。 

  情報の伝達につきましては、避難勧告や避難準

備・高齢者等避難開始といった避難に関する情報

を今回の台風第19号で発令いたしましたが、夜間

の22時台や23時台ではなく日中の段階で発令し、

日没までには避難が完了できるような避難行動

の判断及び伝達体制の整備に努めてまいります。 

  メールを使えない高齢者のみの世帯への対応で

すが、詳細には把握できておりませんが、今後は

テレビのＬ字放送やｄボタンを押すことによっ

て各種情報収集が可能であるため、この活用方法

や災害時要援護者支援制度についてさらに認知

度を上げていく必要があります。 

  また、とりわけ高齢者のみの世帯等で避難所ま

で足を運ぶのが困難だという方もいらっしゃる

かと思われますので、その場合は住宅内の２階以

上の階に避難する、いわゆる垂直避難という方法

もあるということなども周知していきたいと考

えております。 

  一方、自衛隊、米沢警察署、置賜広域行政事務

組合米沢消防署、米沢市消防団本部といった関係

機関が災害対策本部に詰めていただいたことで、

それぞれの機関と十分な被害情報の収集や共有

及び連携を図ることができたと考えております。 

  今後におきましては、緊急告知ラジオの有効性

と課題についてアンケート調査を実施しました

ので、その検証を行い、今後の整備方針を検討し

ていくほか、本市ホームページについても、見や

すく、情報収集しやすくするための修正作業を進

めていきます。 

  さらには、新庁舎建設に伴い、令和２年度に移

動系防災行政無線を整備するとともに、災害対策

本部室及び防災情報集約システムなどを整備し、

市民への情報発信及び避難所となるコミュニテ

ィセンター、小中学校への情報伝達の強化を図っ

てまいります。 

  最後に、自主防災組織の体制は機能したかにつ

いてです。 

  自主防災組織内の区域の被害状況の有無や、組

織としてどのような対応を行ったかなどの報告

を全ての自主防災組織からいただいてはおりま

せんけれども、一部の自主防災組織活動事例とし

ましては、夜間の避難行動発令であったため、浸

水想定区域にある世帯へ電話連絡や直接訪問を

実施し、垂直避難を促したり、避難が困難な高齢

者宅を訪問し避難所へ誘導を行うなどの避難行

動の支援を行った事例がありました。 
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  自主防災組織は、地域住民の避難誘導や避難所

の運営に関して重要な役割を果たすことが期待

されていることから、本市との情報共有の方法、

内容等について検討してまいりたいと考えます。 

  また、現在の自主防災組織マニュアルにつきま

しては、自主防災組織の活動内容、班編成なども

大きなくくりとなっておりますので、自主防災組

織が活動しやすい内容となるよう自主防災組織

の代表者や山形県防災アドバイザーからも御意

見をいただき、マニュアルの見直しを行い、それ

をもとにした出前講座や訓練など自主防災組織

への協力、支援をしていきたいと考えております。 

  また、自主防災組織が未結成の町内会もありま

すので、台風第19号による自主防災組織の活動事

例なども紹介し、自主防災組織結成に向け取り組

んでまいります。 

  全国的に大雨、台風に伴う災害が頻発している

昨今、本市においても今後同じ規模かそれ以上の

気象変動に伴う大規模災害に見舞われる可能性

がありますので、今回の台風19号の教訓を踏まえ、

最善の対応ができるように努めてまいります。 

  私からは以上です。 

○鳥海隆太議長 小久保広信議員。 

○１番（小久保広信議員） 答弁ありがとうござい

ました。 

  さまざまな課題があったと御報告いただきまし

たけれども、まず避難所の関係で２回目の質問を

させていただきますと、設置、運営などの研修を

行うと、職員の、そういったお話だったわけです

けれども、実際の設置や運営の訓練というものが

必要なのではないかなと思うんですが、その点は

いかがでしょうか。 

○鳥海隆太議長 堤市民環境部長。 

○堤 啓一市民環境部長 米沢市の総合防災訓練等

で各避難所の実情に合わせて実施していきたい

と考えております。今年度ですか、南原地区でも

そういった避難所の開設訓練等も行ったところ

でございます。 

○鳥海隆太議長 小久保広信議員。 

○１番（小久保広信議員） 今年度、南原の総合防

災訓練のところで避難所設置・運営訓練というこ

とでされましたけれども、実際にあれでちゃんと

うまくいくのかなと非常に不安に思ったところ

もございます。ぜひきちんとした、担当職員が、

地域の方が入った訓練が必要だと思います。その

点は要望しておきます。 

  先ほど避難所担当職員と地域の方が打ち合わせ

を行うというようなお話がございましたが、そこ

はきちんと決めて打ち合わせなり意見交換なり

情報交換をすべきだと思うんですが、その点はい

かがですか。 

○鳥海隆太議長 堤市民環境部長。 

○堤 啓一市民環境部長 職員の人事異動もござい

ますし、施設管理者の方も交代したり、自主防災

組織の役員の方も交代するなどということも想

定されますので、毎年そういった打ち合わせ等あ

るいは意見交換等を行うようにしていきたいと

考えております。 

○鳥海隆太議長 小久保広信議員。 

○１番（小久保広信議員） ぜひとも定期的に行っ

ていただいて、いつ何どき、いろいろな災害、ど

んな災害が起こるかわからないわけですから、ど

ういった場面でもしっかりとした避難所設置・運

営ができる、そういった体制をつくっていただき

たいと思います。 

  今回の災害でさまざまな不備な点が出されまし

たけれども、この原因はどこにあったのか、その

原因の把握と対策というのは今回できたんでし

ょうか。 

○鳥海隆太議長 堤市民環境部長。 

○堤 啓一市民環境部長 一番は、避難所へ派遣す

る職員を事前に担当割り振りしていなかったと

いうことで、開設の、先ほどもお話ありましたよ

うに、研修等を行っていないということが一つや

はり大きな原因かと考えております。 

  また、マニュアルはあるわけですが、それぞれ
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職員が十分理解するまでそういう研修会とかあ

るいは訓練ということを行っていなかったとい

うことが一番の原因と考えております。 

○鳥海隆太議長 小久保広信議員。 

○１番（小久保広信議員） やはり一番はそこだと、

職員が決まっていなかった点だと思いますし、マ

ニュアルもありますけれども、実際どれだけ皆さ

んが、私も含めてですけれども、頭の中に入って

いるかというと、ほとんどわかっていない、理解

していない、そういった状況がやはりこういった

緊急の事態に出たのかなと思います。そこは対応

していただきたいと思います。 

  あともう１点、避難所の関係で、今回避難所で

必要だったものというのが出たと思うんですけ

れども、そういったものは備蓄なり準備できてい

たのか、そして備蓄が必要だというものはどんな

ものがあったのかお知らせください。 

○鳥海隆太議長 堤市民環境部長。 

○堤 啓一市民環境部長 今回は、防災資機材倉庫

の設置を進めてきてはおりましたけれども、まだ

備蓄品が少ない、特に学校関係についてはそうい

った状況にありました。そういったことで、例え

ば毛布等も施設によっては備蓄量が少ないため

に、ほかの施設、避難所から運んだとか、そうい

ったことが実際あったところでございます。 

○鳥海隆太議長 小久保広信議員。 

○１番（小久保広信議員） 今回不足していたもの

というのはきちっと備蓄をして、さまざまな災害

に対応できるようにしていただきたいと思いま

す。それがないとやはり、秋の状況なので、まだ

そんなに寒くない、冬と違ってそんなでもないわ

けですけれども、これが冬、豪雪のときに地震だ

ったりということがあればそれなりのものが必

要だと思いますので、ぜひそこは要望しておきた

いと思います。 

  次に、先ほど緊急告知ラジオの効果を検証する

みたいなお話がございましたが、この緊急告知ラ

ジオは、全て配布し終わったんでしょうか。 

○鳥海隆太議長 堤市民環境部長。 

○堤 啓一市民環境部長 浸水想定区域と土砂災害

警戒区域の特別警戒区域の御家庭とかあるいは

事業所等にお配りしておりますが、これまで約

800台ほどお配りしております。まだ残りの部分

もございますが、故障が出ている世帯の交換用に

利用しているところでございます。 

○鳥海隆太議長 小久保広信議員。 

○１番（小久保広信議員） 多分1,000台だったと思

ったんですが、故障等のところの交換もあるんで

しょうけれども。 

  先ほど高齢者の垂直避難のお話がありましたけ

れども、やはり防災行政無線では聞こえない、広

報車でも聞こえない。ましてや今回の場合、夜間

だったわけで、高齢者の方は９時にはお休みにな

られている、そういったときに回っても、そのま

まそういった避難情報も知らずにいる、そういっ

た状況があるのではないのかなと思うんです。そ

うした場合に、緊急告知ラジオをしっかり高齢者

世帯に配布していくということも必要だと思う

んですが、そういった対策はどのようにお考えで

すか。 

○鳥海隆太議長 堤市民環境部長。 

○堤 啓一市民環境部長 今回、４月１日に市の広

報と一緒にハザードマップ、防災マップを配布さ

せていただきますけれども、浸水想定区域がこれ

までのマップと比べますと大分広くなっており

ます。そういったことで、該当する世帯も相当多

くなると思われます。想定区域内の高齢者世帯に

ついても洗い出しながら検討していきたいと考

えております。 

  緊急告知ラジオにつきましては、現在配布して

いる方々についてもいろいろアンケート等でお

聞きしている部分もありますので、そういった回

答などもいろいろ分析しながら検討していきた

いと思っております。 

○鳥海隆太議長 小久保広信議員。 

○１番（小久保広信議員） ぜひ、メールを使えな
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い高齢者の方がいらっしゃるわけですから、スマ

ホも持っていない、そういった中で緊急告知ラジ

オがやはり一番の有効な手段だと思いますし、し

っかりと、想定区域内の高齢者だけではしようが

ないかもしれませんけれども、ぜひ多くの高齢者

世帯にそういったものを配布する、無料で配布し

ないまでも、ある程度の助成をする、そういった

ことも一つの手段だと思います。ほかの市町村で

はそういった助成制度で広めているところもご

ざいますので、その点はいかがですか。 

○鳥海隆太議長 堤市民環境部長。 

○堤 啓一市民環境部長 配布するかどうかも検討

するわけですけれども、配布する場合にはそうい

ったことも検討していきたいと思います。 

○鳥海隆太議長 小久保広信議員。 

○１番（小久保広信議員） ぜひそこは配布する方

向できちっと方針を決めていただきたいと、財政

的にも必要な部分あると思いますけれども、ぜひ

そこはお願いをしたいと思います。 

  最後に、自主防災組織の部分ですが、今回一部

の活動の報告ということでお話がございました。

ほかの報告がなかったところもどうだったのか、

そこを調べる必要があるのではないかなと思う

んですが、その点はいかがですか。 

○鳥海隆太議長 堤市民環境部長。 

○堤 啓一市民環境部長 今回、自主防災組織の当

時の活動状況について、照会等したりしておりま

すが、全て把握できていたわけではありませんの

で、なお、どういった状況、活動状況を確認しな

がら、今後、よりしっかりとそういったそれぞれ

の組織が活動できるように取り組んでまいりた

いと考えております。 

○鳥海隆太議長 小久保広信議員。 

○１番（小久保広信議員） せっかく自主防災組織

があって、そこが有効に活動できて、そういった

ことで災害を未然に防いでいく、そういったこと

ができると思いますし、今の状況の体制が本当に

今のままでいいのかどうか、そこを検証していか

ないと、将来このままでいって大丈夫なんだとい

うことがわからなくて、そのままいって大災害で

全然動けなかったです、逆に対応できませんでし

たということでは困ると思うんです。そこはやは

りきちんと検証すべきだと思います。私としては、

機能したのかというところをお聞きしたかった

んですが、数事例しかないということでしたので、

その点しっかりと対応していただきたいと思う

んですが、いかがですか。 

○鳥海隆太議長 堤市民環境部長。 

○堤 啓一市民環境部長 しっかりそれぞれの自主

防災組織とは情報交換等を密にして対応してい

きたいと思います。 

○鳥海隆太議長 小久保広信議員。 

○１番（小久保広信議員） ぜひそこはお願いした

いと思います。実際、災害がないのが一番いいわ

けですけれども、出た場合にいかに被害を少なく

するのか、そのための組織、対応をどうするのか、

そこをしっかりとつくっていかなければならな

いということを申し上げて、私の質問を終わりま

す。 

○鳥海隆太議長 以上で１番小久保広信議員の一般

質問を終了し、暫時休憩いたします。 

 

午後 ３時１９分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

午後 ３時２９分 開  議 

 

○鳥海隆太議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  ここで、あらかじめお諮りいたします。 

  本日の会議が定刻の午後４時まで終了しない場

合、会議時間を日程終了まで延長することとした

いと思いますが、御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○鳥海隆太議長 御異議なしと認めます。 

  よって、本日の会議が定刻の午後４時まで終了
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しない場合、会議時間を日程終了まで延長するこ

とに決まりました。 

  次に進みます。 

  一つ、2020年度の小学校プログラミング教育必

修化に向けた本市の取り組みについて、15番齋藤

千惠子議員。 

  〔１５番齋藤千惠子議員登壇〕（拍手） 

○１５番（齋藤千惠子議員） 一新会の齋藤千恵子

です。早速質問に入らせていただきます。 

  今回の質問は、2020年４月、今からあと一月ほ

ど先の実施であります小学校プログラミング教

育実施に向けた本市の取り組みについて質問さ

せていただきます。 

  文部科学省が発表した新学習指導要領では、授

業内容の重要な改訂の一つに「情報活用能力の育

成」をポイントとして挙げております。それに伴

い、2020年度では小学校でプログラミング教育の

実施、2021年度では中学校、そして2022年度では

高等学校において実施のスケジュールでありま

す。そこでお伺いいたします。 

  小項目１つ目、このプログラミング教育を通し

てどんな子供たちを育てたいのかについてお伺

いいたします。 

  次に、小項目２つ目、プログラミング教育の

「人・もの・こと」の準備状況についてお伺いい

たします。 

  人・もの・こと、これは小学校プログラミング

教育の手引によりますと、「人」とはプログラミ

ング教育をリードする教師、そして外部人材、そ

れからプログラムの知識、見識の育成、習得、そ

してＩＣＴ支援員の活用などです。「もの」とは、

ＩＣＴ環境の整備、そして予算、運用などです。

３つ目の「こと」とは、プログラム教育事例、カ

リキュラム作成の指針立案、そして実践事例など

の普及などであります。これら３つの人・もの・

ことを現在バランスよく整備している段階であ

るとは思いますが、これら３つの人・もの・こと

を同時にそのレベルを底上げすることも重要な

のではないかと思います。 

  最後になりますが、小項目３つ目、これらプロ

グラミング教育の課題、そしてその課題解決に向

けた取り組みについてお伺いいたします。 

  先生方は今超多忙です。子供たちもそれに従っ

て大変忙しいです。プログラミング教育がこれら

に拍車をかけないように、そして子供たちが目を

輝かせて興味を持ってプログラミング教育に取

り組むことができますように、教育委員会も、そ

して学校現場も、今、新型コロナウイルス感染症

対応で大変なときだとは思いますが、このプログ

ラミング教育の実施も近々の実施です。あと一月

です。どうぞ教育委員会が先頭に立って、あの手

この手で工夫をしながら、プログラミング教育が

子供たちの実になりますように強く願いながら、

壇上からの質問とさせていただきます。 

○鳥海隆太議長 大河原教育長。 

  〔大河原真樹教育長登壇〕 

○大河原真樹教育長 私からは、2020年度の小学校

プログラミング教育必修化に向けた本市の取り

組みについてお答えいたします。 

  初めに、プログラミング教育が必修化された経

緯についてでありますが、現代社会は情報化の進

展により人々の生活が大きく変化し、将来の予測

が難しい社会であり、情報技術を手段として活用

していく力が重要と言われています。子供たちが

将来どのような職業につくとしても、コンピュー

ターを理解し上手に活用していく力を身につけ

ることは重要であり、諸外国においても初等教育

の段階からプログラミング教育を導入する動き

が見られます。そのような時代の変化を背景とし

て、新しい学習指導要領にプログラミング教育が

盛り込まれました。 

  次に、プログラミング教育を通してどのような

子供たちを育てていくかについてでありますが、

プログラミング教育の狙いとして、以下の３点が

示されています。 

  １点目は、プログラミング的思考を育むことで
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す。プログラミング的思考とは、コンピューター

やプログラミングの概念に基づいた問題解決型

の思考のことであり、道理や筋道にのっとって考

えて結論を導いたり、複雑な事柄をわかりやすく

説明したりする力である論理的思考力の育成に

つながるものであります。 

  ２点目は、コンピューター等を活用して問題を

解決し、よりよい社会を築こうとする態度を育て

ることです。 

  ３点目は、プログラミングの学習活動によって

その教科の学習内容をより確実に理解すること

です。 

  これら３つの狙いを受け、本市では、課題を発

見する力、課題に主体的に取り組む姿勢、課題解

決に向け他者と協力する姿勢、論理的思考で課題

解決する力、その思考を適切に表現し伝える力を

身につけた、これからの時代を力強く生き抜き、

活躍できる子供を育てたいと考えています。 

  次に、プログラミング教育実施に向けた人・も

の・ことの準備状況についてお答えします。 

  初めに、「人」の準備についてでありますが、

今年度はＩＣＴ支援員の配置は行っておりませ

ん。しかしながら、現在実施しております情報教

育サポート事業において授業支援を受けること

が可能になっています。また、人材育成という視

点からは、教育委員会の指導主事や理科センター

指導員が中心となっての教員研修を充実させて

います。教育研究発表会、授業改善実践セミナー、

移動理科実験講座などの実践研修を開催し、延べ

195名の教員が研修を受けました。これらの研修

を受け、各校においては伝達講習会の実施や、外

部講師を招聘しての研修会を行っており、プログ

ラミング教育への準備を進めております。 

  次に、「もの」の準備についてですが、教育委

員会と理科センターではプログラミング学習に

必要となる教材を購入し、学校に貸し出しできる

準備をしています。また、各校においても必要な

備品を段階的に購入している状況です。プログラ

ミング学習に使用する端末は各校に１クラス分

のタブレットやノートパソコンが整備されてい

る状況で、次年度からのプログラミング教育を進

められる学習環境はできております。 

  今後、学習環境のさらなる充実に向け、教材や

端末の整備に努めてまいります。 

  最後に、「こと」の準備ですが、教育委員会で

は平成30年度に小学校情報活用能力育成の基本

指導計画を作成し、各校に配付しています。本計

画には、情報機器の操作技能、プログラミング学

習、情報モラル教育の観点での学習内容や指導計

画が示されており、各学校において情報活用能力

の育成を系統的、体系的に進められるものとなっ

ております。 

  最後に、プログラミング教育を進めていく上で

の課題とその解決に向けた今後の取り組みにつ

いてお答えいたします。 

  課題としましては、まだスタート期であります

ので、教員の指導力がそろっていないということ

が挙げられます。全ての教員が一定の指導力を身

につけ、市内全校、全教員でプログラミング教育

が行われるようにしていかなければならないと

考えておりますので、議員がお話しされた「人・

もの・こと」の視点で検討を重ね、学校、教員を

支援してまいりたいと思います。 

  私からは以上です。 

○鳥海隆太議長 齋藤千惠子議員。 

○１５番（齋藤千惠子議員） ありがとうございま

した。それでは少しお聞きしたいと思います。 

  狙いの一つがプログラミング的思考を育成する

ということでございましたが、このプログラミン

グ的思考と情報活用能力ということの中で、情報

活用能力をトータル的に育成する中でプログラ

ミング的思考の育成を適切に組み入れていくと

いうか、そういう考えでよろしいのでしょうか。 

○鳥海隆太議長 今崎教育指導部長。 

○今崎浩規教育指導部長 議員お話しのとおり、プ

ログラミング学習というのは手段でございます
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ので、プログラミング学習教育を通して情報活用

能力の向上に努めるということで捉えていると

ころでございます。 

○鳥海隆太議長 齋藤千惠子議員。 

○１５番（齋藤千惠子議員） そのプログラミング

的思考、なかなかわかったようでちょっと難しい

のでありますが、それを育成するには具体的には

どんなことが必要と考えていらっしゃいますか。 

○鳥海隆太議長 今崎教育指導部長。 

○今崎浩規教育指導部長 思考をきちんと順序立て

て考えていく、思考するときに順序立てて考えて

いく、その際に課題として受けているものがどん

なものであるかということをまず分析するとい

う機会が必要であろうと思います。一見複雑な問

題に思えるものであっても、整理をすると意外と

単純なものが幾つか並んでいるということもご

ざいます。そういうふうにまず問題をきちんと整

理する機会、そして、ではそれを一つ一つ解決す

るためにどのような方法があるか見通しを持っ

てそういうものを捉えていく、最後にそれらのこ

とを総合してどんな結論をつけるか、そしてそれ

を今度、そこで終わってはいけませんので、どの

ようにして他者に伝えていくかという一つ一つ

のプロセスを大事にしながら、そういった機会を

子供たちに体験させる、そんなことが必要であろ

うと考えているところでございます。 

○鳥海隆太議長 齋藤千惠子議員。 

○１５番（齋藤千惠子議員） ただいまの御答弁で、

本市の場合はタブレットも１校に１クラス分の

準備だとお聞きいたしましたが、このプログラミ

ング教育の狙いであるプログラミング的思考を

育てる、育成するために、コンピューターを用い

ずに行う指導の考え方はどうなっていますでし

ょうか。 

○鳥海隆太議長 今崎教育指導部長。 

○今崎浩規教育指導部長 コンピューターの操作と

なりますと小学校低学年のうちはまだまだふな

れなことなどがあったりしますので、そういった

ところが難しいこともございます。それで、今国

のほうで言われているのは、パソコンなどを使わ

ないでということで、例えばカードを用いて、カ

ードに次のしたいことを書いて、それを順序よく

並べていって解決に結びつけるなんていう手法

を授業に取り入れるというふうことが考えられ

るものでございます。中学年ではそこから、３・

４年生ではそこから今度はコンピューターを時

折使って、高学年ではコンピューターを主にして

ということで、段階を追って、初めからパソコン

にさわるという形ではなくて、まず思考の流れを

そういったカードを用いたところで捉えて、そし

てパソコンに置きかえていくということなどの

手法が考えられているところでございます。 

○鳥海隆太議長 齋藤千惠子議員。 

○１５番（齋藤千惠子議員） ありがとうございま

す。 

  ８月の先生方の研究会がありましたね。そのと

きに、ある先生が百均のさまざまなものを使って、

実に上手に教材を使っていらっしゃるんだなと

思って感心して帰ってきた覚えもございます。 

  何でそのことをお聞きしたかったかというと、

平成29年３月の参議院の総務委員会で当時の高

市大臣が発言した中で、このプログラミング教育

では、よい教材、そしてよい指導者の確保、これ

がこのプログラミング教育、小学校でも中学校で

も高校でも一つの大きな鍵になるという発言を

なさっていらっしゃったのをテレビで聞いたも

のですから、それをお聞きしたところでした。 

  それで、先ほどから先生方の研修につきまして

はいろいろ工夫をなさって、皆様が足並みそろう

ようにということで、得意な方、不得意な方もい

ろいろいらっしゃると思いますが、外部の方もい

ろいろ御指導いただきながら研修をなさってい

らっしゃるということでありますが、このプログ

ラミング教育の準備の一つの「人」の中で、先生

方の考えや、それからいろいろ実践なさっていら

っしゃることを、例えばの話、教育センターとい
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うんでしょうか、教育センターのようなサーバー

の中に入れて、みんなで共有したり見たり感想を

述べたり、先生方がつながるような、そういった

仕組みづくりなどはどのようになっていますで

しょうか。 

○鳥海隆太議長 今崎教育指導部長。 

○今崎浩規教育指導部長 やはり議員お話しのよう

に、よい教材をその人だけのものにしておくとい

うのはもったいないことだなと思います。よいも

のであればそういうものを活用して、より多くの

子供たちがその恩恵にあずかれるようにという

ことは大事な視点だなと思っております。 

  現在、校務支援ソフトというのを導入しており

まして、学校で使っているわけですけれども、そ

ういったところで共有できる機能もございます。

しかしながら、今現在余り活用されている状況が

多くありませんので、そういったところも今後使

いやすさなども検討しながら、先生方が使えるよ

うな形で運用していきたいと考えているところ

でございます。 

○鳥海隆太議長 齋藤千惠子議員。 

○１５番（齋藤千惠子議員） 先生方の負担という

意味ではなかなか、新しい試みであるプログラミ

ング教育必修化、小学校における必修化というこ

とは大変なことだなと思って見ておりますが、先

生方の負担という点では、得意な先生が余り得意

でない先生に教えたり、またカリキュラムを作成

するときには教育委員会が先頭に立って指導な

さったりいろいろ工夫はなさっていらっしゃる

のかなと思いますが、その点はいかがでしょうか。 

○鳥海隆太議長 今崎教育指導部長。 

○今崎浩規教育指導部長 議員お話しのように、新

しいことに取り組むということでは、やはり教員

はそれに向けての仕事がふえるわけですので、忙

しさが、ないことを考えればふえるということに

なろうかと思います。しかしながら、これからの

時代、求められる力でもあるということも考える

と、子供たちのことを思えばやはり進めていかな

ければならないということで、現場の先生方も一

生懸命取り組んでいるところでございます。 

  先ほどの英語教育のときにもございましたけれ

ども、小学校では交換授業ということで、得意な

先生が授業を持ってくださりながら、それを見せ

てもらいながら学ぶなんていうことの機会もと

れると思いますし、今後我々としましてもカリキ

ュラムあるいは教材づくりというところで委員

会として支援できるものについては支援をして

まいりたいと思います。そういった形で、教育委

員会としても、あるいは得意な先生方を中心とし

た学校の中でも、プログラミング学習が推進でき

ますように今後とも頑張ってまいりたいと思い

ます。 

○鳥海隆太議長 齋藤千惠子議員。 

○１５番（齋藤千惠子議員） 子供たちのことなの

ですが、近年、全国的に児童生徒の視力低下とい

うことが叫ばれておりますが、なかなか視力低下

にも歯どめがかからない状態であります。子供た

ちの生活の環境を見てみますとそれもいたし方

ないかなと思われる節もありますが、このプログ

ラミング教育の導入によって、タブレットという

意味でのそういう意味での視力低下を防ぐ手だ

てなどなさっていらっしゃいますか。 

○鳥海隆太議長 今崎教育指導部長。 

○今崎浩規教育指導部長 タブレットになりますと、

どうしてもパソコンよりも近い距離で扱うこと

が多くなる、そういう機会が多くなるのではない

かなと思っております。 

  しかしながら、では視力低下ということの歯ど

めとしてということで考えると、なかなかこれと

いった手だては考えられないかなと思います。し

かしながら、長時間連続して画面を見続けないよ

うにするであるとか、子供たちが使う時間を考え

て、多くならないようにするなどということの手

だてはしていかなければならないであろうと考

えているところでございます。 

○鳥海隆太議長 齋藤千惠子議員。 
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○１５番（齋藤千惠子議員） もっともっと視力を

低下させるようなことが家庭の中でもいろいろ

起きているような現状の中で、全国でプログラミ

ング教育に先駆けてタブレットを導入なさった

ところでは、子供たちの目に対して悪影響が出な

いような機能を持たせているといった自治体も

あったようでありますので、ぜひその辺もいろい

ろ研究なさっていただきたいと思います。 

  また、同じような影響の中で情報流出を防ぐ手

だてなどなさっていらっしゃいますでしょうか。 

○鳥海隆太議長 今崎教育指導部長。 

○今崎浩規教育指導部長 情報流出ということであ

りますけれども、まず子供たちがパソコン上で使

用する場合については、校内にサーバーを立てま

して、そちらのサーバーに保存するという形で、

パソコン本体には残さないという形で対応して

いるところでございます。また、インターネット

接続につきましては、本市のケーブルテレビを介

しての回線ということになりまして、フィルタリ

ング等をかけているということがございます。 

  ただ、こういった情報流出などのことにつきま

しては、日々いろいろと状況が変わっていること

もありますので、今後ともそういったところの危

険性ということを意識して情報などを収集し、で

き得る限りの対応を行ってまいりたいと思って

いるところでございます。 

○鳥海隆太議長 齋藤千惠子議員。 

○１５番（齋藤千惠子議員） そうすると今のとこ

ろは安心と理解していいかなと思います。 

  先ほどの先駆けてプログラミング教育を取り入

れている学校の例でありますが、検索機能で閲覧

する場合でも、悪影響を及ぼすようなウエブサイ

トは閲覧できないような仕組み、またどこの県だ

ったでしょうかね、全校で、全学年だったかな、

タブレットを準備した学校では、夏休みにタブレ

ットを持ち帰り、それに合わせた課題を出してい

るというような学校もありまして、そういう場合

にいかにそういった防ぐ手だてをするかなどと

いうことはこれから大事なところになってくる

のかななんて思いながらいたところであります。 

  最後になりますが、この導入、この重要性を親

を初めとした地域の方々にもぜひ正確に説明す

べきではないかなと思うのです。この画期的なプ

ログラミング教育というものの導入は、家庭学習

などの中でも、プログラミング的思考を家庭学習

の中でも育ませるためにも、正確な、それから狙

いやさまざまなことを学校から親御さん、保護者

や、それから地域の方々にもぜひお伝えし、周知

を図っていただきたいなと思うところがありま

すが、その点はいかがでしょうか。 

○鳥海隆太議長 今崎教育指導部長。 

○今崎浩規教育指導部長 まさに議員が今お述べの

家庭、地域との連携ということが大事であり、今

までちょっと薄かったところかなと反省もして

いるところでございます。どのような米沢市の子

供たちを育てたいのかという大きなところ、そし

て今そのためにこういうものに取り組んでいま

すよということなどを、今までも教育委員会、学

校が連携してやっておりましたけれども、やはり

そこに家庭、地域という連携も加えて、丸ごと子

供たちを育てていくということが必要であろう

と思いますので、その周知方法などについては今

後さらに研究していきながら、いろいろな方法で

周知を図っていきたいと思います。よろしくお願

いいたします。 

○鳥海隆太議長 以上で15番齋藤千惠子議員の一般

質問を終了し、暫時休憩いたします。 

 

午後 ３時５８分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

午後 ３時５８分 開  議 

 

○鳥海隆太議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に進みます。 
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  一つ、斜平山の整備について、２番影澤政夫議

員。 

  〔２番影澤政夫議員登壇〕（拍手） 

○２番（影澤政夫議員） 市民平和クラブ、影澤政

夫でございます。 

  本日も夕方のお忙しい時間帯にもかかわらず傍

聴にいらしていただきました市民の皆様に心か

ら感謝を申し上げます。本当にありがとうござい

ます。 

  さて、ことしといいますか、長年、私、米沢で

暮らしておりますけれども、米沢のこのような冬

の経験はございません。何と申しましても、あの

斜平山の山腹をえぐるような雪崩が発生しない。

全く驚いた話でございます。るるこの暖冬につき

ましては本定例会の中でもさまざまな御心配、さ

まざまな御意見が交わされているところでござ

いますけれども、本当に雪が少ないということが

今後どのような影響を及ぼすのか、私も心配でご

ざいます。大変心配なところでございます。 

  さて、本日は質問時間が30分ということで、時

間も押してございますけれども、御案内の日程表

の中では私の出番は４時10分から質問終了が４

時30分、20分間しかないということでちょっと心

配していたんですけれども、４時にお声がかかり

まして、この場に立たせていただいております。

では早速質問に移らせていただきたいと存じま

す。よろしくお願いいたします。 

  ふるさとの山、笹野山、こちらは標高660メート

ル余り、山形県百名山では斜平山は、99番目の指

定ということでございますけれども、ちなみに

100番目、百名山100番目は一念峰となってござい

ました。 

  我らが斜平山、今さら私から申し上げるまでも

ありませんけれども、市街地から極めて近いのに

恵まれた自然環境を有し、動植物を育む豊かな山、

美しい山並み、信仰の山としての一面もございま

す。それゆえに、古くから住民生活とのかかわり

が非常に深く、身近であり、まさにふるさとのお

山であります。 

  一帯地域は、愛宕羽山神社、笹野観音を初めと

した地域の文化を維持、包容してきた山懐に加え、

自然の恵みを共有し、近代では保護活動を行おう

とする地元住民、理解者の努力を育み、あるいは

多くの先人の思いや知恵を生かしながら保全、維

持に努めてきた人々の営み、文化があります。 

  近年行われてきたハイキング・トレッキングコ

ースの整備は、その伝統的な営みから必然的に

人々が希求した保護と開発の理想像とも言える

かもしれません。また、大森山森林公園の整備、

ようざん桜の杜の事業の展開、伊達中世遺構群の

研究などさまざまな魅力をあわせ持った、まさに

歴史と文化の里山となっております。 

  このことは、米沢市創生戦略の中、多彩な地域

資源を生かした観光戦略の基本的方向にも十分

かなうものであり、今申し上げたさまざまな伝統

文化と個別整備事業を相乗的、総合的な構成に整

え、市民はもとより、観光客も招致できる具体的

施策、整備計画を本市として作成すべきと考えま

すが、当局のお考えをお尋ねいたします。 

  その際、大切と考える視点の一つは、笹野観音

からようざん桜の杜、愛宕神社に至る遊歩道の整

備を進めるべきと考えますが、いかがでございま

しょうか。 

  現状は、水窪ダム西幹線用水路管理道路とも合

致し、大森山森林公園真下を通り、既存の各種ハ

イキング・トレッキング道の起点としての立地も

兼ね備えることとなります。何より、雪菜やカブ

といった地元伝承野菜の産地、豊かな田園風景の

すぐ先に米沢の市街地が一望できる絶好の景観

遊歩道となると考えます。 

  加えて、手前みそながら、９月定例会でも申し

上げたとおり、幅員上不十分にしても一定のバッ

ファーゾーン的な役割を持つとの考えにも至り、

有害鳥獣対策を加味した計画にも寄与できるも

のと考えますが、いかがでございましょうか。 

  加えて、それについては、事後の維持管理や運
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営に当たって、草刈り、倒木処理、地元産直野菜

の販売や出店に至るまで、地元地区住民や関係団

体とも十分協議し、協力支援体制などの構築を目

指すべきです。あくまでも本市主導を前提とした

整備事業としての具現化が必要ではありますが、

そこにはさきに述べたような地域コミュニティ

ーが伝統的に培ってきたもの、関連市民団体のノ

ウハウなども含めて大いに参考にし協力を求め

る中から、地域コミュニティー、市民団体、行政

側がよき互恵関係を発揮できる三位一体の協議

会組織を目指し継続発展させていかなければな

らないと考えます。この点についてもあわせて御

見解をお聞かせいただきたいと存じます。 

  もう一つの不可欠要素、それは公共交通機関の

充実、整備であります。地域を南北に貫く県道沿

線からコミューター的に市街地循環バス路線に

つなぐ路線バス整備を早急に対処すべきと考え

ます。このことは、沿線住民の安全安心、利便性

の確保はもとより、当該地域の史跡、神社、公園

などのさらなる利用促進、各種ハイキング・トレ

ッキングコースの効率的な利用促進につながる

ことも前提条件とするとき、市民、住民のみなら

ず、大いに観光客の皆さんにも御利用いただける

ものとして整備すべきと考えますが、いかがでご

ざいましょうか。この種周辺地域の特性に応じた

公共交通のあり方について、一歩踏み込んだ御答

弁をいただきたいと存じます。 

  終わりに、本件は、本市が目指す体験型観光、

まち歩き観光などそれらの充実に大いに可能性

を拡大し、実現に資するものであり、これら地域

資源の組み合わせを生かした観光戦略を軸とし

て交流人口の拡大を大いに期待するものであり

ます。今後、多くのスポーツ、歴史イベントなど

の企画対象環境を提供し、活気を呼び寄せる大切

なツールとなると考えます。また、このことは本

市の掲げる健康長寿事業にも有効な地域資源活

用の一例として大いに可能性を見出せるもので

あり、モデル地区整備となり得るものだと考えて

おりますが、いかがでございましょうか。 

  当局の真摯な御答弁を御期待申し上げ、壇上か

らの質問を終わります。 

  御清聴ありがとうございました。 

○鳥海隆太議長 中川市長。 

  〔中川 勝市長登壇〕 

○中川 勝市長 影澤議員の御質問にお答えいたし

ます。私からは、斜平山の整備についてのうち公

共交通の整備についてお答えいたします。 

  地域公共交通の維持、改善は、交通分野の課題

解決にとどまらず、地域の暮らしを支えるという

視点において、まちづくり、健康、福祉、教育等

のさまざまな分野で大きな役割を担うものであ

ります。 

  一方、地域によって抱える課題はさまざまであ

り、解決すべき課題が異なりますので、各地域に

おける公共交通のあり方につきましては地域の

実情に配慮した適切な公共交通ネットワークの

形成を図ることが重要であると考えております。

そして、地域公共交通は、まずはその地域にお住

まいの方々のために運行する地域の生活の足と

しての機能を第一に考え整備すべきものと考え

ております。 

  議員お述べの斜平山周辺を南北に走る県道笹野

下矢来線沿線の地域におきましては、現在バスな

どの交通機関がない公共交通空白地となってお

ります。地域の高齢者や障がい者、高校生など、

いわゆる交通弱者の移動手段の確保は重要な地

域課題の一つと認識しております。 

  代表質問の答弁の中でも申し上げましたとおり、

本市は来年度から２カ年かけて地域公共交通網

形成計画の策定を予定しております。策定に当た

りましては、地域住民のニーズや課題を把握する

ため、各地区にお伺いしましてヒアリング調査を

実施する予定でございますので、その中で地域住

民の声もしっかりとお聞きしながら、地域の特性

や必要性に応じた方向性を示してまいりたいと

考えております。 
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  以上であります。 

○鳥海隆太議長 菅野産業部長。 

  〔菅野紀生産業部長登壇〕 

○菅野紀生産業部長 私からは、（１）基幹となる

遊歩道の整備についてと（３）地域資源を活用し

た観光戦略を軸に、交流人口の拡大を図ってはど

うかについてお答えいたします。 

  初めに、遊歩道の整備についてですが、本市に

は現在遊歩道を兼ねた緩衝帯、いわゆるバッファ

ーゾーンはありませんが、人と野生動物を隔てる

ための緩衝帯としての整備については、平成20年

度に南原坂下地区で、平成28年度からは小野川地

区、南原大平地区において実施しております。 

  猿などの獣害対策としての効果を継続して十分

に発揮させるためには、緩衝帯を整備した後の適

切な維持管理が重要であり、市民の皆様や関係団

体の主体的な協力や、獣害に対する地域の意識や

結束力を高めていく取り組みが必要であると考

えております。 

  また、緩衝帯は、人と野生動物とを隔てるため

に有効でありますが、全国の事例を見ますと、よ

り効果を発揮させるためにはその幅は50メート

ル以上が理想と言われており、遊歩道と共有型の

緩衝帯についてはその効果や維持管理の手法等

も含めて地域の皆様と十分に検討する必要があ

ると考えております。 

  そして、議員から御提案があった三位一体の協

議会組織につきましては、仮に遊歩道を整備した

場合、その後の維持管理のためには必要不可欠で

あると考えております。 

  現在、愛宕地区からは、市が主体となり多くの

関係団体とともに進めておりますようざん桜の

杜づくり事業にも積極的にかかわりを持ってい

ただいており、地区においても愛宕地区桜の杜づ

くり委員会を組織していただき、コミュニティセ

ンターを中心として、地域住民、行政が一体とな

った取り組みを推進していただいておりますの

で、ようざん桜の社づくりの今後の展開を検討す

る中で三位一体の協議会の組織化や遊歩道の整

備についても検討できるものと考えております。 

  なお、有害鳥獣対策では、山上地区におきまし

て平成26年度から地域ぐるみで荒れ地や放任果

樹等の地区内環境の点検を実施し、共同での電気

柵の設置、そして高校生や大学生の協力を得ての

放任果樹であった柿の収穫や加工等を行うこと

により、猿による農作物被害減少の成果があらわ

れております。 

  山上地区のこれらの取り組みは、鳥獣対策優良

活動事例としてこの２月20日に農林水産省農村

振興局長賞という全国表彰を受賞いたしました。

これは、時間をかけて地区における鳥獣対策意識

の醸成を図った上での強い結束力による数々の

取り組みが評価されたものだと考えております。 

  繰り返しとなりますが、緩衝帯共用型の遊歩道

につきましては、山上地区のような鳥獣対策優良

事例を参考として、地区における鳥獣対策の体制

強化とあわせて、地域の皆様とともに研究してい

く必要があると考えております。 

  次に、地域資源を活用した観光戦略を軸に、交

流人口の拡大を図ってはどうかについてお答え

いたします。 

  斜平山一帯は、自然環境に恵まれ、里山である

ことから、手軽にトレッキング等を楽しむことが

でき、中世遺構群や笹野観音などの歴史的な資源

も豊富であることから、本市における重要な観光

エリアであると認識しております。 

  斜平山の利活用については、ＮＰＯ法人斜平山

保全活用連絡協議会が、山形県や本市との協働事

業として道標や案内看板等の設置やトレッキン

グルートの刈り払いなどの環境整備、まち歩きコ

ースの造成並びに受け入れの際のガイドに取り

組んできております。また、里山愛好会では、ト

レッキング等の地図の制作やカンカン渡りなど

さまざまなイベントを企画し、観光誘客に努めて

いただいているところでございます。 

  また、中世遺構群の活用としましては、山形お
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きたま観光協議会が、置賜地域に点在する伊達の

山城など新たな観光素材を発掘し、今後の活用の

可能性を探る事業を今年度から開始しておりま

すので、今後も民間団体等との協働事業を通して

観光資源としての磨き上げを図ってまいります。 

  他方で、交流人口の拡大を図るためには、機を

捉えた適切な情報発信と伊達氏や上杉氏といっ

た共通した歴史資源を持つ地域との広域連携に

よる観光戦略が必要と考えており、さまざまな枠

組みを活用し、連携メリットを生かした効果的な

情報発信や取り組みを行うことで、本市への交流

人口拡大につなげていきたいと考えております。 

  御質問にありました「具体的施策、整備計画を

本市として作成すべき」との御提案につきまして

は、来年度において第４期米沢市観光振興計画の

策定作業を行いますので、地域資源の積極的活用

並びに自然を生かした山岳観光の推進の施策に

おいて、地域の皆様の御意見を伺うことや庁内で

の横断的な連携も必要となりますので、どのよう

な手法が望ましいか今後検討してまいりたいと

考えております。 

  私からは以上です。 

○鳥海隆太議長 影澤政夫議員。 

○２番（影澤政夫議員） 御答弁ありがとうござい

ました。 

  きょう午前中、１番目の質問にも斜平山という

ことで、しかも観光資源という認識のもと、さま

ざまな御提案やら御質問がございました。一日の

うちに２回も斜平山が議題に上るということで、

それだけ今あの山に対する、いろいろな地域資源

と申しますか、既存の資源、それを生かし切るこ

とが大切だろうということ、これを今、市民の皆

様も感じ取っておられると思います。 

  その中で、私、特に人の営み、こういった部分

について、行を割きましてお話しさせていただき

ました。何はともあれ、あの山を守ってきた人た

ちが、古来よりずっといらっしゃるということと、

今の中世遺構群にしても、この山に私どもが何か

できるという思いの固まりだと私は思うんです

よね。そういった方々のいろいろな思いというこ

とを非常に大切にしたい。それが、地域資源、物、

自然ばかりでなく、人の気持ちも含めた地域資源

というものの組み上げといいますか、育成といい

ますか、先ほど「磨く」という言葉が部長から出

されましたけれども、私はそういった部分を市が

目いっぱい引っ張り出してとか先導してとは申

しませんけれども、数々あるものを一定の方向性

に結びつけていけばもっと力になる、このような

観点で字数を割いて質問の中に入れさせていた

だいたという経過でございます。 

  その辺のところで、御答弁の中にもいろいろな

ＮＰＯのお名前とかが出てまいりました。協議会

の発足については今後ということになっており

ましたけれども、地元とそういったＮＰＯ、これ

をまとめ上げるというのは行政のほうで一定程

度この資源を生かすために対応していただきた

いと思うんですけれども、その辺のところはあく

までもこれからの話ということになりますでし

ょうか、それとも今具体的に何かこういったこと

で対応してまいりますという施策があるのかな

いのか、その辺のところをまずお伺いしたいと思

います。 

○鳥海隆太議長 菅野産業部長。 

○菅野紀生産業部長 具体的に今何かをということ

ではございませんけれども、それぞれの活動のい

ろいろな御相談を伺ったり、それぞれ不足してい

る部分についてどのような市として行政として

支援ができるのかどうか伺ったり、そういった形

での連携を図っているところでございます。 

○鳥海隆太議長 影澤政夫議員。 

○２番（影澤政夫議員） 実は、私どもの会派と明

誠会の学習会ということで、コンパクトシティー、

直接この案件にかかわるかどうかということの

問題はあるにしても、大変勉強させていただきま

した。弘前大学の教授の方がいらして、まちづく

りの考え方、基本的なところ、私が非常に感銘を
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受けたのは、まちづくりをするときに大切なもの、

例えて言うならば高校野球のマネジャーだと。女

の方が多いのかもしれませんけれども、高校野球

におけるマネジャーの気持ち、あるいはアイドル

をこれから育てようとする芸能プロダクション

のマネジャー、誠心誠意、何物も考えない、その

人のために何かしたいというふうな意気込みだ

ということが私非常に印象に残っている、教えて

いただいた一つだなと思っているんですよね。 

  今お話しのように、いずれはというお話もある、

具体的には何もないと。具体的に何もなくてもい

いんですけれども、今私が申し上げたいのは、そ

ういったマネジャー的心意気を各団体が持ち合

わせているでしょうということと、おかげさまで

愛宕地区もようざん桜の杜とか、目に見えるとこ

ろで毎年のようにいろいろな行事をしながら、皆

さんの機運が盛り上がっているというのが今な

んですよ。 

  今後の米沢市の観光戦略なりあるいはまちづく

りについて言えば、あそこにはそれだけの先ほど

申しましたような地域的な資産、それから思いが

あるということ、これを大事にしていただきたい

ということなんですけれども、そういったマネジ

ャー的な人方の心意気、機運が高まっていると思

うんですけれども、いかがですか。 

○鳥海隆太議長 菅野産業部長。 

○菅野紀生産業部長 米沢各地区でさまざまな取り

組みをやっていただいておりまして、本当に愛宕

地区の皆様におかれましては桜にしても斜平山

の活動にしてもさまざまな形で市民力の発揮が

なされているなと受け取っております。 

○鳥海隆太議長 影澤政夫議員。 

○２番（影澤政夫議員） ぜひそういう今の機運を、

燃え尽きるなんていうことはないでしょうけれ

ども、燃え上がるばっかりだと思うんですけれど

も、今後ぜひ組織化の中に組み入れていただくな

り意見を聞いていただきたい、そういう機会をふ

やしていただきたいと思いますので、これもよろ

しくお願いしたいと思います。 

  さて、そういった中で、いろいろ四季折々の米

沢のイベント、お祭り、上杉まつりから始まりま

していろいろございますけれども、そういった大

規模なイベントについては非常に大切だし、今後

も維持継続していかなければならないし、呼び込

める観光客の数もこれは格段にあるわけですの

で、大変期待する部分もあるのですけれども、今

申し上げたような各地域の心意気でもっている

小さなお祭りもたくさんあるわけです。 

  とりわけ斜平山周辺にはいろいろな、古志田地

区、愛宕地区、御存じのように愛宕神社の火祭り

初め大変大々的なものもございます。それから笹

野観音の火渡り行事もあります。細々としたと言

っては不調法かもしれませんけれども、そのほか

にもたくさんの地元のお祭りがある中で、一定程

度そういった伝統を継承する方々あるいは文化

に対する造詣の深い方々が今まで守ってこられ

たということに対する行政としての支援という

ことについてはどのように考えていらっしゃい

ますでしょうか、教えてください。 

○鳥海隆太議長 菅野産業部長。 

○菅野紀生産業部長 額的にはそんな大きな額では

ございませんけれども、後方支援的な形での御支

援をしているところでございます。かつて愛宕の

火祭りにおきましては、米沢四季のまつりの夏ま

つりと位置づけて展開したこともございます。さ

まざまな事情があって四季のまつりからは抜け

られたといいますか、対象としないということで

ございますけれども、その後もさまざまな形で市

としてその開催に向けて御協力をさせていただ

いているというような状況でございます。 

○鳥海隆太議長 影澤政夫議員。 

○２番（影澤政夫議員） ぜひ今後も、額も含めて、

予算上の措置も含めて御支援いただければと思

いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

  さて、伊達遺構群の関係なんですけれども、中

世遺構群の関係ですけれども、これは極めて最近
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の業績といいますか、一生懸命やっていただいた

方々のおかげで地図まででき上がっているよう

な状況もございます。 

  そして、例えば福島、山形、宮城といった広域

観光を考えてみれば、伊達政宗が米沢に居城を構

えて対応していたその昔、山形、福島、宮城のほ

とんどが所領であったということを考えると、し

かも一説によれば伊達の中世遺構群は何を守っ

ていたかということになると、会津の蘆名氏の侵

攻を非常に恐れてあのような山城をつくられた、

あるいはほかの舘をつくられたという経過もあ

るやに聞きます。 

  したがいまして、この広域観光で今連携できる

都市というのは数えただけでもそれぐらいある

わけですから、ぜひそういった中世遺構群を生か

した、今後の観光政策も含めて、まち歩きルート、

歴史ルートといったものをつくっていただきた

いものだと、このように考えますけれども、いか

がでございましょうか。 

○鳥海隆太議長 菅野産業部長。 

○菅野紀生産業部長 壇上でお答えしましたように、

中世遺構群の活用ということで、山形おきたま観

光協議会を中心として今調査研究を行っている

ところでございます。そして、これも壇上から申

し上げたところでございますけれども、伊達や上

杉という共通した歴史資源を持つ地域というこ

とで、今、会津置賜広域観光推進協議会や福島圏

域連携推進協議会、そして東北ＤＣをにらんだ勉

強会として仙台市や会津若松市との連携を図っ

ておりまして、こちらと連携して情報発信と、そ

してそういったまち歩き観光のメニューづくり

に努めていきたいと考えております。 

○鳥海隆太議長 影澤政夫議員。 

○２番（影澤政夫議員） そういう意味では、イベ

ントの開催についても、例えば中世遺構群マラソ

ン大会とかいうようなことも含めて、いろいろな

スポーツイベントも含めて対応できるのかなと

いう思いもございます。 

  今後ますます観光ということに目を向ける、し

かも地域の発展も含めて、地域の交通事情も含め

て御理解いただきますように、今後も折あるごと

に申し上げることもございましょうけれども、時

間もございますので、そういったことを申し上げ

て、私の質問を終わりたいと思います。ありがと

うございました。 

○鳥海隆太議長 以上で２番影澤政夫議員の一般質

問を終了し、暫時休憩いたします。 

 

午後 ４時２９分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

午後 ４時３８分 開  議 

 

○鳥海隆太議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に進みます。 

  一つ、協働のまちづくりを進めるために、21番

小島一議員。 

  〔２１番小島 一議員登壇〕（拍手） 

○２１番（小島 一議員） 明誠会の小島一です。 

  まず初めに、本日も夕刻のお忙しいところ傍聴

にお越しいただきました皆様に御礼を申し上げ

ます。ありがとうございます。 

  ここまで代表質問で６名、そして一般質問に12

名の方が立たれまして、私で最後、19人目となり

ます。アンカーということで、昨日、東京マラソ

ンで大迫傑選手が日本新記録を出したというと

ころで、陸上つながりで少しその辺を御紹介させ

ていただきましたが、陸上人生の中で私自身アン

カーを務めるということはまず記憶にございま

せん。今回初めてのアンカーということで、いさ

さか緊張しておりますけれども、どうぞよろしく

お願いいたします。 

  皆さん、大分、表情を見ていますとお疲れの表

情をされている方が議員にも当局の皆様方にも

見受けられるところではございますが、もうしば
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らくおつき合いをいただければなと思います。 

  私のこのたびの質問は、「協働のまちづくりを

進めるために」と題しまして、市民からの意見や

要望をいかにして聞き、取り入れていくのか、ま

た議会からの政策提言を初めとした要望や提案

をどのように受けとめて、どう対応しているのか

という観点で質問をいたします。このたびの代表

質問等々の中でも意図するところは同じだなと

感じる質問内容がありましたが、これからのまち

づくりに重要なことだからこそ多くの議員から

質問がなされると御理解いただきたいと思いま

す。 

  私からは、例として２つの計画について質問い

たしますが、数値的なことではなく、計画におけ

る目標をいかに達成していくのか、どう市民と共

有していくのかという観点で質問いたしますの

で、よろしくお願いいたします。 

  このたびの市政運営方針の中で、中川市長は３

つの健康をキーワードに市勢発展に向けて努力

していく旨を述べられ、協働のまちづくり、市民

とともにつくる米沢を目指していくとされてい

ます。 

  少子高齢化に伴う人口減少社会という課題に向

き合い、未来に向けて力強く進んでいくためには、

市民力の発揮、市民との協働は具体的な取り組み

を持って進めていかなければならないものと私

自身も考えているところであり、市長の考え方は

評価できるところであります。 

  しかしながら、これまでの市当局の対応を振り

返ってみれば、これまでも官民連携や市民ととも

にというキーワードを用いながら市政運営をし

てきた一方、市民の声を聞けば、市民の現状を見

ていない、行政が勝手にやっているといった旨の

声を聞くことは残念ながら珍しくありません。と

もに進みたいと考えている当局側と自分たちに

も何かできることがあるはずと考えている市民

との温度差を埋めていかなければ、市長の目指す

本当の意味での協働のまちづくりは実現してい

かないのではないでしょうか。 

  そこで、まず計画期間の中間年に当たるごみ処

理基本計画についてお伺いいたします。 

  まち・ひと・しごと創生総合戦略の中にも登載

した持続可能な開発目標、いわゆるＳＤＧｓへ向

けて取り組んでいくことがこのたび初めて示さ

れています。持続可能な社会づくりを目指してい

くのであれば、資源の有効活用は重要な要素であ

り、ごみ処理計画との相互性で見れば、抑制、再

使用、再生使用のいわゆる３Ｒへの取り組みが必

要不可欠な要素であることは御理解いただける

と思います。 

  本計画のＫＰＩを達成していくためにも、市民

周知を図ること、具体的行動を意識的に進んでし

てもらうような取り組みが必要だと考えるとこ

ろでありますが、本市のこれまでの取り組む上で

の考え方、進め方はどうだったのでしょうか。ま

た、今後の取り組みをどう考えているのか見解を

お伺いいたします。 

  次に、第10次米沢市交通安全計画についてお伺

いいたします。 

  計画期間が平成32年度までとなっていることか

ら、次期計画に向けた検証や見直し、現状把握な

どを来年度進めていく時期なのではないかと考

え、質問いたします。 

  聞き取りの際、県の安全計画が出た後にすり合

わせをしてからの計画実施になる旨の説明をい

ただいたところでありますが、期間を有効に活用

し、市民の実態を把握するための聞き取りや意見

交換など、より意味のある計画策定に向けた準備

期間として有効に使うべきと考えます。 

  さらに、高齢者の免許証自主返納に伴う課題や

冬期間の自転車利用など市民生活の実態を見れ

ば、本市の道路使用の現状を把握し、米沢の交通

安全計画と言える計画をつくっていくべきと思

います。情報収集や現状把握のためにも、市民と

の意見交換などをしていく必要があると考える

ところでありますが、本市の見解をお伺いします。 
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  次に、議会や議員からの政策提言や提案、市民

からの要望等に対する本市の受けとめ方、取り扱

いをどうしているのか、現状やその考え方をお伺

いいたします。 

  昨年度、当時の島軒純一議長のもと、各常任委

員会の活動として、明確なテーマを持ち、先進事

例の学びや市民の思い、考えを聞く機会を設け、

政策提言という形で市長へお渡しをしています。

その後、その取り扱いや、どう検討したのか、い

わゆるフィードバックは私の知る範囲において

なされたことはないと捉えています。また、町内

会や市民団体などから多くの要望、意見が出され

ておりますが、市民の声を聞けば、その取り扱い

について何ら返答がないという声を聞くことも

珍しくありません。 

  市民協働のまちづくりを進めようとするのであ

れば、積極的に市民と対話や情報交換、例えばワ

ークショップ等を開催し意見を聞く場の構築を

し、出された意見や要望事項に対してどう考えを

及ばせていくのか、検討の内容を返していくとい

う、いいサイクルを回していくことが必要と考え

ますが、議会への対応とあわせて見解をお答えく

ださい。 

  以上、壇上からの質問になりますが、今後の市

勢発展につながるような前向きな、わくわくする

答弁を期待しつつ壇上からの質問といたします。 

○鳥海隆太議長 堤市民環境部長。 

  〔堤 啓一市民環境部長登壇〕 

○堤 啓一市民環境部長 私からは、協働のまちづ

くりを進めるためにの（１）（２）についてお答

えいたします。 

  初めに、第３期米沢市ごみ処理基本計画が中間

年になるが、実態の把握はできているのかとの御

質問についてお答えいたします。 

  第３期米沢市ごみ処理基本計画は、平成28年度

から令和７年度までの10年間を計画期間として

おり、令和２年度で５年目を迎えますが、計画目

標として定めたごみ総排出量や資源化量などの

達成状況については、置賜広域行政事務組合が取

りまとめるごみ搬入実績等により毎年の実態を

把握しております。 

  計画の推進に当たっては、市民、学識経験者、

事業者、廃棄物処理業者を委員として組織する米

沢市廃棄物減量等推進審議会において毎年御意

見をいただきながら、下位計画となる米沢市一般

廃棄物処理実施計画の策定を行っており、一般廃

棄物の排出量の実態と今後の発生量及び処理量

の見込みなどの事項について見直しを行うこと

で、ごみ処理基本計画の目標達成に向け、必要と

する各年度の事業などについての見直しの検討

を行っております。また、町内会単位の衛生組合

を主体とした米沢市衛生組合連合会と連携し、衛

生に関する事業を通じて市民との協働を図って

いるところです。 

  なお、ごみ処理基本計画は、国が示す策定指針

においては、おおむね５年ごとに見直しを行うほ

か、策定の前提となる関係法令や処理体制などに

大きな変更があった場合には随時見直しを行う

ことが適切であるとされており、さらに国や都道

府県における計画や市町村の環境基本計画など

関連する計画との整合に配慮して策定を行う必

要があるとされています。 

  本市においては、ごみ処理基本計画の上位計画

である第３期米沢市環境基本計画の見直しを令

和２年度に実施する予定でありますので、第３期

米沢市ごみ処理基本計画については、環境基本計

画との整合を配慮しながら適切なタイミングで

見直しを行いたいと考えております。 

  次に、第10次米沢市交通安全計画が最終年にな

るが、振り返りと今後に向けた考えはとの御質問

についてお答えいたします。 

  第10次米沢市交通安全計画の振り返りについて

は、計画で定めた交通安全計画の目標の達成状況

を把握するだけでなく、米沢警察署がまとめた交

通事故発生状況を考察するとともに、関係団体の

皆様のお声を聞きながら振り返りを進めてまい
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りたいと考えております。 

  また、計画の推進に当たっては、通学路の緊急

合同点検や各地区の「市長を囲む座談会」、市民

から寄せられる「市長への手紙」、毎年町内会な

どからいただいておりますカーブミラーの設置

申請などさまざまな機会を通じて、交通安全に関

する御意見、御要望をお聞きしているところであ

り、それらの御意見等を踏まえながら交通安全対

策の充実と計画の見直しに努めてまいりたいと

考えています。 

  その上で、次期計画の策定を行う際には、米沢

市交通安全対策会議の委員として公募委員も募

ることや、パブリックコメントにより広く市民の

皆様の声を聞く機会を設け、意見を反映していき

たいと考えております。 

  なお、第10次米沢市交通安全計画は令和２年度

が最終年度となっているところですが、交通安全

対策基本法により、市が策定する交通安全計画は

県交通安全計画に基づき作成するよう努めると

規定されています。そうしたことから、次期計画

となる第11次米沢市交通安全計画は、令和３年度

中ごろに予定されている山形県交通安全基本計

画の策定後となる令和３年度末に策定する見通

しであります。 

  私からは以上です。 

○鳥海隆太議長 後藤総務部長。 

  〔後藤利明総務部長登壇〕 

○後藤利明総務部長 私からは、（３）議会や議員

からの政策提言、提案内容に関してのフィードバ

ックはについてお答えいたします。 

  議会からの政策提言につきましては、各常任委

員会において調査研究、検討を重ねられ、その結

果、政策として必要なものを御提言いただいたと

承っているところであります。 

  総務文教常任委員会における移住定住促進につ

いての政策提言書では、情報発信の活性化や移住

者ネットワークの組織化と活用などのほか、市の

魅力を高める施策についての御提言でありまし

た。また、民生常任委員会における地域医療を守

り育てるための政策提言書では、市民の生命と健

康を守るために必要な地域医療を市民とともに

守り育てるための政策について、そして産業建設

常任委員会における米沢ブランド戦略の推進に

向けた政策提言書では、ブランド戦略の組織体制

や市民意識の醸成、米沢牛のブランド力の強化策

などについての御提言でありました。 

  これらの御提言につきましては、いずれも重要

な御意見と受けとめ、担当部署においてその対応

を検討しており、可能なものは順次実現に向けて

努力しているところでございます。 

  また、予算特別委員会を初めとした会議におけ

る御意見、御要望については、庁内で取りまとめ

をしており、必要に応じて進捗状況の確認をして

いるほか、市民からの御要望などについてはその

内容に応じて担当部署において対応していると

ころでございます。 

  御提言、御意見、御要望につきましては、本市

及び市民生活の向上に必要だからこそいただい

ているものでありますので、できるだけ実現に向

けた対応をしているところであり、先ほどの各常

任委員会からの政策提言を含めて既に実施して

いるものもあるところでございます。 

  しかしながら、課題等があり、実現が容易でな

いもの、あるいは取り組んでいるものの効果や成

果が十分とは言えないものなどがありますので、

今後ともその実現に向けて、また取り組み効果が

高まるよう努力していきたいと考えているとこ

ろでございます。 

  私からは以上です。 

○鳥海隆太議長 小島一議員。 

○２１番（小島 一議員） それでは２回目以降の

質問に入りたいと思いますが、それぞれ聞くとい

う感じではなかったんですけれども、ごみ処理計

画の実態の把握というところで質問させていた

だきましたが、搬入の実績等々の数値的なところ

の現状は捉えていらっしゃるという御答弁だっ
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たかと思います。 

  一方で、市民の方々に、この計画が何のために

あるのかとか、この計画をもって米沢市内のごみ

処理であったりとか環境衛生であったりという

ことにどういった効果を生んでいくことが本市

としての最終的な目的なんだというところの落

とし込みをすることが本計画の本来の最大の目

標であると私自身は考えるわけです。そういった

ところの観点から考えたときに、この計画の進捗

というものをどうやって図っているのか、もしく

は市民への聞き取り等々をしているのかという

ところに関してはいかがでしょうか。 

○鳥海隆太議長 堤市民環境部長。 

○堤 啓一市民環境部長 数値的な目標等での把握

は先ほど申し上げたように毎年実施していると

ころですが、その計画の意図するところがどのぐ

らい市民の方に理解されているかというところ

は、きちっと毎年把握するということはなかなか、

アンケート調査とかをやっておりませんので、つ

かんではおりません。 

  ただ、そういう実績がある程度１人当たりの数

値とかそういったところがなかなか結果が出て

いない部分もありますので、そういったところを

見ながら、市民の方にまだまだその辺のいろいろ

なごみの排出についていろいろ配慮していただ

くことについてどの程度理解していただいてい

るのかというところについても、ある程度その数

値を目安として検討しているというところでご

ざいます。 

○鳥海隆太議長 小島一議員。 

○２１番（小島 一議員） 先ほど部長から、衛生

組合の方々と話をして、市民の方々にその周知を

図っていく旨の話もあったわけですけれども、そ

ういったところでとどまってしまっているよう

な嫌いがあるのではないかなと。結局、衛生組合

の方々までは話が落ちるけれども、そこから先の

本来伝えるべき市民の方々になかなかその情報

というか、話が落ちていっていないというところ

に課題があるのではないかなと私自身は捉える

わけです。 

  だからこそ、冒頭、壇上でも申し上げたように、

市民の方々の意見を聞く場面をいかにつくるか、

衛生組合の方々の協力を得ながらそういった場

を各コミセンごとに設けてもらうとか具体的に、

市の部課長だけではなくて、この計画に現場で当

たっている職員の方々がそういった場所に行っ

て、現状どうなのよというところをしっかりと自

分の体感として感じてくる。だからこそ、その計

画をよりもっと前に進めていくためにはどうい

うふうに進めなくちゃいけないんだというとこ

ろの置きかえができてくるというふうにつなが

っていくと私自身は思うわけですが、その辺に関

しての考え方、捉え方、また今後の進め方につい

て、部長、今の話を聞いた上で、感想になってし

まうかもしれませんけれども、どのように捉えて

いらっしゃいますか。 

○鳥海隆太議長 堤市民環境部長。 

○堤 啓一市民環境部長 特にごみ処理基本計画で

は、市民生活において、ごみ排出の抑制とかリサ

イクルあるいはごみの分別、出し方、ルールの徹

底などいろいろ取り組んでいただいているとこ

ろですけれども、そういう町内会単位で衛生組合

があって、420を超える衛生組合があるわけです

が、そういったところは非常に市民のいろいろな

声を聞いていらっしゃいますので、そういったと

ころからいろいろな声を把握したいと考えてお

ります。そのほか、いろいろ市民の意見とかを聞

く場を、先ほど申し上げたようなパブリックコメ

ントとかはございますけれども、その計画見直し

を行う際にはどういった方法でさらにそういう

意見を聞く場を設けたらいいのか等も今後検討

していきたいと考えております。 

○鳥海隆太議長 小島一議員。 

○２１番（小島 一議員） かつてごみ処理計画が、

今期のやつが出る前の段階で、私から説明があっ

た際に話をしたのは、例えば１家庭当たりどのく
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らい具体的にごみの量を減らすとこの計画の達

成になるんだというふうな、それぞれの家庭ごと

に見たときに、わかりやすい設定であったりとか

伝わりやすい設定をしてあげることがこの計画

が伝わっていくために非常に重要な要素ではな

いかという旨のお話をさせていただいたように

記憶しています。 

  そういったことで、伝え方であったりとか、も

しくは市民がどう受けとめているのかというふ

うな、相互の意識のギャップを埋めていくといい

ますか、そういったことに努めていくことがこの

計画達成の、これだけに限りませんが、計画達成

に向けて非常に重要な要素だと思いますので、先

ほど来申し上げているような流れで、部長は先ほ

ど衛生組合の方々と協力しながらそういったも

のを進めていきたいという旨の御答弁をいただ

きましたので、ぜひ前向きに捉えていただいて、

計画達成に向けて努力をしていただきたいと思

います。 

  続きまして、交通安全計画のほう、警察の交通

事故発生状況等々、こちらも先ほどのごみ処理と

同じように数値的な部分を捉えているという御

答弁だったかと思いますが、これも先ほど壇上で

申し上げたように、今冬はさすがに暖冬だったの

でそれほど影響はありませんけれども、通常の米

沢の冬期間であれば、車が走ったタイヤ跡、わだ

ちの部分を高齢者の方々が、公共交通等々も、ま

してや車の免許も返納されてということで、仕方

なく買い物等々での荷物の運搬等々のために自

転車を利用するといったような光景はそれほど

珍しくなく市内で見ることがあろうかと思いま

すし、部長も恐らくそういった光景には出くわし

ているのではないかなと思うわけです。 

  そういった現状の実態を、交通安全計画ですか

ら、そういったものもしっかりと盛り込んだ上で

計画策定に向けて、県から落ちてくるものをただ

コピー・ペーストするような計画ではなくて、そ

れにつけ加えていく、米沢の実態をつけ加えてい

って、米沢で交通事故を未然に防ぐためにはどう

するのかということが本来の交通安全計画の趣

旨だろうと思うわけですけれども、そういったこ

とに意識を及ぼして次期計画の策定に向けて取

り組んでいくという御意思はございますか。 

○鳥海隆太議長 堤市民環境部長。 

○堤 啓一市民環境部長 実態の把握はもちろん先

ほど申し上げたような方法でいろいろ、数値的な

ものだけではなくて、交通安全の場合ですと通学

路の緊急合同点検だったり、市長を囲む座談会だ

ったりあるいは市長への手紙とか、カーブミラー

の設置の要請とか、いろいろな場面でいろいろな

声を聞く機会がございます。 

  そのほか、交通安全は関係団体が非常に多いと

いうことがございます。県とか警察とか、ほかに

も交通安全協会とかシルバー交通指導員、その他

母の会とかあるいは事業者の安管連とかござい

ますけれども、いろいろなそういう関係団体の方

も、一般に、交通安全ですので、それぞれ市民と

していろいろな状況を感じていることなども多

いと思いますので、そういった方面からもいろい

ろな御意見等をお聞きしながら計画づくりを進

めていきたいと考えております。 

○鳥海隆太議長 小島一議員。 

○２１番（小島 一議員） 時間もあれですので、

ぜひそういった観点で進めていただきたいと思

いますし、聞き取りの際も、例えば高齢者の免許

の自主返納をされる方々にはアンケート調査を

実施しているんだというお話も聞いたりもして

います。そういった多方面にわたる方々にいかに

意見を聞きながらよりよい計画にしていくかと

いうところは、大変だろうとは思いますが、これ

から生きてくる計画としてつくっていくことは

非常に重要なことだろうと思いますので、ぜひ市

民のために、生きる計画づくりということを目途

に取り組んでいただきたいと、まずは要望してお

きたいと思います。 

  次に、議会対応の件、この点に関しては、かつ
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て中村議員が同様の質問をされていたやに記憶

しています。その際も答弁の中とか質問の中にあ

ったのは、この場にいらっしゃる方々もしくは議

会対応をされている方々、いわゆる部長とか課長

とか課長補佐という方々までは話が落ちている

かもしれないけれども、実際現場で進めている職

員の方々、全ての方々にそういった話が落ちてい

るのかといったら、そこまでのところがなってい

ないのではないかというところをやはり感じる

わけです。逆にそういった方々が、この計画、例

えば政策提言でこういうことをしてほしいとい

う話をしたときに、実際にできるかどうか、現状

を把握したりとか、計画を進めていく上で何をし

なくちゃいけないかというところを具体的に知

っているのは逆にそういった職員の方々です。そ

ことのすみ分けが変にできてしまっていると、

我々が言っていることと市ができることとの整

合性がとれないとか、そういったことも生まれて

くるように感じるわけです。 

  我々としては、どこまで進んでいるんだという

ところを欲しいわけですけれども、それに対する

フィードバックがなかなか明確に落ちてこない

というところが疑心暗鬼を生んでしまうような

状況にもなりかねないわけです。先ほど総務部長

から答弁がありましたけれども、改めて議会に対

するフィードバック、現状こういうふうに計画は、

政策提言をもらった分に関してはこういうふう

に進んでいるんだという何かしらの具体的な行

動というのが今まであったのかどうか、そこの点

だけ教えてください。 

○鳥海隆太議長 後藤総務部長。 

○後藤利明総務部長 御指摘のとおり、政策提言と

しての対応について、別個といいますか、改めて

の御報告は確かに私の記憶ではなかったと思い

ますので、今後どのような形ができるかも含めま

して検討させていただきたいと思います。 

○鳥海隆太議長 小島一議員。 

○２１番（小島 一議員） ぜひ、さまざまな要望

事項に対応するというところで、業務量過多とい

う一方では抑制すべき状況もあろうかと思いま

すけれども、さきの代表質問であったように、Ｒ

ＰＡの導入によって得られる効果としては、正確

性やスピード性、そして職員がそれを導入するこ

とによって時間に余裕が生まれるのではないか

ということを効果として期待しているという旨

の答弁があったかと思います。 

  そういったことを総合的に見て事業を進めてい

ただいて、議会への対応等々も含めて、議会への

対応・イコール・市民への対応という視点を持っ

て対応していただきたいと思います。 

  最後ですけれども、ぜひ市長に、総じた中での

御意見をいただきたいと思います。 

  今回、ごみ処理と交通安全計画の２点を挙げて

御質問させていただきましたが、これから各種計

画、施策、米沢市にとって非常に重要なものが出

てくると思います。そういった中で、さきの代表

質問でも市長からの答弁がありましたけれども、

市民の声を聞く、市民との協働でまちづくりを進

めていくことは中川市長にとっても非常に重要

な要素だと御答弁されておりました。 

  具体的に、再度、市長が市民とともにつくり上

げる協働のまちづくりというものに対する思い

を最後にお聞かせいただきたいと思いますが、い

かがでしょうか。 

○鳥海隆太議長 中川市長。 

○中川 勝市長 まず、きょうは小島議員からは、

ごみ処理、交通安全、あとは議会から出された提

言についてという内容でありました。 

  いずれにしましても、まずは衛生組合、非常に

ごみ処理も含めて今健康長寿対策にも頑張って

いただいております。また、交通安全関連団体に

おいてもしっかりと交通安全推進に向けて取り

組んでいただいている、こういった方々と連携を

しっかりと行政はとっていくべきであろうと思

っておりますので、協働のまちづくり、そしてこ

れから求められるのは、先ほど御例示ありました
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ようにＳＤＧｓ、持続可能な開発ということにつ

いて意識して取り組んでまいりたい。そのために

職員の資質の向上も含めて取り組んでいきたい

と思っております。 

  議会からの提言については、いろいろと既に着

手させていただいている部分もあります。ただ、

こういったものをどのように報告するかという

ことについては今後さらに議会との連携を深め

てまいりたいと、このように考えております。 

○鳥海隆太議長 以上で21番小島一議員の一般質問

を終了いたします。 

 

 

 

  散    会 

 

○鳥海隆太議長 以上をもちまして本日の日程は終

了いたしました。 

  本日はこれにて散会いたします。 

 

  午後 ５時０９分 散  会 

 


